
障害保健福祉関係主管課長会議日程  

平成17年12月26日（月） 於 厚生労働省低層棟2階講堂  

区  分   時 間   時   間   帯   

（受  付）   （30）   （ 9：30～10：00）   

障害保健福祉部長挨拶   10   10：00～10：10   

①平成18年度予算案について  10  10：10～10：20  
（企画課）  

②障害児施設（医療型）の利用者負  10  10：20～10：30  
担について  
（障害福祉課）  

③支給決定等について  60  10：30～11：30  
（障害保健福祉改革推進室）  

④都道府県・市町村の事務処理につ  35  11：30～12：05  
いて  

（障害保健福祉改革推進室）  

⑤事務処理システムについて  20  12：05～12：25   
（障害保健福祉改革推進室）  

（昼食・質問コーナーの開設）   （50）   （12：25～13：15）   

⑥報酬体系について  50  13：15′・■14：05  
（障害保健福祉改革推進室）  

⑦地域生活支援事業について  80  14：05～15：25   
（社会参加推進室・障害福祉課・  
障害保健福祉改革推進室）  

（休憩）   （15）   （15：25～15：40）   

⑧補装具の見直しについて  20  15：40～16：00  
（社会参加推進室）  

（勤障害福祉計画について  40  16：00～16：40  
（障害保健福祉改革推進室）  

⑩制度の広報について  10  16：40～16：50  
（企画課）  

⑪精神保健福祉関係について  10  16：50～17：00  
（精神保健福祉課）  

⑫質疑応答  60  17：00～18：00  
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平成18年度 障害保健福祉関係予算（案）の概要  

平成17年12月  
障害保健福祉部  

7，525 億円  

8，131 億円  

606 億円   

（対前年度比8．1％増）  

平成17年度予算  

平成18年度予算（案）  

差 引 増 ▲ 減  

障害者自立支援法に基づく新たな   

障妻保健福祉施策の実施  

障害保健福祉施策については、障害者自立支援法に基づき、障害の種類に関  

わりなく福祉サービスを一元化することや、障害者の就労の支援、費用の公平  

な負担などを柱とする制度の抜本的な見直しを実施し、障害者の地域における  

自立した生活を支援する体制を整備する。  
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障害者自立支援法の概   

障害者自立支援法は、平成15年度から導入した支援費制度の「自己決定と自  

己選択」及び「利用者本位」の理念を継承しつつ、障害者の地域における自立し  

た生活を支援する体制をより強固なものとするため、障害福祉サービスの一元化、  

施設・事業体系の再編、利用者負担の見直し、地域生活支援事業の創設など新た  

な障害保健福祉体系を構築する。  

新制度の主なポイント  

1障害者の福祉サービスを「一元化」   

■サービス提供主体を市町村に一元化、都道府県はこれを支援  

・障害者の種類（身体障害、知的障害、精神障害）にかかわらず、共通の福祉サービスを提供  

2 利用者本位のサービス体系に再編  

・障害種別毎の施設t事業体系を6つの事業に再編  

・地域の限られた社会資源を活用し、障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、施設基準   

や運営基準等について規制を緩和  

3 障害者が「もっと働ける社会」に就労支援の抜本的強化  

・働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう、雇用施策と連携しつつ、福祉側から支援  

・就労移行支援事業など、一般就労への移行を支援するための新たな事業を創設  

4 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明掛ヒ」  

・支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）を導入  

・審査会の意見聴取など、支給決定プロセスを透明化  

5 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化  

（利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」）   

一障害者自らも制度を支える一員となって、その費用を皆で支え合うという観点から、食費等の実  

費負担やサービスの利用量に応じた負担を求める。その際には、過大な負担とならないよう、き  

め細やかな負担軽減‡昔置を設ける  

（国の「財政責任の弓封ヒ」）   

■福相サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国  

が義務的に負担する仕組みに改める  
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貯制度の実施時期  

＜平成18年4月＞   

○利用者負担の見直しに関する事項   

○国等の「義務的負担化」に関する事項  等  

＜平成18年10月＞   

○新たな施設・事業体系への移行に関する事項   

○地域生活支援事業に関する事項   

○障害児施設についての利用契約制度への移行に関する事項  等  

1 障害者の自立した地域生活を支援するための施策の推進  

（1）新たな障害福祉サービスの堆進  

4，131億円  
介護給付■訓練等給付等については、制度の見直し及び直近までのサービス量の   

増加を踏まえて所要額を確保するとともに、その報酬単価については、平成18年   

4月から△1．3％とする。  

ただし、居宅系サービス及び新体系のサービスについては△1．0％とし、併せて旧   

体系からの移行施設については移行時支援措置を講じる。  

（2）障害者に対する良質かつ適切な医療の提供  

930億円  
障害者の心身の障害の状態の軽減を図るための自立支援医療（精神通院医療、育   

成医療、更生医療）等を提供する。  

（3）地域生活支援事業の実施  

200億円  

障害者の自立を支援するため、地域の特性や利用者の状況に応じて下記の事業を   
効率的・効果的に実施。（平成18年10月～）  

○市町村事業   

相談支援、コミュニケーション支援事業（手話通訳等）、日常生活用具の給   

付等、移動支援、地域活動支援センター等  
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○都道府県事業  

専門性の高い相談支援事業等の広域的な事業やサービスの質の向上のため   

養成研修 等  

（4）発達障害者に対する支援   

発達障害に関する各般の問題について、在宅の自閉症等の特有な発達障害を有す  

る障害者とその家族に対し、相談、助言、情報提供、就労等にかかる支援を総合的  

に行う「発達障害者支援センター」の充実を図る。（地域生活支援事業（200億  

円）の内数）  

（5）障害者自立支援法の円滑な施行の推進  

129億円  
低所得の利用者への対策として社会福祉法人等が行う定率負担の減免に対する公   

費助成、また、自治体による制度を円滑に施行するための事業等を実施する。  

○ 利用者負担の軽減策について  

障害福祉サービスに関する利用者負担については、その負担の軽減を図る一   

環として、負担上限月額を以下のとおりとする。  

一般  

低所得Ⅱ  

低所得Ⅰ  

生活保護世帯  

37，200円  

24，600円  

15，000円  

0円  

36億円   ○社会福祉法人等減免事業（新規）  

低所得者にきめ細かく配慮するため、社会福祉法人等が定率負担の減免を行  

う場合の助成。  

○障害者保健福祉推進事業等（新規）  35億円  

障害者自立支援法施行当初において、自治体が行う支給決定等システム改修、   

制度の普及啓発や広域的な対応等に必要な経費の助成並びに障害者の保健福祉   

の躍進に必要な先駆的t革新的なモデル事業に対する助成。   

○障害者就労訓練設備等整備事業（新規ノ  20億円  

既存の障害者施設等が就労移行支援等の新たな障害福祉サpビスを実施する   

ために必要な設備等を整備する場合の助成。（定額補助）  
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2 障害者サービス提供体制の整備  

94億円  

※保護施設等の整備費分含む。   

新たな障害福祉サービス体系である生活介護、自立訓練、就労移行支援等の日中活  

動に係る事業の場等の整備を計画的に促進するため、社会福祉施設等施設整備費にお  

いて、必要な経費を確保する。（社会・援護局一括計上）  

※なお、公立施設の整備分については地方に税源移譲（三位一体改革関連）  

3 その他の福祉関係給付責等  

（1）障害者に係る手当等の給付  

1，267億円  
特別児童扶養手当、特別障害者手当等に必要な経費を確保する。平成17年の消費   

者物価指数は、1月～10月までの実績値は▲0．2％である。仮に平成17年の物価が下   
落した場合には、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する   
法律の規定に基づき、物価スライドにより手当額が引き下げられることとなる。  

（2）障害児施設に係る給付章等  
665億円  

知的障害児施設等の障害児施設において、障害のある児童に対する保護・訓練を   

行うために必要な経費を確保する。  
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4 自殺予防対策を含む地域精神保健福祉施策の推進  

9億円  

薫他局計上分含む二  

（1）自殺予防総合対策センター（仮称）の設置をはじめとする自殺予防   

対策の推進  

「自殺予防総合対策センター（仮称）」を設置し、総合的な自殺予防対策を実施す  

る体制を整備するとともに、地域・職域において、相談体制の整備、自殺防止の  

ための啓発、自殺問題に関する調査研究の推進などの自殺予防対策の充実を図る。  

（2）こころの健康づくり対策の堆進   

思春期児童の心のケアの専門家やPTSD（心的外傷後ストレス障害）専門家  

の養成研修を行い、精神保健福祉センター、病院、保健所等で専門相談等を取り  

入れ、各機関での精神保健活動の充実を図る。  

5 心神喪失等の状態で重大な他苦行為を行った者に関する   

医療体制の整備  

137億円  
※他局計上分含む。   

心神喪失者等医療観察法を適切に施行するため、引き続き、指定入院医療機関の確  
保を図るとともに、医療従事者等の研修を行うなど医療の提供体制の整備を推進する。  
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障害程度区分等について  

1．支給決定等に係る事務処理のスケジュールモデル   P．1～  

2．障害程度区分認定の流れ  P． 3～  

3．認定調査について  P． 5一－  

4．市町村審査会について  P．11～  

5．障害程度区分の有効期間について  P．32～  

6．認定調査員等に対する研修について  P．33～  

（参考資料1）訓練等給付スコア  P．38～  

（参考資料2）12月5日障害者部会資料（抜粋）  P．40～  

（参考資料3）認定調査員マニュアル  P．52～  

（参考資料4）市町村審査会マニュアル  P．114～  

（参考資料5）関係法令等  P．151～   

※ 資料は検討中のものであり、今後変更があり得る。  
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2．障害程度区分認定の流れ（概要）  

1．申請受付   

○ 支給申請は、障害者本人又は障害児の保護者が行う。  

なお、代理による申請も可能。  

○ 利用を希望する障害福祉サービスの種類等により、その後の障害程度区分   
認定の手続きが異なる。   

①介護給付の場合 →介護給付に係る障害程度区分認定が必要   

・ノ障害児は③   

②訓練等給付の場合 →訓練等給付のスコア判定を行う   

・「共同生活援助」は①   

③障害児の場合 →従来どおりの支給決定方法とする。  
○ ①については特に、認定調査及び医師意見書が必要となるため、  

・認定調査を行う（事業）者の選定（及び依頼）  

・医師意見書の作成を医師に依頼   

【当面の扱い】   

◆10月以降のサービス内容等の支給決定は、10月以降のサービス提供体制  
の状況の見通しが立ち、各市町村で支給基準が定められた後に行うことと  

等から、18年夏頃以降、順次行うこととなる。   
◆ しかしながら、介護給付に係る障害程度区分認定には、認定調査や市町  

村審査会の二次判定など、時間を要することから、それまでの間は、10月  
以降にホームヘルプサービス等の居宅サービスを利用する見込みの者を中  

心として、介護給付に係る障害程度区分認定を行うこととなる。   

◆ 各市町村における障害程度区分認定の時期は、対象見込み者数や体制等  
に応じて、各市町村で見込んでいただくこととなるが、春頃の段階におい  

ては、申請の段階でサービス内容等に係る詳細を必ずしも決める必要はな  

く、居宅サービスの介護給付の利用意向がある者を対象に、障害程度区分  
の認定までを終了しておく必要がある。  

2．認定調査  

○ 市町村又は委託した指定相談支援事業者等の認定調査員が、全国統一の調   

査項目及び調査票により、  

・本人及び家族等の状況、現在のサービス利用や日中活動の状況、介護者の  

状況、居住環境などの「概況調査」  
・心身の状態についての「アセスメント調査」（106項目）  

・その他特記事項   

について、調査する。  
○ 訓練等給付の申  話

者
 
 

査
 

同
 

を行う。  
ト
 
 

○ 調査を委託す  る
 
 
 

調査について」を参照のこと。  

○ また、調査方法、  参考資料3）認定調査員マ   つ
 
 ニュアル」を参照のこ  と。  
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3．医師意見書  
○ 二次判定において、一次判定を補足するための資料。  

○ 疾病、身体の障害の内容、精神の状況、介護に関する所見など、医学的見   
地からの意見を述べるもの。  

4．一次判定（コンピュータ判定）  

○ 市町村（審査会事務局）が、認定調査員により提出された調査結果を一次   
判定ソフトがインストールされたパソコンに入力。  

○ 警告コードが発生した場合、医師意見書の内容と矛盾等がある場合には、   

認定調査員等に内容を確認する。  

5．二次判定（審査会）  

○ 市町村（審査会事務局）は一次判定結果、医師意見書及び認定調査特記事   
項を揃え、審査会（合議体）はこれらの資料の内容を踏まえ審査判定を行う。  

○ 市町村審査会及び二次判定に閲し、  

・審査会の設置、委員の人選、条例の参考例   
t運営方法  

・審査判定の手順（変更の際の勘案事項、区分変更の例、審査会意見等）   
等の詳細は、「4．市町村審査会について」を参照のこと。  

6．審査判定結果の通知  
○ 審査会は、その審査判定結果（程度区分、認定の有効期間（原則3年）、  

支給決定に係る審査会意見）を、市町村に通知する。  

○ 市町村は、当該審査判定結果に基づき、障害程度区分及び有効期間を認定   

し、′又は却下することとし、程度区分及び認定の有効期間を申請者に通知す   

る。  

○ 通知の際には理由も付記する。理由の記載内容は各市町村の判断とする。  
○ 通知の際には、不服申し立てに関する教示を行う。  
○ 認定結果についての疑問等については、第一義的には市町村で対応する。  

○ 障害程度区分認定の有効期間については、「5．障害程度区分の有効期間   
について」を参照。   

【当面の扱い】   

◆ 通常は、その後、引き続き、サービス内容等の支給決定プロセスに入る  

が、当面の扱いとして、申請者に障害程度区分認定結果及び10月以降のサ  
ービス利用に係る支給申請受付時期（各市町村において設定）を通知。   

※ 支給決定に係るプロセスの詳細については、今後提示する。   

※ 認定調査員等に対する研修については、「6．認定調査員等に対する研修   
について」を参照。  
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3．認定調査について  

1認定調査の基本的な考え方  

（1）認定調査を行う趣旨  

① 障害者自立支援法における介護給付貴、特例介護給付費、訓練等給付責、特例訓練  

等給付真の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の支給決定を  

受けなければならない。  

② 支給決定を受けようとする障害者又は障害児から申請があった場合、市町村は、障  

害程度区分の認定や支給の要否決定を行うため、障害者等と面接をし、その心身の状  

況、その置かれている環境等について調査を行う。  

③ 障害程度区分とは、障害者に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため  

当該障害者の心身の状態を総合的に表す区分であり、市町村がサービスの種類や提供  

する量を決定する場合に勘案すべき事項のひとつである。  

④ 認定調査は、その結果が障害程度区分の基本的な資料であることから、全由一律の  

基準及び方法によって、公平公正で客観的かつ正確に行われる必要がある。  

（2）法令の規定について  

① 認定調査については、市町村職員が行うほか、市町村はその業務を指定相談支援事  

業者等に委託できることとしている。（第20条第2項）  

② 認定調査を委託された指定相談支援事業者等は、障害者等の保健又は福祉に関する  

専門的知識及び技術を有するものとして厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調  

査を行わせることとしている。（第20条第3項）  

③ 認定調査を委託された指定相談支援事業者等の役員若しくは認定調査の従事者（過  

去に従事した者を含む）は、認定調査に関して知り得た個人の秘密に関して守秘義務  

を負う。（第20条第4項）【これに違反した場合、罰則が適用される。（第20条第5  

項）】  

④ 市町村は、障害者又は障害児の保護者の居住地が遠隔地にある場合、認定調査を他  

の市町村に嘱託することができる。（第20条第6項）  

【参考】障害者自立支援法（抄）  

（申請）  

第20条 支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、厚生労働省令で  

定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。  

2 市町村は、前項の申請があったときは、次条第1項及び第22条第1項の規定に  

より障害程度区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため、厚生労働省  

令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害者等又は障害児の  

保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令  

で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、 市町村は、当  

該調査を第32条第1項に規定する指定相談支援事業者その他の厚生労働省令で定  

める者（以下この条において「指定相談支援事業者等」という。）に委託することが  

できる。  

3 前項後段の規定により委託を受けた指定相談支援事業者等は、障害者等の保健又  

は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生労働省令で定める者に  
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当該委託に係る調査を行わせるものとする。  

4 第2項後段の規定により委託を受けた指定相談支援事業者等の役員（業務を執行   

する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いか   

なる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、   

執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含   

む。以下同じ。）若しくは前項の厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあった者   

は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはな   

らない。  

5 第2項後段の規定により委託を受けた指定相談支援事業者等の役員又は第3項の   

厚生労働省令で定める看で、当該委託業務に従事するものは、刑法（明治40年法   

律第45号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみ   

なす。  

6 第2項の場合において、市町村は、当該障害者等又は障害児の保護者が遠隔の地   

に居住地又は現在地を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができ   

る。  

（障害程度区分の認定）  

第21条 市町村は、前条第一項の申請があったときは、政令で定めるところにより、   

市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害程度区分に関する審査及び判定   

の結果に基づき、障害程度区分の認定を行うものとする。  

2 市町村審査会は、前項の審査及び判定を行うに当たって必要があると認めるとき   

は、当該審査及び判定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴   

くことができる。  

2 認定調査の委託の考え方   

認定調査は、支給決定の基本となる重要な業務であり、その実施に当たっては、専門性に   

加え、中立性・公平性の確保が重要であり、安易に外部に委託することなく、まずは市町村   

職員による実施、あるいは認定調査の能力があると認められる者を嘱託職員として活用する   

等による実施を検討することが適当である。   

ただし、地域内に中立かつ公正な立場で調査を実施できる主体が存在する場合には、市町   

村の判断により委託することが可能である。   

（1）平成18年9月末までの委託先等について  

① 中立かつ公正な立場で調査を行える以下の者に委託が可能。  

ア 現行の各法に基づく相談支援事業を行っている事業者  

○ 市町村障害者生活支援事業  

○ 障害児（者）地域療育等支援事業  

○ 精神障害者地域生活支援センター 等  

イ 介護保険法に規定する次の者  

○ 指定市町村事務受託法人  

※ なお、平成18年9月末までの間は、相当数の認定調査件数が予想されること  

から、居宅介護支援事業者についても可能とする。  

② 認定調査を行う者（以下「調査員」という。）は、都道府県又は指定都市が行う障害  

程度区分認定調査員研修の受講を要件とする。  
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（2）平成18年10月以降の委託先等について   

① 中立かつ公正な立場で調査を行える以下の者に委託が可能とする予定。  

ア 指定相談支援事業者のうち、当該市町村から相談支援事業の委託を受けている者  

イ 介護保険法に規定する指定市町村事務受託法人  

り 障害者支援施設（新規認定に係る調査の委託はできない。）   
② 調査員は、都道府県又は指定都市が行う障害程度区分認定調査員研修の受講を要件  

とする。  

（3）認定調査を委託する場合、市町村は委託先の事業者等と委託契約を締結するとともに、   
調査員の資格を確認する。《別添委託契約書案を参照。》  
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障害程度区分認定調査委託契約書様式（案）   

00市（以下「甲」という。）と  《事業者名》（以下「乙」という。）とは、障害  

程度区分認定調査（以下「調査」という。）の業務の委託に関して、次のとおり契約を締結し、  

信義に従い誠実にこれを履行するものとする。  

（委託内容）  

第1条 甲は、調査の業務を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。  

（実施方法）  

第2条 甲は、乙に対し、調査対象者を通知する。乙は当該調査対象者に対し、調査を実施し、   

その結果を甲の定める期日まで甲に報告する。   

また、本契約書に定めのない事項等については、甲乙協議のうえ、別途定めるものとす   

る。  

（受託者の義務）  

第3条 乙は、障害者自立支援法第20条第3項に基づく厚生労働省令で定める者に調査を行   

わせるものとする。   

2 乙は、受託業務の開始に際しては、予め調査に従事する者に係る名簿及び資格等を有す  

る証明書等の写しを甲に提出するものとする。   

3 乙は、調査に従事する者について、その研修の機会を確保し、もってその資質の向上に  

努めるものとする。   

4 乙は、調査に従事する者に対し、以下の任務を遂行させる義務を甲に対して負うものと  

する。  

（1）対象者への訪問を行うとともに、調査を適正に実施する。  

（2）前号の調査結果を、速やかに甲に報告する。  

（委託料）  

第4条 甲は、調査の業務の委託料として、次に定めるところにより算定される額を、乙に支  

払うものとする。  

円（消費税及び地方消費税を含む。）  調査1件当たり   

（委託料の支払い）  

第5条 乙は、毎月業務終了後、甲の定める期日までに、当該月の費用を甲に請求するものと   

する。   

2 甲は、前項に基づき、乙からの適正なる請求書の受理後00日以内に、乙に対し委託料  

を支払うものとする。  

（権利義務の譲渡等の禁止）  

第6条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ又はそ   

の権利を担保に供してはならない。  
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（再委託の禁止）  

第7条 乙は、委託業務の全部方は一部を、第三者に再委託してはならない。ただし、甲が特   

別に認める場合については、この限りではない。  

（業務実施の指示）  

第8条 甲は、委託業務について、乙に必要な指示をすることができるものとする。  

（移動手段）  

第9条 調査に必要な交通の手段は、乙が用意するものとする。  

（秘密の保持）  

第10条 乙及び調査に従事する者は、委託業務の実施に当たり、業務上知り得た調査の対象者   

又はその家族の秘密を漏らしてはならない。  

【2 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人  

情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。】   

（※「個人情報の取扱い」に関する規定は、各自治体において追加すること。）  

（事故発生時の対応）  

第11条 乙は、調査の際に事故が発生した場合には、速やかに、甲、調査の対象者の家族等に   

連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。   

2 乙は、調査の対象者に対する調査により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに  

損害賠償を行わなければならない。  

（関係書類の整備）  

第12条 乙は、受託業務に関する書類を事業所に整備しなければならない。  

（報告書の提出）  

第13条 乙は、毎月の受託業務の実施状況を、甲の定める期日までに、文書により甲に報告し   

なければならない。   

2 甲は、必要と認めるときは、乙に受託業務の実施状況の報告を求めることができる。  

（立ち入り調査）  

第14条 甲は、委託業務について、乙の事業所に対し、立ち入り調査し、必要な報告を求め、   

委託業務の実施について必要な指示を乙に与えることができる。  

（契約の解除）  

第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。   

（1）指定相談支援事業者及び指定障害者支援施設の指定を取り消されたとき。   

（2）指定相談支援等の事業の人員及び運営に関する基準等に違反し、委託業務を適切に行  

うことが困難であると認められるとき。   

（3）不正な調査を行うなど、本契約又は本契約に基づく指示に違反し、その違反により、  
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この契約の目的を達することができないと認められるとき。  

（4）契約の解除を申し出たとき。  

（疑義の解決）  

第16条 本契約に定める事項その他調査の業務上の必要な事項について疑義が生じた場合に   

は、甲乙協議して解決するものとする。  

（委託期間）  

第17条 本契約の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。   

本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者双方記名押印のうえ、各自1通を  

保有するものとする。  

平成  年  月  日  

（甲）委託者  所 在 地  

名  称  

代表者職氏名  

（乙）受託者  所 在 地  

■名  称  

代表者職氏名  
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4．市町村事査会について  

1 市町村審査会の基本的考え方  

（1）審査会設置の趣旨   

○ 市町村審査会（都道府県審査会が設置されている場合は都道府県審査  

会。以下「審査会」という。）は、  
・障害程度区分認定基準に照らして審査及び判定を行う  

・ 市町村が支給要否決定を行うに当たり意見を聴く  

ために設置する機関である。   

○ これらの業績を合わせて「審査判定」業務という。  

（2）法令の規定について   

① 市町村に、障害程度区分の審査判定業務を行う、及び由町村の支給要  

否決定を行うに当たり意見を聴くため、審査会を置くこととしている。  

（第15条）   

② 審査会の委員の定数は、条例で定めることとなっており、委員は、障  

害者等の保健又は福祉に関する学識経験者を市する者のうちから市町村  

長が任命することとなっている。（第16条第1項及び第2項）   

③ 審査会は、障害程度区分に関する審査判定を行う。（第21条第2項）   

④ 審査会は、市町村の支給要否決定に当たり意見を述べる。（第22条第  

3項）  

（3）地方自治法上の取り扱い   

① 審査会は、地方自治法上、自治体の附属機関として位置付けられる。   

② 審査会の設置については、法律上必置であることから、設置の根拠と  

なる条例は不要であるが、法第16条第1項に基づき委員定数の条例が  

必要である。（参考例は別紙1）   

③ 委員の身分は、市町村の非常勤特別職となる。  

【参考】地方自治法（抄）  

（委員会・委員及び附属の設置）  

第138条の4 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団   

体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。  

2 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は   

普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その   

権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。  
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3 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関  

の附属機関として自治紛争処理委員、審査 

調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、  

政令で定める執行機関については、この限りでない。   

（附属機関の職務権限・組織等）   

第202条の3 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しく  

はこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項に  

ついて調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。   

2 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。   

3 附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを  

除く外、その属する執行機関において掌るものとする。  

（4）設置時期  

（D 市町村は、平成18年10月からの新体系サービス利用者に係る支給  

決定事務（当面は居宅サービス（移動支援のみ及びデイサービスのみを  

除く）利用者分）が平成18年9月末までには終了している必要があり、  

これらを踏まえ、市町村において設置時期を判断願いたい。  

（診 このため、定数条例については、2・3月議会か、遅くとも6月の議  

会に上程する必要がある。  

3 広域化の考え方  

（1）審査会の設置形態については、   

① 市町村単独で設置、   

② 広域連合や一部事務組合での対応、   

③ 機関の共同設置、   

④ 市町村の委託による都道府県審査会の設置  

といった対応が考えられる。  

（2）都道府県は、管内市町村における審査会設置や審査判定業務が円滑に進  

むよう、市町村と十分調整し、必要な支援を行う。  

4 審査会委員について  

（1）委員構成  

○ 委員は、障害者の実情に通じた者のうちから、障害保健福祉の学識経  

験を有する看であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者を任命す  

る。   

○ 身体障害、知的障害、精神障害の各分野の均衡に配慮した構成とする。  

（2）学識経験を有する者の判断  
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○ 委員が学識経験を有しているか否かについては、市町村長の判断であ  

る。   

○ 障害者の障害保健福祉の学識経験を有する看であって、中立かつ公正  

な立場で審査が行える看であれば、障害者を委員に加えることが望まし  

い。  

（3）市町村との関係   

○ 審査会における審査判定の公平性を確保するために、市町村職員は、  

原則として委員になることはできない。   

○ ただし、委員の確保が難しい場合は、市町村職員であっても、障害保  

健福祉の学識経験者であり、かつ認定調査等の事務に直接従事していな  

ければ（例えば長年障害者の相談に応じている保健師やケースワーカー  

など）、委員に委嘱することは差し支えない。  

（4）認定調査員との兼務   

○ 委員は、原則として当該市町村の認定調査員となれない。   

○ ただし、他に適当な者がいない等のやむを得ない事情がある場合はこ  

の限りではない。その場合であっても、委員が認定調査を行った対象者  

の審査判定については、当該委員が所属する合議体では行わない。  

（5）審査会委員の研修  

委員は、都道府県が実施する審査会委員に対する研修（市町村審査 

員研修）を受講し、審査及び判定の趣旨、考え方、手続き等を確認する。  

（6）委員数の見込み方   

① 市町村は、  

○ 平成18年10月以降のサービス利用者数、  

○ 一合議体当たりの審査件数、  

○ 設置すべき合議体数及び一合議体当たりの委員数、  

等から必要な審査会委員数を見込み、条例で定数を定めること。   

② 条例の定数は、上限数を定めればよいこととする。（例 00人以内）  

《別紙1「市町村審査会」の委員の定数等を定める条例の参考例を参照》  

（7）委員の任期  

委員の任期は2年（初回の任期は19年3月末日まで）とし、委員は再   

任されることができる。  

（8）審査会の会長等   

○ 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。   

○ 審査会の会長は、会長に事故あるときにその職務を代行する委員をあ  

らかじめ指名する。  
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5 合議体について  

（1）合議体の設置  

審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、   

審査判定業務（障害程度区分の認定及び支給要否決定についての意見）を   

取り扱うことができる。  

（2）合議体の委員の定数   

○ 合議体を構成する委員の定数は、5人を標準として市町村長が定める  

数とする。   

○ 次の①及び②については、審査判定の質が維持されると市町村が判断  

した場合には、5人よりも少ない人数を定めることができる。ただし、  

この場合であっても、少なくとも3人を下回って定めることはできない。  

① 障害程度区分認定の更新に係る申請を対象とする場合  

② 委員の確保が著しく困難な場合   

○ 合議体についても、身体障害、知的障害、精神障害の各分野の均衡に  

配慮した構成とする。   

○ 特定分野の委員の確保が困難な場合にあたっては、当該分野の委員を  

他の分野より多く合議体に所属させることとした上で、審査会の開催に  

あたって定足数を満たすよう必要な人数が交代で出席する方式でも差し  

支えない。   

○ 審査会に設置する合議体は、一定期間中は固定した構成とすることと  

するが、いずれの合議体にも所属しない無任所の委員をおいた上で、概  

ね3月以上の間隔をおいて合議体に所属する委員を変更することは可能  

である。   

○ なお、委員は、所属しない合議体における審査判定に加わることはで  

きない。また、委員確保が特に困難な場合を除き、複数の合議体に同一  

の委員が所属することは適切ではない。  

（3）合議体の長の互選  

○ 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこ  

れを定める。   

○ 合議体の長が所属する合議体の会議に出席できないときは、当該合議  

体に所属する委員であって合議体の長があらかじめ指名するものがその  

職務を代理する。  

6 審査会の議決   

○ 審査会（合議体を置く場合は合議体を含む。以下同じ。）は、委員の過半   

数の出席がなければ、これを開き、議決することができない。  
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○ 審査会は、審査判定にあたり、できるだけ委員間の意見の調整を行い、   

合意を得るよう努める。  

○ 審査会の議事は、会長（合議体にあっては合議体の長をいう。以下同じ。）   

を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決すると   

ころによる。  

7 市町村審査会開催の準備   

○ 市町村■（事務局）は、審査会開催に先立ち、当該開催日の審査会におい   

て審査及び判定を行う審査対象者をあらかじめ決めた上で、該当する審査   

対象者について、以下の資料を作成する。   

① 認定調査結果を用いて、市町村に設置された一次判定ソフトによって  

判定（以下「一次判定」という。）された結果   

② 特記事項の写し、医師意見書の写し、概況調査票（サービス利用状況  

票）の写し   

○ これらの資料については、氏名、住所など個人を特定する情報について   

削除した上で、あらかじめ審査会委員に送付する。  

8 審査判定   

審査会は、介護給付に係る申請を行った審査対象者について、「認定調査」  

及び「特記事項」並びに「医師意見書」に記載された内容に基づき、「障害程  

度区分に関する省令（平成  年厚生労働省令第00号）」に定める区分に該  

当することについて、審査及び判定を行う。  

（1）内容の確認精査   

○ 認定調査の結果について、特記事項及び医師意見書の内容と比較検討  

し、明らかな矛盾がないか確認する。  

○ これらの内容に不整合があった場合には再調査を実施するか、必要に  

応じて医師及び認定調査員に照会した上で認定調査の結果の一部修正が  

必要と認められる場合には、調査結果の一部修正を行う。  

○ 調査結果の一部修正を行う場合には、「別紙3 認定調査結果を修正で  

きないケース」を参照する。  

○ なお、再調査後の審査判定は、原則として前回と同一の審査会におい  

て審査判定を行うこととする。  

（2）一次判定結果の変更  

○ 次に、一次判定の結果（認定調査の結果の一部を修正した場合には、  

一次判定用ソフトを用いて再度一次判定を行って得られた一次判定の結  

果（別紙2参照））を原案として、特記事項、医師意見書、B項目群、C  
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項目群（☆）の内容から、通常に比べてより長い（短い）時間の介護を  

要するかどうか判断し、一次判定の結果を変更して二次判定結果とする。  

ただし、既に一次判定で評価されているBl項目群（プロセスⅠで非該  

当となった場合は、Bl及びB2項目群（★））のみをもって重度に変更  

することはできない。  

（3）変更の場合の妥当性の検証  

一次判定の結果を変更する場合には、   

① 障害程度区分基準時間の行為の区分毎の時間   

② 区分変更の例（別紙5 ※作成中であり、現段階のもの）   

を参考に一次判定変更の妥当性を検証する。また、一次判定の結果を変更   

する場合には、「別紙4 二次判定で変更できないケース」を参照する。  

☆A項目群…障害程度区分基準時間の区分を定める項目群  

介護保険の要介護認定の認定調査項目と同じ   

B項目群＝・一次判定の新ロジックにおける区分変更に係わる項目群  

（》多動やこだわりなど精神面に関する項目田1項目）  

耶‖貢目  

9項目  

②調理や買い物ができるかどうかなどの日常生活に関する項目（82項目）   7項目  

計16項目   

C項目群‥・障害の特性を補足的に捉えるための項目群（A・B項目群以外）  

①括がまとまらない、働きかけに応じず動かないなど精神面に関する項目  8項目  

②言語以外の手段を用いた説明理解など行動障害に関する項目  2項目  

（診文字の視覚的認識使用に関する項目  1項目  

計11項目   

★プロセスⅠ非該当   

介護保険と同じ79項目（A項目群）のみによる一次判定（プロセスⅠ）の結果、非該当であった   

場合。なお、プロセスⅡは、別紙2による判定結果。  

9 審査会が付する意見   

○ さらに、特に必要がある場合と判断される場合については、訓練等給付   

等の有効な利用等に閲し留意すべき事項について意見を付することができ  

る。   

○ 審査会が必要に応じて付する意見について、特に留意すべき点は以下の  

とおりである。  

① 認定の有効期間を定める場合の留意事項  

「現在の状況がどの程度継続するか」との観点から、以下の場合に  

おいて認定の有効期間（3年間）をより短く（3ケ月以上で）設定す  

－16－   



るかどうかの検討を行う。  

・身体上または精神上の障害の程度が6カ月～1年程度の間において   

変動しやすい状態にあると考えられる場合。  

施設から在宅、在宅から施設に変わる等、置かれている環境が大き   

く変化する場合など、審査判定時の状況が変化しうる可能性があると   

考えられる場合。  

・ その他、審査会が特に必要と認める場合。  

② サービスに関して意見を付する場合の留意事項  

市町村は、訓練等給付等のサービス利用について審査会の意見が付   

された場合には、支給決定に当たって、提示されたサービスの利用に   

ついて十分留意することとする。  

10 その他審査及び判定に当たっての留意事項  

（む概況調査票等の取り扱いについて  

概況調査票（サービス利用状況票等を含む。）及び過去に用いた審査判  

定資料については、審査会が当該審査対象者の一般的な状態を把握する  

ために参照することは差し支えないが、審査判定の際の直接的な資料と  

しては用いない。（「別紙3 認定調査結果を変更できないケース」及び  

「別紙4 ニ次判定で変更できないケースを」参照）   

② 委員が審査判定に加われない場合について  

市町村は、審査判定を行う合議体に、審査対象者が入院もしくは入所し、   

又は障害福祉サービスを利用している施設等に所属する委員が含まれな  

いように、審査判定を行う合議体の調整に努める。  

審査対象者が入所等をしている施設等に所属する者が、当該合議体に委   

員として出席している場合には、当該審査対象者の審査及び判定に限って、  

当該委員は判定に加わることができない。   

③ 審査会への委員及び事務局職員以外の参加について  

審査会は、審査判定に当たって、必要に応じて、審査対象者及びその  

家族、医師、認定調査員及びその他の専門家の意見を聞くことができる。   

④ 審査会の公開について  

審査会は、第三者に対して原則非公開とする。   

⑤ 審査会での審査判定に用いた資料の公開について  

各市町村の情報公開に関する規程等に基づき判断されることとなるが、  

審査対象者本人から公開の申し出があった場合、審査会資料は公開され  

ることが望ましい。   

⑥ 記録の保存について  
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審査判定に用いた記録の保存方法等については、必要に応じて各市町   

村ごとにその取り扱いを定める。  

⑦ 国への報告について  

別途配布する報告用ソフトを用いて、別途定める事項について期日ま   

でに国に報告を行う。  

11 支給決定案に対する意見  

市町村は、当該市町村の支給基準と奉離する支給決定案を作成した場合、   

その妥当性について審査会に意見を聞くことができる。審査会は、市町村   

から意見を求められた場合は、意見を述べることとする。  
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5．障害程度区分の有効期間について  

1 障害程度区分の有効期間は、原則として3年とする。  

2 市町村審査会は、「現在の状況がどの程度継続するか」との観点から、   

○ 身体上または精神上の障害の程度が変動しやすい状態にあると考えられる場合、   

○ 施設から在宅に移るなど、置かれている環境が大きく変化する場合、   

○ その他審査会が特に必要と認める場合、   

等には、認定の有効期間を3ケ月から3年の範囲内で短縮することができる。  

3 障害程度区分の有効期間の始期は、支給決定期間の始期と同一とする。   

4 なお、平成18年10月1日前に行われる障害程度区分認定については、再認定事務の平   

準化のため、有効期間を最長3年半とする方向で検討中。  

5 また、支給決定期間については、報酬、基準等の内容を踏まえて今後提示するが、支給決   

定期間は障害程度区分の有効期間を超えないものとする。  
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6．認定調査員等に対する研修について   

市町村において、全国一律の基準に基づき、客観的かつ公平・公正に障害者給付等の事務が  

行われるよう、都道府県が中心となって、  

○ 認定調査員  

○ 審査会委員  

○ 主治医  

の研修を行う。今年度については、「障害程度区分認定調査員等研修事業」として実施。  

Ⅰ 国が行う研修   

都道府県及び指定都市が行う、「障害程度区分認定調査員等研修」、「市町村審査会委員研修」  

及び「主治医研修」の講師に対する研修を行う。  

※ 平成1 

対象者  都道府県t指定都市の障害程度区分担当者  

都道府県・指定都市における研修講師予定者等   

参加人数  各自治体3名程度   

※ 平成18年度の開催予定は今後提示。  

Ⅱ 都道府県・指定都市が行う研修  

1 研修の内容   

（1）障害程度区分認定調査員研修について  

○ 認定調査に従事する者が、障害程度区分認定における客観的かつ公平・公正な認  

定調査を実施するために必要な知識、技能を習得及び向上させることを目的とした  

研修を実施する。   

（2）市町村審査会委員研修について  

○ 審査会委員及び審査会委員に委嘱されることが予定される者に対して、障害程度  

区分認定における客観的かつ公平・公正な審査判定等を実施するために必要な知識、  

技能を習得及び向上させることを目的とした研修を実施する。   

（3）主治医研修  

○ 医師意見書を記載する（予定を含む。）医師を対象として、意見書の記載がより適  

切に行われることを目的とした研修を実施する。   

2 講師  

Ⅰの国の研修修了者等が講師となる。   

3 日程  

調査員や審査会委員として養成が必要な人数を市町村を通じて把握し、市町村と調整の   

上、研修日程を組むこと。  

※ 別添「障害程度区分認定調査員等研修事業の実施について」参照  
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Ⅲ 平成18年度以降の都道府県が行う研修について  

1平成18年度からの「障害程度区分認定調査員等研修事業」は、地域生活支援事業のう   

ち、都道府県が行う事業として位置付けらることとなる。   

2 このため、平成18年度以降、都道府県は指定都市の認定調査員等も含めて研修を実施   

する必要がある。   

3 なお、地方自治法上の事務の委託、都道府県の条例による事務処理の特例（権限委譲）   

の規定に基づき指定都市が研修を実施することは可能である。ただし、この場合も、国の   

補助金は都道府県事業分として配分されることになるので、都道府県の予算化が必要。  
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相談支援の手引きのねらい   

障害者の地域生活と就労をすすめ、自立を支援する観点から、障害者基本法の基本的理  

念にのっとり、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービ  

ス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設すること  

とし、自立支援給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの基盤整備  

のための計画作成、費用の負担等を定めるとともに、精神保健福祉等の関係法律について  

所要の改正を行うために、障害者自立支援法（：以下「法」という。）を制定しようとする  

ものです。   

法の主な改革のねらいは、以下のとおりです。  

1．障害者の福祉サービスの「一元化」l  

サービス提供主体を市町村に一元化する。障害の種類（身体障害、知的障害、精神障   

害）にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度によ   

り提供される。  

2．障害者がもっと「働ける社会」に！  

一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障   

害者が企業等で働けるよう福祉側から支援します。  

3．地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」l  

市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービ   

スが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和します。  

4．公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化・明確化」I  

支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや   

基準を透明化・明確化します。  

5．増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し、支え合う仕組みの強化！   

（1）利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」I  

障害者が福祉サービス等を利用した場合、食費等の実費負担や利用したサービス  

の量等や所得に応じた公平な利用者負担を求めるとともに、低所得者に配慮した経  

過措置を設けます。   

（2）国の「財政責任の明確化」I  

福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サー  

ビスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改めます。   

以上のように、接が障害の種類を共通の制度に一元化したことを受け、今まで分かれて  

いた障害者の相談支援体制もその一元化が必要であり、この度、法の主旨に沿った相談支  

援事業の手引きを作成することになりました。   

障害者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むために、障害者の多様な生活課題な  

どを様々な支援者や専門家が個々に把握して対応するのではなく、相談支援専門員が生活  

全体を総合的に捉え、そこで明らかになった課題の相関性や統一性などを基に、サービス  

提供事業者等のチームアプローチをとおしてケアマネジメントを展開し、総合的かつ効率  

的サービスを提供することが可能となります。   

この手引きは、ケアマネジメントを行う市町村及び相談支援事業者が、様々な社会資源  

を活用し、総合的かつ効率的課題解決を図っていく過程において、障害者自立支援法のサ  

ービスを活用する場合の支給決定の流れに沿った、簡潔でわかりやすく、新制度の理解に  

も結びつく内容にまとめたものであります。  
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このため、相談支援専門員はケアマネジメントの作成に当  

たり、必ずアセスメントを行わなければならないことになり  

ます。   

ただし、アセスメントは、利用者との関係を見極めながら、  

訪問などの機会ごとに蓄積や整理を繰り返していくものです  

ので、初めのアセスメントで完全なものを求めるものではあ  

りません。  

実際にケアプランの依頼を受け、アセスメントを実施する  

場合、相談支援専門員は、相談支援事業者の重要事項説明書  

において、事業者の内容を十分に説明し、説明した内容が了  

解されたことを証する署名や押印等をもらうこととなりま  

す。   

ウ．第3段階：「ケアプラン：サービス調整・仲介」   

アセスメントは、実際のサービスに結びつける情報収集と  

分析であり、その結果、利用者の生活の自立支援のために「ケ  

アプラン」を作ることになります。このときは、支給決定内  

容を、利用者の受給者証から確認することとなります。   

この場合、利用者のニーズに対するサービスに対して、利  

用者の指定する事業者があればよいですが、どこにどういう  

事業者があるのかわからないような場合は、事業者の条件等  

を聴取し、その条件に合う事業者情報等を提供し、その中か  
ら選んでいただくなどの権利擁護の視点から事業者等の仲介  

やサービスの調整を図ることとなります。  

ここで、情報をつかんでおくべき事業者情報は  

①重要事項説明書の内容  
②契約書の内容  

③運営規程の内容（職員配置、利用料など）  

④パンフレットを用意しておく（利用者への説明用）  

ケアプランは、相談支援専門員がキーパーソンとなって作  

成するものですが、その作成は利用者と相談支援専門員、そ  

の他の関係者（専門職やサービス提供事業者など）による協  
働作業によるものです。   

ケアプランは相談支援専門員だけのものではなく、利用者  

や家族のものであり、サービス提供事業者も共通の自立支援  

の考えに沿った協働のプランへの関わりを持たなければなら  

ないからです。  

利用者や家族にとっても相談支援専門員と共にプランを作  

ったということで満足度が高まり、プランの内容に沿って自  

律的にサービスを受けて生活していくことへの責任感も高ま  

ることになります。  

ケアプランは、個々の利用者が有する原因、状態、問題や  

意欲に即した具体的なサービス計画であり、一人の利用者の  

ために利用者や家族はもちろん、多様な専門職などが集まり、  

利用者のために、統一された共通の支援方針を合意し、樹立  

【重要事項説明書】  

【支給決定と受給者証の確認】   
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はよりよい緊張感と連携が深まることになります。   

オ．第5段階：「モニタリング」・「再アセスメント」   

モニタリングは、ケアプランが実情に即しているか、また  

自立支援を見通しながら現在をどうするかなどについて、ケ  

アプランの問題点や環境、状況の変化をどのように把握する  

かという観点から、新たな課題を明確にし、次のケアプラ  ン
 
 に結びつけていくものです。ケアプランは明確な目標と達成  

時期の設定があります。絶えず、この検証を行うことになり  

ますが、この達成の時期が到来したときは、計画された目標  

が達成されているか否かを評価し、達成されていない場合は  

その原因をケアマネジメントのプロセスにより課題分析して  

いくことになります。   

モニタリングの目標は  

（∋目標の達成度の確認   

自立支援を基にした計画が、本人や家族を含めて、サー   

ス提供事業者とともに、目標に向かって実行されている  

【モニタリングの目標】  

ビ
か
 
 
 

などを確認する。  

②サービス内容の適否の確認   

目標達成度から、サービス内容の適否を判断し、現状で進   

めていくか、別の工夫が必要であるかなどを、常に利用者   

と接しているサービス提供事業者などの意見を参考にしな   
がらアセスメントする。  

③新たな生活目標の確認   

利用者や家族に新たな課題などが明らかになってきたら、   

次の段階に進むか、別の取り組みにより改善方法を再アセ   

スメントしなければならない場合などがあり、新たな生活   

目標を確認する。   

モニタリングには、利用者の状況により次の種類が想定さ  

れます。  

①初動期モニタリング   

利用者の状況が退院や退所又はサービス利用が初めてなど   

の理由により、プランの内容が変わりやすい場合などは、  

【初動期モニタリング】  

比較的早い時期に再アセスメントを行い、ケアマネジメ  ン
 
 
催
あ
 
 
 

トのプロセスを展開する必要があります。  
この場合は、時宜に応じてサービス担当者会議な  

するなどして、自立支援の共有性をその都度図る  

開
が
 
 

を
要
 
 

ど
必
 
 ります。  

②継続的モニタリング   

ケアプランは、目標と達成時期を設定していく必要があり   

ます。利用者の自立支援と質の高いサービスを継続的に確   

保し、高めていくためには、継続的なモニタリングが不可   

欠です。比較的安定した次期における、定期的な対応で行   

われているのが現状のようです。  

モニタリングは、相談支援専門員一人で行うことはできま  

せん。利用者や家族と直接頻回に会ってサービスを提供して  

いるサービス提供者や近隣の関係者は、利用者や家族から様  

【継続的モニタリング】   
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々な相談や現実的な話を受けているかもしれません。その都 

度、相談支援専門員にはサービス提供者等から連絡や情報が 

不可欠であり、相談支援専門員は常にこのようなケアチーム 

のネットワークからモニタリング情報を得ることができるよ 

う連携を図る必要があります。  

モニタリングは、利用者に直接訪問したりして面接するこ 

とになりますので、不正請求の防止や管理にもつながります。 

九第6段階‥「終結」  

利用者がケアプランによるサービスを必要としなくなるこ 

とによって終結します。この判断は、制度を利用している場 

合は、その制度の対象者から外れた場合が考えられます。し 
かし、この場合であっても、利用者に対する支援が終わった 

ことで相談支援専門員の対象者でなくなったということでは 

なく、地域における個人として、ケースワークの継続的関わ 

りは続きます。利用者や家族及び地域がもつ「強さ」や他の 

専門職との連携を図っておき、新たなサービス開発や資源開 

拓を進める基礎を築いておくことが重要です。  

土会資源の改善・開  

利用者が住み慣れた地域で自立した生活を継続するには、！【インフォーマルサービス】  
相談支援専門員が身近な地域に存在する社会資源を使った 

り、構築する方がむしろ大きい役割としてあります。  

地域には近隣などの様々な協力者や新たな協力を作り出し 

てくれる機関があります。相談支援専門員は、全てを－人で 

全ての社会資源活用や構築を行うことはできませんが、様々 

な社会資源を担ってくれる関係機関や団体・個人がいますの！→社会福祉協議会、シルバー人材  

で、そういう方々に機能していただくためにも、地域の情報！センター、NPO、登録ボラン  
を多く持つことができるネットワークがあれば、ケアマネジ！ティア、近隣など  
メントの参考になります。《インフォーマルサービス》  

社会資源におけるインフォーマルサービスを組み入れなが！  

ら、更に、ケアマネジメントにおける相談支援専門員の重要！  
な役割は、制度（フォーマルサービス）を十分に理解し、縦！【フォーマルサービス】  
横無尽に使いこなせることが上げられます。しかし、制度を！  
利用する場合、利用者負担が発生するなど、利用者が面倒な！→利用者負担を考慮する。  
手続きをしなければならないことがあり、制度管理の知識と！  
併せて様式を準備しておくことにより、申請代行などの便宜！  
を供与できる役割もそなえていることから、制度上のネット！  
ワークシステムが社会資源としてあります。《フォーマルサ！  
－ビス》  

！  

ケアマネジメントの過程では、社会資源を把握している社！【社会資源の開発】  

会資源調査票や社会資源分類票などで整理しているものを活！  

用すると、利用者のニーズに対応しやすいようです。  

また、社会資源調査票等は、サービス提供事業者の概略が！  
記載されていると便利です。  

－13－   



さらに、ケアマネジメントの段階において、次のよ  

美的問題が生じる場合があります。  

①地域に社会資源が十分ない。  

②既存の社会資源が利用者のニーズに合っていない。  

③こういう社会資源があればよい。  

うな現   

このような問題が生じた場合  

①現状の実態や分析をとおした資料の作成  

②他の地域の社会資源の状況  

③利用者のニーズ調査と既存の社会資源の現状  

④相談支援専門員がケアマネジメントに取り入れたい社会   

源  

資   

上記の運動を相談支援専門員同士や当事者団体との連携を  

とおして、当事者の代わりに発言するなど（アドポカシー）、  

様々な機関や団体等と連携をと  
っておくことが、問題意識の共  

有化につながります。   市町村独自の制度や法の改正及び新たな社会資源の  

けて声を上げていくことにより、社会資源の開発に  

向けていくことが重要な仕事です。  

向
を
 
 

に
点
 
 

望
視
 
 

要
も
 
 

第2節 ケアマネジメント過程における倫理と基本姿勢  

ケアマネジメント過程における倫   

相談支援専門員の役割には、利用者の権利としての自  

定・自己実現（empowerment）を支える中立的介入・  
（provid）と代弁（advocate）が基礎となります。  

相談支援専門員は、ケアマネジメント過程において、  

者が自立した日常生活が送れる支援をするために、様々  

会資源や保健・医療・福祉サービスの調整を図ります。  

そのときに、相談支援専門員は、本来の専門職として  

礎資格や職種があり、その上で制度上の相談支援専門員  

ての位置づけがあります。従って、それぞれの専門職と  

の倫理綱領などを遵守して行っていると思いますが、ど  

決
介
 
 

己
仲
 
 

用
社
 
利
な
 
 

基
し
て
専
 
 

の
と
し
 
の
 
 門職においても共通して認識してい るのは、「利用者の権利  

擁護」という倫理と基本姿勢です。  

ケアマネジメント過程における基本倫理とは、概ね次のも  

のが上げられます。  

①利用者の主体性の尊重（利用者主権）   

利用者が自分の生活をどのようにしたいのか、どういうこ  

とをしたいのか、将来の意思表示をするのは利用者本人であ  

り、その実現のために努力するのは利用者本人であることを  

前提にしたケアマネジメントの基礎となっています。  

利用者の主体性の尊重は、「自己決定の原則」として、ケ  

アマネジメントの過程に具体的に現れてくるものであり、利  

用者と相談支援専門員、サービス提供事業者の対等性を意味  

－14一  
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権利が脅かされないように、判断しなくてもよい  

る方法をとってきました。  

げ
 
 

逃
 
 

面
 
 

場
 
 
 これからの「権利」に対する考え方は、「判断」を補う  

めの支援をどうするかという背景が求められています。  

た
 
 
 

例えば、「本人が一人暮らしで、無理だから施設に入所さ  

せたい」という考え方から、「本人が→人で暮らすためには、  

どういう社会資源やサムビスを調整することにより自立した  
生活が営めるか」という自立支援の立場で考えて、ケアマネ  

ジメントしていくという「権利擁護」の思想性が重要です。  

利用者が自立した日常生活を送るために、自立を補足する  

のに必要とされるサービスなどを活用していくということの  

上に「権利擁護」は成り立っています。   

そのために、「契約」をして、自分の自立  

者と約束していくものです。  
係 関 を 括 生 た し   

「契約」は「約束」という性格をもつもので、利用者は相  

談支援専門員やサービス提供事業者等と約束したけれども、  
【契約は約束です。】  

「自分も約束を果たしていきます。」という意味合いのあ  

契約です。  

る
 
 
 

つまり、自立に向かって相手も自分も約束を果たす義務を  

負う（契約当事者）というのです。   
【契約当事者】   

相談支援専門員は、ケアマネジメント過程において、利  

者の全ての生活権をトータルマネジメントすることになり  

すが、時として「私が全てをやってやるなければ」という  

ターナリズム（保護主義）に陥る危険性があります。  

用
ま
パ
 
 
 

相談支援専門員は常に、「自分が利用者の立場であったら、  

どういう生活をしたいか」というアセスメント視点を自問自  

答し、利用者の権利擁護の視点を確認するという姿勢が必要  

です。  



第2章 相 談 支 援 の 流 れ   

この章においては、市町村事務と相談支援事業者（相談支援専門員）との手続きや取り組み内  
容が混在した構成となりますので、下記にように記号で区別します。  

第1節 受付相談  

付相談の意義と目  

侮盲秦‾  

‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾－‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
‘ヽ  

l  

l ：17 この法律において「相談支援」とは、次に掲げる便宜の供与のすべてを行うことをい：  
：い、「相談支援事業」とは、相談支援を行う事業をいう。  

一  地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障；  
：  害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこ；  

れらの者と市町村及び第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等との連；  

： 絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を総合的に供与すること。  

第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者又は障害児の保：  

護者（以下「支給決定障害者等」という。）が障害福祉サービスを適切に利用すること：  
ができるよう、当該支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定に係る障害者等の：  

心身の状況、その置かれている環境、御削こ関する意向その他の事：  

；  情を勘案し、利用する障害福祉サービスの種類及び内容、これを担当する者その他の厚…  
： 生労働省令で定める事項を定めた計画（以下この号において「サービス利用計画」とい：  

う。）を作成するとともに、当該サービス利用計画に基づく障害福祉サービスの提供が；  
： 確保されるよう、第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等その他の者：  

l し…よ聖準軽率撃竺竺哩聖埋草を供与す争エとご ＿＿＿‖‥＿＿   
l
＼
－
1
、
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）
 
 
 
）
 
 

▲
予
 
 

一
心
 
 

留意点・その他  

相談支援専門員は、相談に見えた方（以下「相談者」  

う。）とのこれからの関係を視野に入れると、最初の受  
い
 
の
 
 

と
付
 
 場面には特別の意味があり、ケアマネジメントに結びつける  

ためにも、重要な場面です。  

相談者と相談支援専門員が最初に出会うのが、受付相談で  【インテーク】  

す。  

相談者が何で相談に来たのか、話しやすい雰囲気をつくる  

工夫が重要なポイントになります。そのポイントとは、  

①信頼関係を築く。   【信頼関係】   

相談者の言うことを、ありのままに受け入れることから  

始まります。何事も決めつけて接することは禁物です。相  

談者は自ら生活上の問題や困難を抱え、不安を抱いて来ま  

すので、安心して話ができる雰囲気をつくる努力  

す。それが信頼関係に結びつけば、ケアマネジメ  

り有効的に発揮できます。  

で 切 大 が  

よ は ト ン  
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希望に向けてケアマネジメントを展開していきます。  そ
を
 
 

の
示
ま
 
 
後
ま
 
 
 

勢
 
 

姿
 
 

本
 
 

基
 
 
 

過程では、利用者自身の意志を尊重していく  

し、自己決定が自立支援の原則であることの認識を促し   

す。  

自己決定に対して、相談支援専門員は側面から専門   

押しをするという位置づけを明確にしておく必要があ   

す。  

⑨守秘義務を告げる。  

的
り
 
 

【7．秘密保持の原則】  

極めてプライベイトな相談になるため、生活上の困難や  

問題を安心して話ができるよう、相談の内容について、秘  

密は厳守するという原則をきちんと話すことが大切です。  

付相談の内容と方棄   

以上のような面接場面における相談支援専門員の態度を説  

明しましたが、面接場面で最も多い家庭訪問の形態をとった  

場合の相談について触れてみます。   

（1）受付相談に至るプロセス  

相談に至るプロセスは、様々な例が考えられます。代表的  
な受付相談の想定例を紹介します。   

①障害者本人からの受付相談の場合  

・相談者は、法やその他制度等（資源）をよく知っている  

わけではありません。相談支援専門員は当たり前のこと  

として使用する言葉でも、相談者にとっては耳慣れない、  

初めて耳にする言葉が多くあります。   

・相談支援専門員は、専門用語の使用を避け、わかりやす  
く説明することを心がける必要があります。   

②家族などの関係者からの受付相談の場合  

・①と同様に、制度や専門用語に精通していないので、丁  
寧な説明を行う姿勢が必要です。  

・家族などの相談や訴えは、障害者のニーズと一致してい  

るとは限らないので、家族等の相談を受け入れるととも  

に、後で本人と面談する了解を家族から得ることが必要  

です。  

・ケアマネジメントにおいては、障害者のみならず、相談  

過程においては家族を含めて捉える必要があります。   

③関係機関からの受付相談  

・関係機関は、市町村の障害者担当や他の相談支援事業者  

又は医療機関である場合があります。  

・相談支援専門員は、障害者と接触する前に、関係機関に  

情報の提供を求め、本人について情報収集しておくこと  
が必要です。  

・この場合、個人情報管理に十分配慮し、関係機関は障害  

者又は家族から情報提供の承諾を得ておく必要がありま  

相談者は一度の説明では、必ず  

しも理解したとは限りません。  

大切なことは何度も繰り返し、  
丁寧に説明することが必要です。  

非言語的コミュニケーションも  
相談者の感情面を汲み取れます。  

障害者とどういう関係であるか  

を確認する。  
障害者本人のニーズで相談に来  

たのか。  

なぜ、依頼をすることになった  
のか、その背景について確認し  

ておくことが重要です。   

－22一  



す。   

④電話による受付相談  

1）障害本人から直接電話で相談があった場合は、家庭訪問  

して詳しい話しを聞くことを前提に、あまり長い電話に  

ならないようにすることが望ましい。（家庭訪問の了解  

が得られない場合は、決して無理な方法はとらないよう  

にし、電話等で関係をつないでいくことになります。）  

2）家族など関係者から電話で相談があった場合は、電話の  

相手が障害者本人とどういう関係であるかを確認した上  

で、家庭訪問して、障害者と直接面接することについて  

の了解を得ることが大切です。  

3）関係機関からの電話による相談があった場合は、家庭訪  

問する前に、詳しい利用者の内容を引き継ぎたい旨を伝  

えることが大切です。  

【本人からの電話相談】  

家庭訪問の了解が得られること  

が前提。障害者の生活している  
住居等の環境をベースに相談を  

受けることが大切。   

【家族等からの電話相談】  

電話の相手が、障害者とどうい   

う関係であるかが重要。  

家庭訪問の了解を得る。   

【関係機関からの電話相談】  

専門職同士の情報交換は、よい  

刺激になる。情報の捉え方や整  

理の仕方、客観性などが参考に  

なる。   

【スクリーニング】  （2）スクリーニング  

ケアマネジメントを必要とする対象者であるかどうかを判  

断する段階です。  

ケアマネジメントの対象者は、複数の多様な生活課題（ニ  

ーズ）を抱えた人です。   

複数の社会的ニーズを抱えた人であっても、緊急に入院治  

療が必要な人や深刻な虐待状況にある人は、先ずは、入院  

や緊急的対応を考える必要があります。   

この段階で重要なことは、インテークで把握した情報から、  

自分の相談支援事業者で対応できるか否かを判断すること  

です。もし、対応が困難であると判断した場合は、十分な  

説明を行い、了解が得られた上で、適切な機関を紹介する  

手続きをとる必要があります。   

《対応の可能性を判断する事例）  

1）医療の緊急性が高い。  

2）虐待等専門の機関での緊急的対応が高い。  

3）精神障害者で、医療的アプローチが比較的高い。  

4）他の制度（介護保険、教育、就業）の対象者である。   

など   

（3）記録の重要性  

受付相談を行った暗から、記録が始まります。記録するこ  

とから相談者のイメージが湧き、本人像が絞り込まれてく  

るものです。  

【ケアマネジメントの対象者】  

【ケアマネジメントの非対象者】   

【関係機関との連携】  

【対応可能な範囲の判断】  

対象者の課題・問題の内容性を  

得意とする機関との調整  
対象者に相談支援を別の機関に  

調整することを、理由付けして  

了解をいただき、お願いした機  

関の相談支援専門員と同行訪問  

して引き継ぐ。  

【記録と契約主義の関係】  

サマリーにして記録する。  

障害者の全体像が整理された台  

帳を用意しておく。  

苦情や事故に対してどういう対  

応をとったのかを記録しておく。  

記録は、事業者の管理者に定期   

機
 
 

係
 
 

関
 
や
 
料
 
 

資
 
討
 
 

検
 
 

る
 
 

ナ
 
 

記録は、ケアマネジメント過程  

関等との担当者会議など、様々な場面における資料として  

活用されますし、苦情や事故などにより第三者機関から資  

料提出を求められたときの重要な証拠ともなります。  

ー23－  



・記録は、パソコンにソフトとして入っているものが多くな   

ってきますが、記録を容易に変更できたり、表現を変える   

ことができるので、できればインクやボールペンで書いた   

り、プリントアウトしたものに責任者が押印するなどの方   
策を講じておくことが良いでしょう。（訂正は見え消しと   

することが望ましい。）   

（4）障害福祉サービスの説明  

相談の過程において、障害者はほとんどサービスに関する  

情報は持ち合わせていないのが普通です。相談支援専門員は、  

社会資源一覧表のような資料を準備しておき、障害者が大ま  

かなサービス体系を理解できるようにすることが望ましいと  

思われます。  

わりが、事故や苦情解決及び事  

業者の質の向上に役立ちます。  

社会資源一覧には、自分の目で  

見た客観的な評価をしておくと  

良い。   

公平・中立は相談支援専門員の  

モラル  

苦情対応は常に念頭に置く。   



第2節 支給決定プロセス（相談支援の流れに沿って）  

ここでは、介護給付の申請を受けた場合の流れに沿って説明します。  

（1）申請は、次の場合が想定されます。   

本人又は家族等が市町村窓口に来る場合  

・申請書の内容を確認する。  

・医師意見書作成の医師がいるかを確認する。  

（通院又は投薬を受けている医療機関を確認する。）  

・サービス利用計画を作成するに当たり、障害程度区分認  

定調査票、概況調査票及び医師意見書等を委託相談支援  

事業者、サービス提供事業者等に資料として提示するこ  

とに同意するかの確認をします。   

（2）申請書を受理した場合、市町村は次の手順で事務処理  

をします。  

①認定調査を行う（事業）者を選定し、又は調査を依頼する。  

②医師意見書を医師（医療機関）に依頼する。  

◆
 
 

◆
・
 
 
介護給付か訓練等給付かの確認  

をする。  

介護保険優先者の確認をする。  

主治医がいない場合は、市町村  

が協力医としてお願いしている  

医療機関を紹介する。  

提出期限を付ける。  

＋ ■ － － 】 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ■ － 」 ＋ － ＋ ＋ ＋ ＋ － 】 ＋ ＋ ＋  
「
．
 
 

「て商議ラ‾  

l 第20条 支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、厚生労働省令で定める：   
ところにより、市町村に申請をしなければならない。  

書2 市町村は、前項の申請があったときは、次条第一項及び第二十二条第一項の規定により：  
障害程度区分の確定及び同項に規定する支給要否決定を行うため、厚生労働省令で定める： l  

ところにより、当該職員をして、湘削こ面接をき：  
せ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める草響子つし二て甲≡  

套をさせをものとする。この場合において、市町村は、当該調査を第三十二条第‾項に秋  
定する指定相談支援事業者その他の厚生労働省令で定める者（以下この条において「指定；  

ことができる。  相談支援事業者等」  という。）に委託する   

：3 前項後段の規定により委託を受け美指定相談支援事業者は、聯；  
関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生労働省令で定める者に当該委託に係る：  l  

l  

l  

し＿   
ものとする。  

＋  －  ∵   ＋   ＋   ＋   ■   「  －   ＋   ＋   ＋   ∵   l   ＋   ∵   ＋   ＋   ＋   ＋   ＋  －   ＋   ∵   ＋  

ノ
 
 

※認定調査の手順  

①市町村職員が認定調査を行う場合  

・申請を受理した後、速やかに誰が調査員になるかを  

し、調査目時を調整します。   

②委託相談支援事業者に認定調査を委託する場合  

・委託相談支援事業者に認定調査依頼します。  

定 決  

市町村は委託契約書を締結して  

いること。「認定調査員研修」  

修了書を添付。  

依頼を受けた委託相談支援事業者は、申請者に電話等で   

連絡し、 訪問する調査員名を告げ、調査日時を調整しま  

す。   

※認定調査員の要件   

認定調査員は、都道府県が行う「認定調査員研修」を終了  

し、修了書の交付を受けている者です。  

【認定調査員の要件】   

－25－  



※罰則   

認定調査員は、過去にその職にあった者も含め、認定調査  

に関連して知り得た個人の秘密に関して守秘義務がありま  

す。これに違反した場合は、公務員に課せられる罰則が適用  

されます。   

（3）緊急やむを得ないサービスの利用の場合  

＿
・
 
 

◆
 
 

守秘義務の遵守  

委託相談支援事業者の調査員は  

公務員に課せられる罰則が適用  

【特例介護給付費】  申請から支給決定されるまでの間に、緊急やむを得ない理  

由によりサービスを必要な場合は、特例介護給付費又は特例  

訓練等給付費の支給申請を勧奨します。  

■ ∵ ＋ ＋ 】 － ＋ ＋ 【 ＋ ＋ ■ 」 ＋ － － ＋ 「 ＋ ＋ ＋ ＋ － － 【 ■ － ＋  
「
．
 
 

rて海南芥護短再衰支迂痔両所痍宮森打者）‾………‾‾‾‾‾ l  

；第30条 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令：  
で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第二号に規定する基準該当障害：  
福祉サービス（支給量の範囲内のものに限る。）に要した費用（特定費用を除く。）を；つ；  
いて、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給することができる。  

l － 支給決定障害者等が、第二十条第一項の申請をした目から当該支給決定の効力が＝生じ：   
た目の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を：  

‡  受けたとき。  

支給決定障害者等が、指定障害福祉サービス等以外の障害福祉サービス（次に掲げる：  

事業所又は施設により行われるものに限る。以下「基準該当障害福祉サービス」という。）：  
l  

＿…＿＿＿＿＿＿＿＿‖‥＿‖‖＿＿ノ  l し＿＿車重！てたとき！＿＿＿＿＿…＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‖＿‖＿………  

1‾‖‾－‖ ＼   

◆  害程度区分認定調査・概況調  

【認定調査】  

どういうところに着目して調査  

するのか、マニュアルを参照す  

る。  

（1）障害程度区分認定調査  

★認定調査は、障害程度区分を判定するために、三障害共通   

の調査項目について調査を行うものであります。   

ここでは、市町村の担当者や指定相談事業者の認定調査員   

は、障害程度区分を判定するための認定調査を行うわけで   

すが、実務上は、このとき同時にサービス利用意向聴取が   

行われることもあります。  

熟
の
 
 

を
査
 
 

ル
調
 
 

認定調査は、精度の高い調査になるよう、マニュ  ア
 
 読し、どういうことに着目した調査項目であるか、  

要領をつかみ、調査イメージを作ることが重要です。  

チェック内容を説明する必要がある場合は、必ず「特記事  

項」に補足記載することが、障害程度区分認定の精度を高  

めることを認識して調査に望むことが重要です。  

認定調査は、市町村が示した調査提出期限内に市町村に届  

けます。  

【特記事項】  

・程度区分認定の精度を高める重   

要な補足効果。  

・認定結果通知、支給決定通知に   

遅れをきたさないよう、速やか   

な調査をお願いします。   

t【概況調査】  

・認定調査対象者の課題や問題、   

暮らしにくさ、現在しているこ   

とや希望などが見えてくるもの   

に整理されていることが望まし   

い。  

・申請書の「同意」について不明   

な方の意思の再確認。   

（2）概況調査  

・概況調査は、認定調査にあわせて、本人及び家族等の状況   

や、現在のサービス内容や家族からの介護状況が詳しく記   

載されていることがポイントです。特に、日中活動関連、   

介護者関連、居住関連は詳細に記載されていることが重要   

です。  

※概況調査をサービス利用計画作成に利用することについて   

申請書の段階で「同意」されているか否かを確認します。  

－26－  
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◆  ■■ 給決定と支給決定通知         き     市町村は、支給決定を行い、その内容を申請者に通知しま！【支給決定通知と障害福祉サービ  
す。  Iス受給者証の交付】  

√1芥護施行衰毎あ麦恋東新‾………‾‾‾…‾－‾‾‾‾…‾J‾－…‾‖‾‾…－‾‖‾叩‾‾‾‾… 

；第18条 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付；  

費（以下「後給付費等」という。）の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は∴  

市町村の介護給付費等を支倫する旨の決定（以下「支給決定」という。）を受けなければ；  
ならない。  

；2 支給決定は、障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、；  
障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害：  

l、 
1  

ー 
ー… 

………－－－－…－－－… 」  

ト申請者のニーズを踏まえ、必要  
市町村は、支給決定を「否」とする場合、決定に至った理！に応じて、市町村地域生活支援  

由などについて説明することが望ましいと思われます。 ！事業やその他の社会資源の活用  

！・調整を図ることも含めた説明  

！を行うことが適当です。  
－  

「て支森重奏庚哀毎夕叩……‾‾‾‾………‥叩‾‾‾…‾J‾……‾‾…‖…‾‾‾…‖‾‾‾‾ 

；第22条 市町李寸は、第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害程度区分、当該障害者等：  

の介護を行う者の状況、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス：  

の利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して介護給付費等の支給の；  

要否の決定（以下この条及び第二十七条において「支給要否決定」という。）皇缶j＿もの：  
I  

とする。  

：2 市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、厚生労働省令で：  

定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第九条第六項に規定する身体障；  
害者更生相談所（第七十四条及び第七十六条第三項において「身体障害者更生相談所」と：  

いう。）、知的障害者福祉法第九条第五項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及；  
び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター若しくは児：  

童相談所（以下「身体障害者更生相談所等」と総称する。）その他厚生労働省令で定める！  
機関の意見を聴くことができる。  

3 市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の厚生労働省令で定める機関は、同項；  
の意見を述べるに当たって必要があると認めたときは、当該支給要否決定に係る障害者等∴  

ー－－ 
ーー 

Il   し－そ聖奉準ユ医師そ警世竺翠俸草埠旦墜≦；とガヱきゴ……－－－－－－－…＝…－－－－」  

＼                                     l  

＼    ・支給決定通知には、不服申立てに関する教示をしなければ！  
なりません。不服申立て先は都道府県知事ですが、第一義！【不服申立ては市町村が第一義的  
的には支給決定した市町村が対応します。（説明責任）！に行うこととなっている】  

不服申し立てに対する説明資料として、支給決定案作成会！【支給決定の根拠資料】  

議等の支給決定の根拠となった資料は備えておくこととな！  

ります。  ！  

■ －ビス利用計画作成費の申請  
！◆  

l ＼  

・支給決定通知を受理した申請者のうち、以下の対象者要件！  

に該当する方は、市町村に「サービス利用計画作成費」のl ＼  

申請を行います。  
！  

①長期間の入所・入院から地域生活へ移行使用とする者。！  
②家族や周囲からの支援が得られず、孤立しており、具体！  

－30－   
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l  

ヽ      ※サービス利用計画原案の内容についての専門的見地から 卜利用者の側に立ったサービスプ ＼  

の、意見を求め、調整を図ることになりますので、原案はlランをつくるための環境づくり。 ＼  

サービス担当者等にFAXなどであらかじめ見てもらってl ＼  

意見を聴いておいたほうがよいでしょう。  l  

虜 サービス担当者会 

サービス担当者会議の前段階で、利用者との間で目標とサト利用者との間で事前合意されて  

－ビス内容（サービス利用計画案）についての合意が形成さ！いることが前提  

れていることが前提です。  ！  

この合意された目標とサービス内容を、利用者が生活する巨利用者の生活する場で行うのが  

居宅等において、利用者、家族、実際にサービスの提供を行！基本  

うサービス担当者又は地域で支えとなるボランティア等との！  

間で共有します。  

t  

※サービス担当者会議は、  ＼                ！  

①サービス担当者の視点からは、それぞれの専門的立場から！※サービス担当者会議が開催でき  

意見を述べ、原案を更によいものにする機会です。  ！ない場合は、サービス担当者へ  

②利用者の視点からは、原案に対して実際にサービスを提供！はFAXや電話等で説明や意見  
してくれる事業者との間で確認ができる、共有の機会です。！交換を行うことでもよいが、記  

③相談支援専門員の視点からは、利用者と実際にサービスを！録にはその内容を記載しておく  
提供しているサービス担当者から、現実的な情報が得られ！ことが望ましい。  

る機会である。  

以上のことから、サービス担当者会議は、サ「ビス利用に 

おける説明と同意（インフォームド・コンセント）のための 

仕掛けという位置づけとして活用できます。  

※サービス担当者会議の開催のタイミング  

・常に利用者の解決すべき課題に即して開催されるべきで！  

す。  

①当初の課題分析を実施しサービス利用計画の原案を作成す！  

る段階  ！  

②サービス開始直後の初期モニタリング（ニーズとサービスl ヽ  

のマッチングの観察、サービス導入によるニーズの変化のトサービス事業者の評価にも応用  

観察、サービス間の適切な連携の観察）の段階  ！できる。  
③継続モニタリング（ニーズとサービスの継続的な把握と 

析）の段階  

★相談支援専門員やサービス担当者又は地域のボランティア！  

義務の遵守  等は、サービス担当者会議におけるアセスメントやサービ！守秘  
ス提供をとおして利用者世帯の個人的な情報を知り得るこ！  

とになりますが、業務上知り得た利用者世帯の情報を正当 

な理由なく漏らすことがあってはなりません。  

サービス担当者会議等において利用者世帯の個人情報を 

用いる場合も、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文 

書でいただいておくことが必要です。  

圃 サービス利用計画作成 

サ山ビス利用計画作成費の対象者には、毎月サーービス 

＿33－   



計画費が給付される。  

・サービス利用計画費は、次の内容が実施されていることを   

前提とし、どれか一つでも行われない場合は減算されます。  
①アセスメントが行われていない。  
②サービス担当者会議が行われていない。  

③モニタリングが毎月行われていない。  

－
1
1
＼
－
t
、
＼
－
t
、
＼
－
、
＼
－
、
＼
－
、
＼
－
、
ユ
 
 

■ ＋   

毎月、市町村にアセスメント票、  
サービス担当者会議の記録、モ  

ニタリングの実施状況等を添付  

して請求する。  

rて車二盲三和痛言福衰 l  作成費の支給）  

＋ ＋ ＋ ∵ ＋ － ＋ ＋ － 【 【 ■ ■ 」 【 【 － ■ ＋ 【 ＋  

「
．
 
 

：第3・2条 市町村は、支給決定障害者等であって、厚生労働省令で定める数以上の種類の障；  
害福祉サー  ビス（施設入所支援を除く。）を利用する  ものその他厚生労働省令で定めるも：  

卿、要と認めたもの（以下この条において「計画作成対象障害者等」とい‡  
う。）が、都道府県知事が指定する相談支援事業を行う者（以下「指定相談支援事業者」：  

l という。）から当該指定に係る相談支援（第五条第十七項第二号に掲げる便宜の供与に限：  
る。以下「指定相談支援」という。）を受けたときは、当該計画作成対象障害者等に対し、：  

当該指定相談支援に要した費用について、サービス利用計画作成費を支給する。   

：2 サービス利用計画作成費の額は、指定相談支援に通常要する費用につき、厚生労働大臣：  

l が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定相談支援に要した費用の額：  

を超えるときは、当該現に指定相談支援に要した費用の額）とする。  
l ：3 計画作成対象障害者等が指定相談支援事業者から指定相談支援を受けたときは、市町和  

は、当該計画作成対象障害者等が当該指定相談支援事業者に支払うべき当該指定相談支援：  
に要した費用について、サービス利用計画作成費として当該計画作成対象障害者等に対し‡  

支給すべき額の限度において、当該計画作成対象障害者等に代わり、当該指定相談支援事：  

業者に支払うことができる。  

：4 前項の規定による支払いがあったときは、計画作成対象ド  
画作成費の支給があったものとみなす。  

：5 市町村は、指定相談支援事業者からサービス利用計画作成  
1  

1  

1  

I  

l  

I  

し  

二項の厚生労働大臣が定める基準及び第四十五条第二項の厚  

支援の事業の運営に関する基準（指定相談支援の取り扱いに  する部分に限る。）に照ら：  
l  

して審査の上、支払うものとする。   
＿」   

本来は、市町村から一旦利用者にサービス利用計画費が給  

付され、利用者はサービス利用計画を作成した指定相談支援  

事業者にサービス利用計画費を支払うわけですが、利用者に  

一時的な費用負担を発生させないよう、市町村は直接サービ  

ス利用計画を作成した指定相談事業者の請求に対してサービ  

ス利用計画費を代理受領することができることにしていま  

す。  

領 受 理 代 ※  

q■  り用者負担の上限額管   

複数のサービス事業者からサービスを受け、利用者負担の  

上限額を超えるサービス利用者については、利用者負担額の  

管理を行います。   

月末段階でサービスの利用実績を各サービス事業者より把  

握し、利用者負担額を確定して事業者、利用者、市町村に連  

絡します。  

鶴F  モニタリ   

モニタリングは、利用者の自立支援状況の確認と利用者の  

生活実態とサービスがマッチしているかどうかをチェックす  

るために行われるものです。  
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モニタリングには、多く行うことに超したことはありませl  

＼      んが、少なくとも次のモニタリングは利用者の状況に応じて－  
必要と思います。  

＼                          卜初期モニタリング                                                                                                                              ＼  

l  

①初期モニタリング  
＼                         ー  

＼        当初のサービス導入直後の段階から開始され、どのようl  
なサービスにより、どのような変化が利用者とその周辺にl ＼  

起きているかを観察する。  卜継続モニタリング  

②継続モニタリング  

利用者の実態とサービスがマッチしているかどうかの継 

続的な把握やチェックは、実際にはサービスの実行と同時 

並行で行われます。質の高いサービスを確保し続けるため 

に、また、サービスの質をますます高めていくためにも、l  
継続的なモニタリングは不可欠です。  

ヽ                l  

＼       これは、毎月末に行われるモニタリングも含まれます。 卜目標達成時期に向けたモニタリ  
ヽ                                      l ング  

③目標の達成時期に向けたモニタリング  

目標達成時期の到来が近づいてきた場合、計画された目 

標が達成されているか、達成されていない場合は、その原 

困は何かなどについてチェックして、計画の変更等をして 

いく必要がありますし、サービス利用計画作成費の期間変 

更の協議を行う必要が生じてきます。  

★モニタリングの実施には、利用者の居宅を訪問することに 

より、サービス提供事業者の適正なサービスが行われてい 

るかを確認する意味も含まれています。  

一区：：遡  ！★  

サービス利用計画の達成時期に、安定的な生活の確保が確卜地域自立支援運営協議会やサー  
認された場合、サービス利用計画の終結となります。  ！ビス担当者会議での協議  

終結後は、継続的な相談支援を展開していくこととなりま！  
すが、相談支援の密度は、利用者の状況により相談支援専門！  
員が判断していくことになります。  

l  

ヽ     相談支援事業者の地域における対象者の実態の把握は、本卜対象者の実態把握とケース記録  
来的な業務であり、この相談支援事業が、サービス利用計画！の整備  

対象者の貴重な資料に結びつくことになります。  
l  

ヽ                                     l  

ヽ                                     l  

＼                                     l  

＼                                     l  

＼                                     l  

＼                                      l  

！  



第3章 市 町 村 等 の 責 務  

第1節 市町村等の責務  

障害者自立支援法は、「障害者の自立支援」の目的を達成するために、国、都道府県及び市町  

村の責務を規定しました。  

国の責  

「…て満面桓専あ衰廃す‾‾…‾…………‾……‾－…‾…‾…‖‖‾……‾…‾…‾… 

凍2条 省 略  
：3 国は、市町村及び都道府県が行う自立支援給付、地域生活支援事業その他この法律に基：  

づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県に対する必要な助言、情報；  
し一里琴興そ竺些空襲担雛な旦姓壁を巨恥……－－ 

1－－－－ 

…－……－－－…－…－－＝  

＼ 自立支援給付費を義務的経費とする責務を明確にし、その！【国の費用負担の責任を強化】  
他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、！  
安定的な財源の確保を図ります。  ！  

定期的な事業報告を基に、障害福祉サービスの状況を的確！【データの蓄積と分析】  
に把握し、情報の集積を行います。  
相談支援事業が中立・公平かつ円滑に運営されるよう、質！【ケアマネジメントの適正化と相  

の高い人材の養成のための研修を開催する。  ！談支援専門員の育成】  

就労支援を抜本的に強化します。  ！【雇用施策との連携強化】  

民の責  

「‾‾て面責あ衰瘍テ‾‾‾‖…‾●…‾‾………………‾■‾…‾‾…………‾‖……‾‾‾ 

凍3条 すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等がその有する能力及び適：  
：正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう：  

l し努や孝旦て匹昼をらな七三…………‖…＿…＿…＿＿…＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿…＿…＿＿＿＿＿‖…＿  

道府県の責  

√…て南面行毎あ衰瘍J…‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾……‾…‾‾‾‾‾…‾………‾‾‾血；……‾ 

：第2条 省 略  
：2 都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。  

l 一 市町村が行う自立支援給付及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市：  
： 町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。  

二 市町村と連携を図りつつ、必要な自立支援医療費の支給及び地域生活支援事業を総合；  
： 的に行うこと。  

I 障害者等に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行：  

うこと。  

四 市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うとともに、市町村；  
： が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われるよう、市町：  

． 
． 
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【都道府県の費用負担の責任を強  

化】   

【データの蓄積と分析】  

義務的経費として、1／4の義務的経費の責務を明確にし、  

その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよ  

う、安定的な財源の確保を図ります。  

市町村から定期的な事業報告を集計し、国に報告すること  

により、障害福祉サービスの状況を的確に把握し、情報の  

集積を行います。  

相談支援事業が中立・公平かつ円滑に運営されるよう、質  【ケアマネジメントの適正化と相  

談支援専門員の育成】   

【雇用施策との連携強化】  

【専門的な知識及び技術を必要と  

するもの】   

【市町村への必要な援助と指導・  

助言】  

の高い人材の養成のための市町村職員や  の
 
 

員
 
 

R
「
一
 
 

P
 
専
 
 

援
 
支
 
 

談
 
 

目
 
 

上
1
 
 

研修を開催する。  

就労支援を抜本的に強化します。  

広域かつ専門的分野の支援や相談支援に関する基盤整備な  

ど、市町村では十分に確保ができない事業等の支援を行い  

ます。  

・障害者等の権利擁護についての市町村への必要な援助と  

助言・情報の提供を行います。  

「1扇面桓垂直泰衡…‾－…‾‾………‾‖…‾…‾………‾…‾‾‾……‾…‾‾… 

：第2条 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務  

：を有する。  

‡一 障害者自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児（以下「障害者等」と；  
： いう。）がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むこと：  

；ができるよう、当該市町村の区域における障害者等の生活の実態を把握した上で、公共；  
： 職業安定所その他の職業リハビリテ ーション（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭：  

：和三十五年法律第百二十三号）第二条第七号に規定する職業リハビリテーションをいう…  

。第四十二条第一項において同じ。）の措置を実施する機関、教育機関その他の関係機：  

；関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ‡  
計画的に行うこと。  

l 二 障害者等の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及：  
： び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。  －  

；三 意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することが…  

： できるよう必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見：  

；のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な援：  

し【＿嬰牽行ヱニ主乞 l  ＿ノ  

（1）障害者等の生活実態の把握  

市町村は、障害者基本法に規定する「基本的理念」に   

基づき、障害者等の生活実態を把握しておく必要があり   

ます。  

市町村や相談支援事業者の綿密  

な連携と情報の共有  

市町村障害福祉計画   

基盤整備及び社会資源開発   

画
 
 

計
 
 

つ
 
 

カ
 
 

合
 
 

（2）自立支援給付、地域生活支援事業の   

な提供  

市町村は、市町村障害福祉計画の策定に当たっては、  

住民の各層及び地域の関係機関から基盤整備又は社会資  
源等に関する意見などを取り入れ、自立支援給付を総合  

的かつ計画的に提供することができるようにします。  
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（3）障害者の就労及び雇用に関する機関との緊密な連携l・就労支援  

市町村は、障害者の有する能力及び適性に応じ、公共 

職業安定所その他職業リハビリテーションを実施する機 

関、教育機関その他関係機関との緊密な連携を図りつつ 

障害者の就労及び雇用に対し総合的かつ計画的に取り組 

むこととします。  

（4）相談支援事業の充実強化  l ヽ  

障害者等の福祉に関し、市町村は必要な情報の提供を卜相談支援事業の充実強化  

行うことが大切です。しかし、その情報は広報紙やパン 

フレット等の配付になりますが、障害者と直接接する相 

談支援事業者の協力と連携が図られれば、更に情報の提 

供は具体化され、相談支援体制に結びつきます。   

このことにより市町村は、相談支援体制の充実強化を 

図ることにより、市町村における様々な情報等に必要な 

調査及び分析を行い、当該地域の障害者等の福祉に閲す 

る機能の強化を図ることとなります。  

（5）地域生活支援事業の推進と地域自立支援協議会の設置l  

運営  
ヽ                                 l  

ヽ        ①市町村の地域特性に応じた独自の障害福祉サービスを卜地域生活支援事業  

ヽ         地域生活支援事業として実施し、障害者が利用しやすl ＼  
い環境整備を図ります。  l  

ヽ        ②市町村は、障害者の生活を支えるため、相談支援事業lい地域自立支援協議会 ヽ  
をはじめとするシステムづくりに関し、中核的な役割l  
を果たすために、関係機関と連絡調整を行う「地域自－  
立支援協議会」を設置します。  

ヽ                   l  

ヽ                                      一  

第2節 地域自立支援協議会の目的と位置づけ  

（1）市町村地域自立支援協議会  

市町村における障害者の生活を支えるため、相談支援事業！【目的及び位置づけ】  
をはじめとするシステムづくりに関し、中核的な役割を果た！  
すため、相談支援事業者、サービス事業者及び関係団体等か！  
らの参加を求め、市町村の責任主体としてその運営にあたる！  
べき位置づけです。  

l  

ヽ     ■地域自立支援協議会は、市町村を単位に設置することとし、！【設置の単位】  
複数の市町村で共同設置することも可能としています。 

■地域自立支援協議会は、相談支援事業者に運営を委託する！  
ことを可能としています。  ！【相談支援事業者に委託が可能】  

－  

（2）都道府県地域自立支援協議会  
ヽ            ！  

都道府県は、相談支援事業者、学識経験者、市町村等の関！  
係機関をもって都道府県自立支援協議会を設置し、都道府県！  

内の圏域毎の相談支援体制の状況を評価したり、市町村格差！  
の体制整備等の指導・助言及び専門的分野における支援方策！  

等について情報・知見を共有・普及するものです。   
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第3節 地域自立支援協議会の構成  

（1）地域自立支援協議会  

■地域自立支援協議会の構成員は、次に掲げるところを標   

とし、中立・公正を確保する観点から、地域の実情に応   

て市町村長が選任する。なお、構成員は再任することが   

きます。  

①社会資源や地域における権利擁護、相談支援事業を担う  

準
じ
で
 
 
関
 
 
 

係者  

②障害当事者・団体の代表者又はその家族  

③相談支援事業者、福祉サービス事業者、保健・医療、学校、   

企業、高齢者介護等の関係機関  
④前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を   

有する者  

★運営協議会には会長を置く。会長は、構成員の互選により   

選任します。   

（2）都道府県地域自立支援協議会   

■都道府県地域支援協議会の構成員は、次に掲げるところを   

標準とし、公正・中立を確保する観点から、知事が選任す   

る。なお、構成員は再任することができる。  

①市町村  

②相談支援事業者  

③前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を   

有する者   

第4節 地域自立支援協議会の運営内容  

（1）地域自立支援協議会  

■地域自立支援運営協議会は、次の事項を協議します。  

①相談支援事業の運営に関すること  

・市町村の相談支援事業の運営計画、実績等に関する  議
 
画
 
 

協
 
計
 
 

・評価  

圏域内の指定相談支援事業者の業務（サービ  

費）実績の報告  

川 和 ス  

（市町村の相談支援事業の法人への委託に関する協議も  

想定）  

②困難事例への対応のあり方に関すること  

・虐待、家族関係、発達障害、福祉サービス以外の支援、  

サービス基盤の欠如など、個々の事例に関して錯綜する  

問題への対応のあり方に関する協議、調整  

［権利擁護関係については、別の連携体制（高齢者への  

対応と共同）により対応。］  

③地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること  

・②の協議などを踏まえ、地域における支援体制の評価、  

関係機関による連携体制の構築、社会資源の開発等に向  

けた協議  
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等
 
 
 

④その他  

・市町村障害福祉計画の作成・具体化に向けた協議、   

（2）都道府県地域自立支援協議会  

■都道府県地域支援協議会は、次の事項を協議します。  

①前年度の事業報告及び収支決算について  

②当該年度の事業計画及び収支予算について  

③その他協議会が必要と認めた事項  

■都道府県は、市町村における  の
 
 

次
 
 

る
 
 

係
 
 

等
 
制
 
 

体
 
 

援
 
支
 
 

談
 
 

目
 
 

上
T
 
 
 

援及び助言を行います。  

①都道府県内の圏域ごとの相談支援体制の状況を評価し、   

制整備の方策を助言  

②相談支援従事者の研修のあり方を協議  

③専門的分野における支援方策について情報・知見を共有   

普及  
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介護給付責等に係る処分に関する  

都道府県の不服審査について  

※法令名の略称表記  

法：障害者自立支援法  
令：同施行令  

行事法：行政不服審査法  

行手法：行政手続法  
行訴法：行政事件訴訟法  

1 目的  

○ 法では、障害者（児）の障害福祉サービスの利用が適正に確保   

されるよう、障害者又は障害児の保護者（以下「障害者等」とい   

う。）が市町村の行った介護給付費等に係る処分に不服がある場   

合は、その請求により都道府県が客観的な立場から当該処分の適   

否について迅速に審査を行うこととしている。  

2 審査の実施主体（審査庁）  

○ 都道府県知事である。  

※ 市町村の介護給付費等に係る処分は自治事務であり、行政機関が行う   

不服審査の一般法である行審法によれば、本来、上級庁ではない都道府   
県知事が不服審査を行うこととはならず、市町村長への異議申立てを行   
うこととなるが、法においては、市町村審査会による審査判定に加え、   
都道府県が客観的な立場から審査を行うこととして、障害者等の権利利   
益の保護に一層配慮している。   

※ 法第7章（第97条から第105条）の規定は、行審法の特別法に該   
当。したがって、行審法との適用関係は、法に規定されている事項につ   
いては、法が優先適用されるが、法に定めのない事項については、行審   
法が適用される。（法第104条参照）  

3 審査体制  

○ 都道府県知事は、条例で定めるところにより、審査請求の事件   

を取り扱わせるため、障害者介護給付費等不服審査会（以下「不   

服審査会」という。）を置くことができる。  
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（1）不服審査会の設置について   

ア 不服審査会の設置の考え方  

○ 地方分権の趣旨を踏まえ、どのような体制で不服申立ての審  

査を行うかについては、最終的には都道府県の判断とし、不服  

審査会の設置については、法律上は任意としている。  

○ ただし、審査請求の内容には、認定された障害程度区分や非  

定型的な支給決定など、市町村が、決定に際して専門的な審査  

判定機関である市町村審査会の判断を経ているものが含まれる  

ことから、都道府県においても、専門的な立場力、らの審査判定  

の適否等を審査できる専門性を有する機関に判断を仰ぐことが  

適切と考えられるため、設置が望ましいものと考えている。  

イ 不服審査会の設置手続き   

○ 不服審査会の設置には、その設置根拠と  なる条例の制定が必  

要となる。   

（参考）法   

（不服審査会）  

第九十八条 都道府県知事は、条例で定めるところにより、前条第一項の審査請   

求の事件を取り扱わせるため、障害者介護給付費等不服審査会（以下「不服審   

査会」という。）を置くことができる。  

2 不服審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い、条例で定める員数と   

する。  

3 委員は、人格が高潔であって、介護給付費等に関する処分の審理に関し公正   

かつ中立な判断をすることができ、かつ、障害者等の保健又は福祉に関する学   

識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。  

※ 設置条例は、単独の条例でも、附属機関を一本化した条例   
がある場合にはその条例に加える形でも差し支えない。  

ウ 設置条例の規定内容   

○ 設置条例には、設置する旨のほか、委員の定数、その他法令   

に定めのない事項のうち必要な事項を規定する。  

※条例参考例 別紙のとおり  
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（2）不服審査会の体制   

ア 委員の定数  

○ 不服審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い、条例  

で定める員数とする。  

○ 審査請求の事案は、委員のうちから会長が指名する者をもっ  

て構成する合議体で取り扱い、合議体を構成する委員の定数は、  

5人を標準として都道府県が定める。  

※政令で定める基準（案）   

不服審査会の介護給付費等に係る処分に関する審査請求の事  

件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める  

数の合議体を設置することができる数。   

審査請求件数については、各都道府県において、室環費制  

居での異議申立て状況や新たな障害程度区分の導入等を踏享  

えて見込んでいただきたい。  

委員数は、審査請求のうち不服宰査会に付議する（7参照）  

な審査体制（必要と見込  見込み件数とその件数の処理に必要   

まれる開催回数と合議体の数など）を勘案して、各都道府県  
において決定いただくこととなる。   

一合議体当たりの標準的な委員数は、市町村審査会と同様  

に、3障害を対象とすることなどを考慮して旦Aとしている。  

イ 委員の要件   

○ 委員は、人格が高潔であって、介護給付費等に関する処分の   

審理に関し公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、障害   

者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、  

都道府県知事が任命する。  

精神障害の各分  身体障害、知的障害、   ○ 委員構成については、  

しいものと   ンスの取れたものとすることが望ま  野においてバラ  

考える。  

○ 職種については、市町村審査会と同様、特に限定はされない   

ので、法律上の要件、3障害のバランス等を勘案して各都道府  
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県において適宜判断願いたい。  

○ 市町村審査会の委員や認定調査員とは兼務しないことが皇室   

辿が、やむを得ず兼務する場合は当該者が関わった事案につ   

いては審理から外す（合議体メンバーの差替え又は不参加）取   

扱いとする。  

ウ その他   

○ 障害程度区分や支給決定に関する処分に対する審査請求があ   

った場合には、その適否を審査するための基礎資料となる専門   

的な事項を調査する必要がある場合も考えられるため、審査委   

員以外に不服審査会に専門的な調査員（介護保険法第188条   

に規定する専門調査員に相当するもの）を置くことも差し支え  

ない。   

○ 法第103条に基づき、個別に、医師その他都道府県知事の   

指定する者に診断その他の調査をさせることも可能。  

（3）不服審査会の位置付け   

○ 都道府県が、審査請求の事件を取り扱わせるため、条例に定め  

して、審   都道府県知事が審査庁と  て不服審査会を置く場合でも、  

査請求を受理し、裁決を行うこととなる。   

すなわち、不服審査会は、都道府県知事が付議した審査請求事   

案を審理し、都道府県知事に審理結果を答申。都道府県知事は、   

その答申を尊重して裁決を行う。  

○ なお、不服審査会を設置した場合でも、都道府県知事は、全て   

の審査請求事案を付議しなければならないものではない。（詳細   

は7の（1）参照）  

（4）不服審査会の設置時期   

○ 審査請求の対象となる市町村の処分は、18年4月以降のもの   

（施行前準備行為として行われたものを含む。）が対象となるが、  
開始時期などを踏  扱う事案の範囲やその   不服審査会において取り  

に こ対応できるよう、不  い て審査請求に適切   まえ、各都道府県にお  

服審査会の設置時期を検討いただきたい。  

※ 都道府県による不服審査は、市町村が法附則第24条に定め  
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る施行前準備行為として法施行前に行った処分も対象となり、  

また、都道府県は、施行前準備行為として施行日前に不服審査  

（不服審査会の設置及び審理を含む。）を行うことができる。  

4 審査請求の対象となる処分  

○ 市町村が行う障害福祉サービスの個別給付に係る処分が審査請   

求の対象となる。（法第97▲条第1項）  

※ 法附則に基づく「みなし支給決定」については、法律の規定   

に基づき市町村の裁量の余地なく行われる処分であるため、室   

査請求の対象とならない。ただし、「みなし支給決定」に併せ  

て市町村が行う利用者負担に係る決定は、新たな行政処分であ  

り、審査請求の対象となる。  

※18年4月から9月までの間の施設訓練等支援真に係る支給   

決定や利用者負担については、自立支援法ではなく、身体障害  

者福祉法又は知的障害者福祉法に基づく決定であるため、審査  

市町村への異議申立てとなる。  請求の対象とはならず、   

（1）障害程度区分に関する処分   

○ 障害程度区分の認定は、それ自体独立した行政処分であり、支  

給決定の勘案事項の一つとして介護給付費等に係る処分に当たる  

ので、都道府県知事への審査請求の対象となる。  

・障害程度区分の認定（法第21条第1項）   

・障害程度区分の変更認定（法第24条第4項）  

※ 訓練等給付の支給決定に際して設定する「スコア」は、審査   

請求の対象とならない。（「スコア」は障害程度区分ではなく、   
サービス利用の優先度を判断するための指標であるため。）  

（2）支給決定に係る処分   

○ 介護給付費等の支給決定に係る処分には、支給決定（支給量等  

の決定）に関する処分と支払決定（サービス利用後の具体的な請  

求に対する支出決定）に関する処分のいずれもが含まれる。  

具体的には、以下のとおり。  
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ア 支給要否決定に関する処分   

・介護給付責等の支給要否決定（法第22条第1項）  

イ 支給決定（支給量等の決定）に関する処分   

・支給決定（障害福祉サービスの種類、支給量、有効期間の決  

定）（法第22条第4項）   

・支給決定の変更の決定（法第24条第2項）   

・支給決定の取消しの決定（法第25条第1項）  

り 支払決定に関する処分   

・介護給付費（法第29条第1項）   

・特例介護給付糞（法第30条第1項）   

・訓練等給付費（法第29条第1項）  

■特例訓練等給付費（法第30条第1項）   

・サービス利用計画作成責（法第32条第1項）  

※ 介護給付費等に係る処分について審査請求ができるのは、「障   

害者又は障害児の保護者」（法第97条第1項）であることか   

ら、サービス事業者・施設は不服申立てをすることはできない。   

（代理人として行うことは可能）  

（3）利用者負担に係る処分   

○ 利用者負担は、給付と表裏の関係にあることから、利用者負担  

に係る決定は、「介護給付費等に係る処分」として審査請求の対  

象となる。  

具体的には、以下のものが対象となる。   

ア 利用者負担の月額上限に関する決定（法第29条第4項）  

・利用者負担月額上限区分の決定  

■生活保護境界層対象者に対する負担軽減措置の決定  

・施設入所者及びグループホーム等入居者に係る定率負担の個  

別減免の決定   

イ 利用者負担の災害減免等の決定（法第31条）   

り 高額障害福祉サービス費の給付決定（法第33条第1項）   

エ 補足給付の決定  

t特定障害者特別給付費（法第34条第1項）  

・特例特定障害者特別給付費（法第35条第1項）  
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※ 社会福祉法人減免は、障害者自立支援法に基づく処分ではな   

いため、その対象者の認定は審査請求の対象とはならない。  

5 審査請求期間の取扱い  

○ 障害者等が審査請求をすることができる期間は、原則として、   

処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であ   

る。（法第101条、行審法第14条第1項）  

○ なお、法の施行日（18年4月1日）より前に施行前準備行為   

として行われた処分（支給決定や利用者負担に係る決定）につい   

ては、施行日前においては、都道府県の審査体制の状況を踏まえ、  

処分があったことを知った日が施行日前であっても、「施行日の  

翌日から起算して60日以内」とする。（なお、審査請求は、施  

行日前でも可能。）  

※ 新体系サービスに係る支給決定が18年10月1日より前に   

行われた場合の審査請求期間は、原則どおり、処分があったこ   

とを知った日の翌日から起算して60日以内とする。  

6 審査請求に係る事務の流れ  

（1）審査請求（法第97条）   

○ 審査請求は、介護給付費等に係る処分の名あて人である障害者  

等が行うことができる。   

○ 代理人によって審査請求することもできる（行審法第12条第  

1項）。その場合、代理人は審査請求に関する一切の行為をする  

ことができるが、審査請求の取下げができるのは、特別の委任が  

ある場合に限られる。（同条第2項）   

○ 市町村を経由して審査請求を行うことができるので（行審法第   

17条第1項）、市町村に審査請求があった場合には、都道府県  

に送付する。（同条第2項）   

○ 審査請求を受け付けるに当たり、審理を適切かつ円滑に行うと  

いう観点から、当該審査請求人の審査請求の理由（認定調査、医  

師の意見書、障害程度区分の二次判定の暇疲等）をできるだけ明  

確に記載してもらうことが望ましい。   

○ 審査請求書を受けた受けた後であっても、審査請求人の主張等  
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に不明確な点がある場合、都道府県は、随時審査請求人に対して  

電話等でその趣旨等を確認する。  

○審査請求書の記載事項  （行審法第15条第1項）  

①原処分の名あて人たる障害者又は障害児の保護者の氏名、住所   

及び生年月日（押印）  

②審査請求が代理人によってなされたときは、代理人の氏名及び   

住所（押印及び委任状添付）  

③審査請求に係る処分  

④審査請求に係る処分があったことを知った年月日  

⑤審査請求の趣旨及び理由  

⑥処分庁の教示の有無及びその内容  

⑦審査請求の年月日  

（審査請求書の様式は任意）  

（2）審査請求の方法（法第101条、行審法第9条第1項一第16条）   

○ 審査請求は、簡易迅速かつ正確に救済手続を進める趣旨から、  

原則として書面によることとされている。ただし、口頭での審査  

請求も可能とされている。  

（3）補正命令（行審法第21条）   

○ 審査請求が不適法であっても、審査請求書について、審査請求  

人の氏名、審査請求に係る処分、審査請求の趣旨及び理由など、  

審査請求の内容の特定に欠かせない事項の記載が欠けており、か  

つ、それが補正可能なものである場合には、都道府県知事は、相  

当の期間を定めて補正を命じなければならない。  

※ 審査請求人が、所定の期間内に補正をしないときは、その審   

査請求は却下される。  

（4）処分庁への通知及び弁明書（法第102条、行審法第22条）   

○ 審査請求を適法なものとして受理した場合、都道府県知事は、  

処分庁である市町村及び利害関係人に、審査請求書の副本若しく  

は審査請求録取書の写しを添えて通知しなければならない。また、  

処分庁である市町村に対し、相当の期間を定めて弁明書の提出を  
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求める（ことができる）。  

（5）反論書（行審法第23条）   

○ 処分庁である市町村から弁明書の提出を受けた場合は、審査請  

求人に対して弁明書の副本を送付し、相当の期間を定めて反論書  

の提出を求める（ことができる）。  

※ 反論書の提出があった場合、更に必要がある場合には、処分   

庁である市町村に再弁明書の提出を求めることができる。この   

場合、再弁明書の副本を審査請求人に送付し、相当の期間を定   

めて再反論書の提出を求める（ことができる）。  

（6）意見陳述機会の付与   

○ 審李請求を行った障害者等から都道府県知事に対し、意見席華  

の申立てがあった場合には、考脚  

る機会を与えなければならない。  

その場合に、障害者等が、補佐人として、弁護人や介護者、手   

話通訳者等の援助者の同席を申し出たときは、これを許可するこ   

とができる。（行事法第25条第1項・第2項）  

○ 卿各都道府県において適当と翠   

められる方法により行うこととなる。   

なお、必ずしも不服審査会に対する意見陳述の場を設ける必要  

はないものと考える。  

（参考）行政不服審査法（抄）  

（審理の方式）  

第二十五条 審査請求の審理は、書面による。ただし、審査請求人又は参加  

人の申立てがあったときは、審査庁は、申立人に口頭で意見を述べる機会  

を与えなければならない。  

2 前項ただし書の場合には、審査請求人又は参加人は、審査庁の許可を得  

て、補佐人とともに出頭する’ことができる。  

7 不服審査  

（1）付議する事案   

○ 不服審査会を設置する場合においても、都道府県知事は、全て  
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の審査請求事案を不服審査会に付議しなければならないものでは   

をi、障害保健福祉に係る専門的な審査を要すると認められる事   

案などに限定することは可能。  

○ なお、付議する事案を限定する場合に？いては、設置条例に付   

議する範囲を定めておくことが適当と考える。  

※付議を要しないものとする事案の参考例  

・審査請求が不適法であり、却下するとき。  

・審査請求の内容が利用者負担に関するものであるとき。  

・その他都道府県知事が障害保健福祉に係る専門的な審査を要   

しないと認めるとき。  

（2）実質審理等   

○ 関係法令、処分を行った市町村の支給決定基準等に照らして審  

査を行う。  

※ 障害程度区分の認定について、手続き上の暇症（認定調査票   

の記入漏れ等）があり、市町村において審査・判定をやり直す   

ことが適当と認められる場合は、正しい障害程度区分がどの程   

度かについてまで審理することなく認容することが可能。  

※ 支給決定については、基本的に市町村の支給決定基準を審査   

基準として判断する。すなわち、当該基準が公平かつ適正に適   

用されているかどうかを中心に審査を行う。  

○ 審理については、審査請求時点ではなく、原処分が行われた時   

点での事実関係について行う。  

○ 審査請求人の主張点及び行政庁の反論点を中心に審理を行う。  

○ 審理は基本的に書面で行う。ただし、審査請求人と市町村との   

間に事実関係の認識が著しく異なっている場合等特に必要と認め   

る場合については、審査請求人や関係人に対して出頭を求めて、   

意見を述べさせることが必要と考える。  

（3）裁決   

○ 不服審査会に付議（諮問）したものについては、都道府県知事  
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は、その議決（答申）を尊重して裁決を行う。  

※裁決の種類（行審法第40条）  

①却下（審査請求が不適法であるとき）  

②棄却（審査請求に理由がないとき）  

③認容（処分の全部又は一部の取消し。審査請求に理由がある   

とき）  

○ 裁決により処分が取り消された場合は、処分は当初に遡って効   

力を否定される。  

※裁決書の記載事項（町   

①審査請求人（原処分の名あて人）たる障害者又は障害児の保  

護者の氏名、住所及び生年月日   

②審査請求が代理人によってされたときは、代理人の氏名及び  

住所   

③原処分をした市町村の名称   

④裁決の主文   

⑤裁決の理由   

⑥裁決の年月日  

（4）裁決があった場合における市町村の対応   

○ 裁決は、市町村を拘束する。（行審法第43条第1項）  

よって処分が取り消された場合に  ○ したがって、都道府県知事に   

は、閲改めて申請に対する処分をしな  

ければならない。（行事法第43条第2項）  

※ 都道府県は市町村の上級庁に当たらないので、都道府県知事   

の裁決によって直接市町村の処分を変更することはできない。  

※ 処分が取り消された場合、処分は最初からなかったものとな   

るため、市町村が認容裁決を受けて改めて行う処分の効果は、   

当初処分を行った日に遡って効力を有することとなる。  
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（5）標準処理期間   

○ 法律上、審査請求に対する裁決に係る標準処理期間の定めはな  

い（行手法も適用除外とされている（行手法第3条第1項第15  

号）。）。   

○ ただし、審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がな  

いときは、障害者等は、行訴法に基づき、原処分の取消訴訟を提  

起することができることとされている。（行訴法第8条第2項参  

照）  

8 市町村による教示  

○ 市町村は、審査請求ができる処分を行う場合には、処分の相手   

方に対し、所管の都道府県知事に審査請求ができる旨及び審査請   

求ができる期間を書面で教示（通常は決定通知に記載）しなけれ   

ばならない。（行事法第57条第1項）  

○ また、併せて、①当該処分に係る取消訴訟の被告とすべき者、   

②当該処分に係る取消訴訟の出訴期間、③審査請求に対する裁決   

を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができな   

い旨を教示しなければならない。（行訴法第46条第1項）  

○ これに加えて、審査請求をした場合は、都道府県知事に申し出   

ることにより、口頭で意見を述べることも可能である旨を教示す   

ることが望ましい。  

※教示文例  

1 この決定について不服があるときは、この通知書を受け取   

った日（又は平成18年4月1日のいずれか遅い方の日：支   

給決定又は利用者負担に係る決定を18年3月以前に行う場   

合に追記）の翌日から起算して60日以内に00県知事に対   

し審査請求をすることができます。なお、審査請求をした場   

合には、00県知事に申し立てれば、口頭により意見を述べる   

ことができます。  

2 また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁   

決書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に00市   

（町村）を被告として（訴訟において00市（町村）を代表   

する者は00市（町村）長となります。）、提起することがで   

きます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対  
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する裁決を経た後（次の（1）から（3）までのいずれかに該当す  

るときを除く。）でなければ提起することができないこととさ  

れています。  

（1）審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がない   

とき。  

（2）処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損   

害を避けるため緊急の必要があるとき。  

（3）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。   

その他審査請求の審理に係る手続等は、法及び令並びに行審法を  

参照。  
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自立支援給付に係る居住地の扱いについて  

（障害福祉サービス・自立支援医療・補装具）  

1．基本的な取り扱い（法第19条第2項（第52条第2項、第76条第4項））   

○ 障害者自立支援法における自立支援給付（障害福祉サービスに係る介護給付   

費等、自立支援医療費等及び補装具責）の支給決定、支給認定又は認定（以下  

（障害者又   「支給決定等」という。）は、原則として、  

は障害児の場合はその保護者をいう。以下同じ。）の居住地の市町村（居住地   

を有しない又は不明の場合は、現在地の市町村）が行う。   

※ なお、居住地不明者の費用負担については、現在、国：都道府県＝1：1となって  
いるが、18年10月以降は、障害者自立支援法に基づく給付については、国：都道  
府県：市町村＝2：1：1とする。ただし、身障法及び知障法に基づく措置について  

は、国：都道府県＝1：1とする。  

○ ただし、自立支援医療のうち、現行の精神通院公責及び育成医療については、   

障害者等の居住地又は現在地の都道府県とする。（精神通院公費の申請先市町   

村については、現行の扱いを踏襲する）。  

○ この支給決定等を行う市町村が、自立支援給付の実施主体となり、費用の支   

弁を行うこととなる。（居住地原則）  

○ なお、地域生活支援事業については、いわゆる個別給付ではないことから、   

法令上もこうした規定は設けられておらず、それぞれの事業の趣旨、内容、実   

施方法等を踏まえて、事業の実施主体である市町村又は都道府県が判断する。  

2．居住地特例（法第19条第3項（第52条第2項、第了6条第4項））   

○ 居住地特例とは、施設等所在地の支給決定等事務及び貴用負担が過大となら  

ないよう、居住地原則の例外として、一定の施設等の入所・入居者については、   

入所等する前に居住地を有していた市町村を支給決定等及び給付の実施主体と  

して取り扱うことである。   

○ 対象となる施設等に継続して入所又は入居する間（他の対象施設等に移る場   

合を含む）は、居住地特例は継続し、最初に施設等に入所等する前の居住地市  

町村が引き続き実施主体となる。   

○ なお、居住地特例の対象となると、対象となる施設だけでなく、当該者が利   

用する通所サービスや補装具費等についても、入所等する前の居住地市町杜が  

実施主体となる。   

○ 今回の障害者自立支援法においては、基本的には現行の取り扱いを踏襲する  
こととし、運用上の取り扱いをできる限り法令上明記することとした。  
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○ また、応能負担による扶養義務者の費用負担を廃止し、施設入所者について   

は出身世帯と別に世帯を営んでいることを前提とした利用者負担の仕組みとす   

ること等も踏まえ、現行の運用のように、入所等の前に属していた世帯が他市   

町村に転出しモ場合に、当該世帯の転出に伴い実施市町村を変更するとの取扱   

いはしないこととする。‖8年4月1日より）  

3．居住地特例の対象となる施設等の範囲  

（1 

○ 法律上、以下の施設が居住地特例の対象となる。   

① 障害者支援施設   

② のぞみの園   

③ 法第5条第1項の厚生労働省令で定める施設（施設障害福祉サービスを提  

供しても障害者支援施設や障害福祉サービス事業者としての規制を受けない  

施設。児童福祉施設を想定）   

④ 法第5条第5項の厚生労働省令で定める施設（療養介護の対象施設。病院  

を想定）   

⑤ 生活保護法第30条第1項ただし書の施設  

⑥ 旧法施設（身障療護、身障更生   知的更生、知的授産。附貝l  

18条第1項）   

⑦ 共同生活援助又は共同生活介護を行ラ共同生活住居（当分の間の経過措置。  

附則第4条及び第18条第2項）  

○ なお、既存の施設が障害者支援施設へ転換した場合は、障害者支援施設へ入   

所したものと扱う。  

（2）運用上の扱い  

○ く1）に加え、現行において運用上居住地特例を行っている   

・ 福祉ホーム   

・通塾畳   

については、現行と同様に運用上、福祉ホーム等に入居前に居住地を有した市   

町村を実施主体（介護給付費等、自立支援医療（旧更生）、補装具）とする。   

＊ 福祉ホームそのものは地域生活支援事業であり、居住地特例の規定の適用はない。  

ただし、18年10月以降、福祉ホームを市町村の地域生活支援事業として実施する場合、  
その費用については、通常、福祉ホームの所在地市町村が負担することになるものと  

考えるが、介護給付費等について居住地特例を設ける趣旨にかんがみ、入居前の居住  
地市町村との間で、その費用負担についての調整を図ることが適当と考えられる。  
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○ また、精神痛院、精神障害者社会復帰埠設からの退院、退所者については、   

現行の運用も踏まえ、碍神痺院等の＜院・入所前に居住地を有した市町村を実   

施主体（介護給付費等、自立支援医療（旧更生）、補装具）とする（18年4月   

1日より）。  

4．施行   

○ 施行日が2段階に分かれており、例えば、身障授産施設が法律上の居住地特   

例対象施設となるのは18年10月1日であるが、円滑施行の観点から、1旦  

年4月1日で取り扱いを統一することとする。   

○ すなわち、18年4月1日時点で既に3．（1）及び（2）の対象施設に入   

所又は入居している者については、現に享給決定等（精神障害者地域生活援助   

事業（グループホーム）にあっては費用支弁）を上て〔、る市町村が引き続き支   

給決定等及び費用支弁を行うこととする。   

○ ただし、18年4月1日以降は出身世帯の異動に伴う変更は行わないことと  

する。   

○ また、4月以降、程神病嘩及び碍神障害者社会復帰施設からの退院、退所巷   

Ipいても，居住地特例の扱いを適用する。  

5．他法における住所地等特例の取扱い   

○ 上記整理にあわせて、国民健康卿筆11   

6条の2）及び隼活保 嚇  

l坤3（1）に掲lずる施設について住所地特例等の対象として位置付  

ける 
。   

・平成18年4月から9月まで：共同生活援助を行う住居を対象として追加   

・平成18年10月時点：障害者支援施設、旧法施設等を追加（共同生活援助  

及び共同生活介護は、当分の間の経過措置として附則に規定）  
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事業者指定事務等の取扱いについて   

事業者指定事務の取扱いの詳細については、今後、指定基準と併せて  

お示しすることとなるが、都道府県、指定都市及び中核市（以下「都道  

府県等」という。）の施行準備事務を進めていただく観点から、今回、  

18年4月から9月における障害者自立支援法上の障害福祉サービス事  

業者（居宅サービス事業者）に係る事業者指定事務について、現段階に  

おける基本的な考え方をお示しする。   

また、併せて、事業者指定事務及び届出等事務の大都市特例の取扱い  

を整理したので、都道府県等においては事務処理体制の整備に御配慮願  

いたい。  

I18年4月から9月における事業者指定事務の取扱いについて  

1 指定の基本的な考え方  

（1）基本的な考え方   

○ 障害者自立支援法においては、3障害（身体、知的、精神。障  

害児を含む。以下同じ。）の垣根のない一本化した指定を行うこ  

ととしており（3障害の受入が可能）、事業者においては、障害  

種別にかかわらず、利用者を受け入れることが基本となる。   

○ ただし、一方で、障害特性に応じたサービスの専門性の確保に  

も十分な配慮が必要であることから、サービスの専門性を確保す  

るため特に必要がある場合においては、障害種別を特定して事業  

を実施することも可能とする。  

（2）障害種別の特定の取扱い   

○ 事業者がサービス提供を行う障害種別を特定する場合は、運営  

規程において「主たる対象者」を明記するとともに、指定申請の  

際に、その理由を付したものを併せて都道府県知事に提出するも  

のとする。  

※「主たる対象者」の範囲については、障害種別による特定に  
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限り認める（身体障害、知的障害、精神障害、障害児。なお、  

現行の指定身体障害者更生施設については、18年10月以  

降に新体系に移行する場合に身体障害のうちの肢体不自由、  

視覚障害、聴覚■言語障害、内部障害の特定についても認め  

る予定。）。  

○ 各事業者は、「主たる対象者」について、重要事項説明書や広   

告等により利用者に周知する。  

○ 都道府県、指定都市、中核市は、障害種別の特定の申請を受け   

た場合は、その必要性を審査の上、サービスの専門性を確保する   

上でやむを得ないものと認められる場合は、種別の特定を認める   

ものとする。  

なお、事業者における障害種別の特定に係る情幸馴ま、利用者が   

サービス事業所を選択する際に不可欠な情報となることから、指   

定に際して公示すべき情報とすることが適当である。  

（3）障害種別の特定の効果   

○ 障害種別の特定を行った事業者は、「主たる対象者」からサー  

ビスの利用申込みがあった場合には応諾義務が課されるが、「主  

たる対象者」以外の者からサービスの利用申込みがあった場合に  

は、正当な理由としてサービス提供を拒否できるものとする。  

2 18年4月のみなし指定事務  

（1）みなし指定の手続   

○ 自立支援法の施行日（18年4月1日）に改正前の支援費制度  

において指定を受けている事業者については、18年4月1日に  

自立支援法上の障害福祉サービス事業者としてサービスの種類ご  

とにみなし指定がなされる。  

※居宅介護は、居宅介護、外出介護、行動援護に区分される。   

○ みなし指定の有効期間は、18年10月からサービス体系が再  

編されることを踏まえて18年9月30日までとし、10月以降  

の事業実施については、都道府県の定めるスケジュールに従い、  

有効期限の一定期間前までにあらためて自立支援法に基づく指定  

申請を行うものとする。  
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（2）精神障害者の居宅サービス事業者のみなし指定   

○ 現行で指定制度がない精神障害者の居宅サービス事業者につい  

ては、自立支援法上、みなし指定の対象となる範囲を定めること  

となっている。   

○ みなし指定の対象となる事業者は、改正前の精神保健福祉法に  

規定する精神障害者居宅サービス事業を行っている看であって、  

次のいずれにも該当するものであることとする予定。  

① 法人格を有すること  

② 都道府県から事業に要する費用の一部を補助されたもので  

あること  

（3）みなし指定時における障害種別の特定の取扱い   

○ みなし指定についても、3障害一本の指定となる。したがって、  

例えば、居宅介護で身体障害者福祉法の一法のみの指定を受けて  

いた場合であっても、基本的には3障害の垣根のない指定となる  

ため、事業所ごとに応諾義務が課される範囲を明確化する観点か  

ら障害種別の特定の取扱いを行う。   

○ 障害種別を特定するための手続については、都道府県等及び事  

業者の双方の事務負担を考慮し、下記のとおり取り扱う予定。  

・特段の届出がない限り、現行において実施している障害種別  

に特定して実施するものとみなす。  

・18年4月から対象とする障害種別を拡げて実施する場合  

は、都道府県等が定める日までに都道府県等に届出を行う。  

（18年4月1日より後に拡げる場合も同様）   

※ 新たな加算の届出、新たな運営規程の提出の要否等については  

今後検討の上提示。  

（4）都道府県等の事務   

① 現行の精神障害者居宅サービス事業者については、みなし指定  

の対象となるか否かを確認し、みなし指定の手続を行う。   

② みなし指定の対象となる支援費制度の指定居宅サービス事業者  

及び精神障害者居宅サービス事業者に対し、18年4月以降にサ  

ービス対象とする障害種別を拡げる場合の届出を期限を区切って  

事業者に勧奨する。   

③ 事業者からの②による届出をとりまとめ、みなし指定の対象事  
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業者に係る下記の事項を公示する。  

（公示事項）  

・事業所番号  

・指定事業所の名称及び所在地  

・指定事業者（法人）の名称及び主たる事務所の所在地並びに  

代表者の氏名及び住所  

・指定の年月日  

・サービスの種類  

・対象とする障害種別を特定する場合は主たる対象者  

※公示方法は、法律上、特に限定するものではないので、各都道   

府県等の公示規則等で定めるところにより行う。  

※18年4月から9月の事業者番号の付番方法は別途提示。  

※みなし指定事務に係るスケジュール（案）  

18年1月下旬  

18年2月上旬  

～2月末日   

事業者指定事務の詳細を提示  

都道府県等において事業者説明会を開催  

精神障害者居宅サービス事業者のみなし指  

定要件の確認  

対象とする障害種別の拡充の届出を受付  

ワムネット及び市町村に事業者情報を提供  

公示  

3月中旬   

3月下旬  

～4月1日  

3 18年4月から9月の新規指定事務  

（1）基本的な取扱い   

0 18年4月から9月までの間に新たに居宅サービス事業を実施  

する事業者から指定申請があった場合は、自立支援法に基づく1  

8年4月から9月までの指定基準に基づき新規指定をすることが  

可能。   

○ その場合、18年10月以降の指定基準への適合性と併せて審  

査し、原則として10月以降も引き続き事業が実施できる場合に  

指定を行うことが適当。   

○ 指定期間は、基本的には6年間となるが、18年4月から9月  

までと10月以降の指定基準を踏まえて、取扱いの詳細は今後提  

示する。  
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（2）欠格条項（法第36条第3項第4号から第11号）の運用   

○ 自立支援法では、悪質な事業者を制度から排除するため、過去  

5年以内に指定取消しを受けているなど一定の事由（欠格事由）  

に該当する者については指定をしてはならないこととしている。   

○ 具体的には、次申とおり。  

① 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又  
は執行を受けることがなくなるまでの看であるとき。  

② 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関  

する法律で政令で定めるもの（※）の規定により罰金の刑に処  

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる  

までの者であるとき。  

（※）政令で定めるもの（案）  

■児童福祉法  

・身体障害者福祉法  

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律  

・社会福祉法  

・老人福祉法  

・社会福祉士及び介護福祉士法  

一介護保険法  

・精神保健福祉士法  

③ 申請者が、自立支援法の規定により指定を取り消され、その  

取消しの日から起算して5年を経過しない者（当該指定を取り  

消された者が法人である場合においては役員等を含み、当該指  

定を取り消された者が法人でない場合においては管理者であっ  

た者を含む。）であるとき。  

④ 申請者が、指定の取消しの処分に係る行政手続法の規定によ  

る聴聞手続の通知があった日から当該処分をする日又は処分を  

しないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者  

（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、  

当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。  

⑤ ④に規定する期間内に事業の廃止の届出があった場合におい  

て、申請者が、聴聞手続の通知の目前60日以内に当該届出に  

係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除  

く。）の役員等又は当該届出に係る法人でない者（当該事業の  

廃止について相当の理由がある者を除く。）の管理者であった  
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看で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものである  

とき。   

⑥ 申請者が、指定の申請前5年以内に障害福祉サービスに関し  

不正又は著しく不当な行為をした看であるとき。   

⑦ 申請者が、法人で、その役員等のうちに①から⑥までのいず  

れかに該当する者のあるものであるとき。   

⑧ 申請者が、法人でない者（療養介護のみ）で、その管理者が   

①から⑥までのいずれかに該当する看であるとき。  

○ これら欠格事由の運用の方法については、今後提示する予定。  

Ⅱ 事業者の指定事務及び届出等事務に係る大都市特例の取扱いについて  

1 基本的な考え方  

（1）事業者・施設の指定事務（法第2章第2節第5款）は、18年10  

月から都道府県に一元化する。  

（理由）  

・介護保険制度における事業者指定事務との整合性の確保  

・都道府県障害福祉計画の策定主体との整合性   

－一元化の時期は新体系事業・施設や計画の施行時期と統一  

（2）事業者・施設の届出等事務（法第4章）は、大都市特例を設け、   

都道府県、指定都市、中核市で行う。（なお、精神障害者の居宅サ  

－ビス事業に係る届出は、現在は都道府県、指定都市。）  

（理由）   

■社会福祉法における取扱いとの整合性の確保  

2 具体的な取扱い  

（1）新規参入   

ア 指定  

018年9月までに事業開始予定のものは、都道府県、指定都  

市、中核市が指定。  

018年10月以降に事業開始予定のものは、都道府県が指定。  

○ ただし、地域の体制整備の状況等に応じ、政令市■中核市が、  
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地方自治法に基づく事務の委託等により指定することもでき  

る。  

イ 届出等   

○ 都道府県、指定都市、中核市が所管。  

（2）現行の事業者・施設   

ア 指定  

0 18年9月までは、都道府県、指定都市、中核市が所管。た  

だし、精神障害者の居宅サービス事業者（ホームヘルプ、ショ  

ートステイ、グループホーム）に限り、県、指定都市が所管。  

0 18年10月以降は、すべて都道府県が所管。  

○ なお、  

・支援真の居宅サービス事業者（ホームヘルプ、外出介護、行  

動援護、デイサービス、ショートステイ、グループホーム）  

及び精神障害者の居宅サービス事業者の「みなし指定」は、  

18年9月末まで有効とし、  

・支援費の施設の「みなし指定」は、18年10月から23年  

度末まで有効とする。（新体系移行時には改めて指定が必要。）   

イ 届出等  

○ 都道府県、指定都市、中核市が所管。（精神障害者の居宅サ  

ービス事業者を含む。）  

○ 精神障害者社会復帰施設は、18年10月以降も都道府県、  

指定都市が所管。  

（3） 障害児施設の取扱い   

○ 障害児施設は、障害者自立支援法の対象となっていないことか  

ら、指定も含め、少なくとも当面は、現行どおり、都道府県、指  

定都市（18年4月から児童相談所設置市を加える予定。）とす  

る。  
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福祉サービス  システムについて  

平成17年12月26日（月）  

※今後の検討により、内容等に変更が生じることがありうる。  

厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部  

障害保健福祉改革推進室   



19年10月稼動の国民健康保険団体連合会の支払システムについて   



全国統一の国保連合会支払システム   

障害福祉サービス真について、市町村はサービス事業者からの請求に基づき、内容を審査のうえ支払うこととさ  

れているが、この審査支払事務の効率化と平準化を図るため、国民健康保険団体連合会（以下「国保連合  

会」という。）に支払事務の委託を進めることとしている。   

国保連合会の支払事務は、障害福祉サービス真について全国共通の支払システム（以下「支払システム」とい  

う。）を導入することにより、サービス事業者からの請求受付から支払まで一連の事務のシステム化を図り、障害  

福祉サービス真の請求、審査、支払等の事務の効率化と平準化を図るものである。  

支援費制度、自立支援制度【19年9月まで】  自立支援制度【19年10月以降】  

システム導入により審査水準の平準化を図る   
市町村により審査水準が異なることがある   
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19年10月以降の障害福祉サービス真の事業所の請求から審査・支払までの流れ  

19年10月以降、サービス事業所の障害福祉サービス真の請求先は各市町村から事業所の所在する国保連合会に移行する。  

事業所が所在する国保連合会に、障害福祉サービス費の請求書を提出（伝送）する。  

サービス事業所からの障害福祉サービス費の請求書を受け付ける。  
請求書を市町村別に振り分ける。  
市町村審査の事務共助として、請求データの資格確認、内容点検等を行う。  
市町村に事務共助の結果データを送信する。  

サービス事業所からの請求書及び審査の事務共助の結果データ等を受け取る。  
結果データの内容を確認し、国保連合会に障害福祉サービス費を支払を行う。  

各市町村からの審査結果データを受け取る。  
各市町村から支払われた障害福祉サービス貴を各サービス事業所別に振り分ける。  
サービス事業者に市町村の審査結果に基づき、障害福祉サービス費を支払う。  

請求に対する審査結果データ及び報酬を受領する。   
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障害福祉サービス費支払システムでの使用回線について  

19年10月以降の国保連合会の支払システム稼動後は、障害福祉サービス真の請求・審査・支  

払事務の迅速化を図るため、都道府県、市町村、サービス事業者、国保連合会の関係機関を回 線で結合させたネットワ ーウシステムを形成する必要があるが、各関係機関との結合回線は下記の  
回線の使用の検討を進めている。  

障害者自立支援システム（19年10月以降）  

LGWAN【LocaJGovernmentWjde Area Network】・・，地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワーク回線   

※ 詳細については、今後順次提示していく。  

■■＝■＝＝‥－－‥－－‥－－－…－－…－…－－－…－－－＝－－－‥－－…－－‥－－－－－－－‥－－－－－…－－－一＝－…－－－－－－…－－…－…－－－…－－‥－－…－‥－‥…－－－－－－…－－…－－－－■■■＝■  

参考 介護保険システム   
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関係機関から国保連合会に提供する必要のある情報  

国保連合会の支払システム稼動後は、関係機関より定期的に審査支払に必要なデータの  
提供が必要となる。   

・都道府県より   指定事業所に関するデータ  

※ 詳細内容については、来春提示予定のシステムインタフエース仕様書で提示する。   
5  





現時点で市町村で予測されるランニングコスト  

1支払手数料   

国保連合会の審査事務共助事務及び障害福祉サービス費支払事務に対する委託料  

2 支給決定システム等保守貴   

国保連合会に支給決定者データ等を定期的に伝送するためのシステム保守料  

なお、LGWAN回線は、全地方自治体に敷設されており、通常、障害保健福祉部局で回線使用の責用  
はないものと思われる。  
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現時点でサービス事業所で予測されるランニングコスト  

1インターネット回線使用料  

国保連合会への請求の際に、インターネット回線を使用して請求データを伝送するために、  
各事業所でインターネットヘの接続環境が必須となるため、回線使用料が生じる。  
なお、インターネットを使用しての支援費の請求事務は、神奈川県、茨城県で導入済み。  

2 電子署名（デジタル署名）取得費用   

国保連合会への請求データ伝送時に、セキュリティ対策のために、電子署名法で保護さ  
れたデジタル署名を付すことを検討している。このため、今後は、デジタル署名の取得費用  
が生じる。（取得費用年間乳000円程度）  

※ 詳細については、順次提示していく。  
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障害者自立支援法施行後の受給者（証）番号の取り扱いについて  
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受給者（証）番号の取り扱いについて  

受給者証は、支給決定者につき、一つの受給者証を交付する。  

市町村は、障害者自立支援法の支給決定の際、利用者に受給者証一枚だけを交付し、  
サービス種別ごとに受給者証を発行しない。  

受給者（証）番号は、証一枚につき、一つの番号を使用すること。  

平成18年10月以降は、障害福祉サービスの利用者が所持する受給者証は一枚となり、  
結果、支給決定者一人に一つの受給者（証）番号の取り扱いとするものである。  

18年4月から9月までの間は、  
①障害者自立支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法ごとに交付され、一人につき複数の受  

給者証を所持する例もあること、  
②従来の支援費制度において、サービス種別ごとに受給者証を交付し、その交付した受給者証ごとに  

受給者番号を変えている例もあること等から、  

この取り扱いは、18年10月支給決定分より完全実施 として、それまでの間は、対応できる自治体より順次  
実施していくこととする。  

受給者番号の付番ルールは支援貴制度．時と同様とする。  

支援費制度、自立支援制度受給者番号の付番ルール  

1桁日から9桁目 市町村で任意の寺号を使用する。ただし、市町村内で玉楼した番号は使用しないこと。  

10桁目  検証番号（モジュラス10ウエイト2－1分割MlOW21）  

10   



障害福祉サービスにかかる受給者番号の取り扱いについて  

18年3月まで   

身体障害者福祉法「居宅生活支援費受給者証」  
「施設訓練等支援責受給者証」   

知的障害者福祉法「居宅生活支援糞受給者証」  
「施設訓練等支援責受給者証」  

5種類の受給者証が存在  

⇒ 個人が複数の受給者番号をもつこともある  

児童福祉法  「居宅生活支援費受給者証」  

18年4月から9月まで   

身体障害者福祉法   

知的障害者福祉法   

障害者自立支援法   

「施設訓練等支援費受給者証」  

「施設訓練等支援糞受給者証」  

「障害福祉サービス受給者証」  

【H18年9月末まで用】  

3種類の受給者証が存在  

⇒ 個人が複数の受給者番号をもつこともある  

18年10月以降   

障害者自立支援法「障害福祉サービス受給者証」  1種類の受給者証が存在  

⇒ 個人が複数の受給者番号をもつことはない  
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所番号の取り扱いについて  障害者自立支   
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障害者自立支援法及び児童福祉法の指定事業所等の設定について（案）  

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●  

障害者自立支援法（18年10月以降）【案】   

・指定権者  都道府県   ・事業者コード10桁  

都道府県コ‾ドし郡市区コ‾ド   事業所番号   CD  

事業所区分コード  
●  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

－ － － － － ■ － ■ ■ ● － ● ● － ■ － － I ■ ■ I ＋ ＋ ■ ＋ ＋ ＋ 」 ＋ ＋ ■ ＋ ＋ ＋ － ＋ ＋ － － ＋ － ● － － ■ ■ － ＋ ■ ■ ■ ■ ＋ ■ ■ ■ ＋ ＋ ■ ＋ ＋ － － － － － － ■ － ■ ■ 【 ■ l ■ ＋ ■ ＋ ＋ ■ ＋ ■ ＋ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ＋ ■ ■ ■ ＋ ■ ■ ■ － ■ ■ － ■ ■ － － I 【 ■ ■ ＋ ■ ■ ＋ ＋ ＋ ＋ － ■ ● － 1 】 】  
l
■
 
 

1・2桁目  

都道府県コード  

総務省が定めるコードとする。  

3桁目  

事業所区分コード  

1自立支援法（指定事業所）  
2 児童福祉法（指定施設）  

3 自立支援法（旧法指定施設）  

4 自立支援法（基準該当事業所）  

5 地域生活支援事業  

4・5桁目  

郡市区コード  

都道府県下の社会保険事務局が設定するコードを使用する。  

6・7・8・9桁目   

事業所番号   

郡市区コード内の連番で設定する。  

10桁目  

検証番号（チェツウデジット）   
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18年4月から9月までの自立支援制度の事業所番号について   

自立支援法の事業所番号体系は18年10月に大きな変更を予定しているため、18年9月まで  
の間は、現在の支援費制度の事業所番号体系を原則踏襲したものとする。  

指定事業所番号は、「サービス種別」単位に付番されるが、指定申請時に確認された  
求区分コード分の事業所番 「主たる障害種馴」をもとに 号を付番する。   

サービス事業者に、指定中請時に当該事業者がサービスを提供する「主たる障害種別の対象者」を明記させる予定である。   
（みなし指定の場合、事業者の意向確認は、2月中に完了）  

障害者自立支援法上の指定サービス事業者であるが、事業所番号は複数付番される。  

サービス事業者は障害福祉サービス費を請求する際に、受給者証に記載された各サービス種別ごとの障害種別を基に  
請求を行うが、請求の際には、その障害種別にあわせてた請求区分コードの事業所番号を請求書等に記載する 。  

NPO法人00事業者▲▲営業所   

サービス種別＝ 「居宅介護」   

主たる障害種別：「身体、知的、児童、精神」  

⇒ 事業者番号は4つ付番（用意）される。  

身体用13 000100001  
知的用13 000 2 00001  
児童用13 000 3 00001  
精神用13 000 5 00001  

D
 
D
 
D
 
D
 
 

C
 
C
 
C
 
C
 
 
 

l
 
l
 
l
 
l
 
 

l
 
l
 
l
 
l
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18年4月から9月までの自立支援制度における指定事業所番号  
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

●l  

●  

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 
●
 
 
 

●  

障害者自立支援制度事業所番号付番ルール（18年4月から9月まで）  

都道府県コード 市町村コード  請求区分コード  サービス種別  CD  
●  

●  

●  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■   

請求区分コード  

指定事業者  

1身体障害者へのサービス提供   

2知的障害者へのサービス提供   

3 障害児へのサービス提供   

5 精神障害者へのサービス提供  

＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ … ＝ ＝ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

サービス種別コード  

11居宅介護  
12 デイサービス（障害者デイサービス、児童デイサービス）  

13 短期入所  

14 共同生活援助  
15 行動援護  

16 外出介護  

事業所番号は、「サービス種別」を単位として、主たる障害種別「請求区分コード」分の番号を付番する。   

＝〉 障害者自立支援法上の指定事業者であるが、事業所番号は最大4番号を所有する。   

例示は、いずれも、ひとつの事業者で申請時に確認した障害種別で事業所番号を付香した場合  
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18年4月から9月までの支援費制度における指定事業所番号  
■●■■■■■●●■■●■●■■＝■■■■■■■■●■■■■■●■■■t●■●■t■■■■＝■■■●t■■■■■■■■■＝＝●●■●■●■■■■■■●■●■■●■■●■■t■■■■■■■■■■■＝＝■■■●■■■■■■■■■●＝＝＝●●■●■■■●■■t■■＝＝＝■■■■＝●▲＝●●＝＝■●■●■■■●■●＝■■■■＝＝＝＝■  

支援費制度（18年4月から9月まで）  指定事業者台帳21種別   
● ● ● ●●●●●●●●●●●● ●●● ●●● ● ● ●● ●●●●●● ●●●● ●● ● ● ● ● ●● ● ●● ● ●●● ● ●●● ● ● ● ● ●●● ●● ● ● ● ● ● ●●● ● ● ●●● ● ● ●●● ●● ●● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ●●● ■ ● ● ● ● ●  

●  

●  

●  ●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
 
 

支援責制度事業所番号付番ルール   

・法則番号  身体陣容者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法、のぞみ園、基準該当事業者等  

仁「打巨木】  

都道府県コード 市町村コード   法区分  連番  サービス種別  CD  分場コード  

・し→法区分内での連番  し＋サービスコード  

身体指定 知的指定 児童指定 身体基準該当 知的基準該当 等  
ド  」  

総務省が定めるコー  

都道府県は’’000”  
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
 

●          ●         ●          ●          ●          ●          ●          ●          ●         ●  

●  

●  

●  

●  

… … ＝＝… ＝ ＝…＝ ＝＝ ＝ ＝＝＝＝ ＝ ＝ ＝＝＝ ● ● ● ● ● ● ●● ●●●●●● ●●●● ● ● ●● ● ●●● ●● ● ● ● ● ●●● ● ● ●  

＊法区分コードは、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法の各法で指定された障害者施設を区別するものである。  
■■＝＝＝＝●■●●■■■●＝…＝＝■■■■■■■■＝＝■＝■●…＝＝＝■●●■■●■■＝＝■●■●■■■●■■＝＝＝＝■■…＝＝＝＝＝＝●■＝＝＝●●■■■■■＝■■■●■■■■■…●●■■■●■■…＝■…＝＝…■＝…＝■＝■■■■■●  

法区分コード  サービス種別コード【現行のまま】  

1身体障害者福祉法   （法区分＋サービス種別）  

2 知的障害者福祉法  

4 のぞみの園  

身
身
身
身
身
身
身
身
 
 

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
 

3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
 
 

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 

障肢体  

障肢体（通所）  

障．視覚  

障視覚（通所）  

障聴覚  

障聴覚（通所）  

障内部  

141身障療護  
142 身障療護（通所）   

151身障入所授産  
152 身障入所授産（通所）  
153 身障通所授産  

2 31知障入所更生  
2 32 知障入所更生（適所）  

2 33 知障通所更生   

2 51知障入所授塵  
2 52 知障入所授崖（通所）  

2 53 知障通所授産   

2 61知障通勤寮   
障内部（通所）   4 66 のぞみの園  
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独立行政法人福祉医療機構〈WAMNET〉への情報提供について  

都道府県、指定都市、中核市においては、従来同様に引き続き、事業所を指定した際には、  
定期的にWAMNETに情報を提供していただきたい。  

みなし指定事業所【平成18年3月までの指定事業所】   

都道府県等は、該当する事業所に18年4月以降のサービス提供意向を確認した後に、「支援費  

制度」の事業所データを「自立支援制度」の事業所データに移行させた後に、WAMNETにみなし  

辛某所として、事業所データを提供することとなるが、新データ等の情報提供時期については、別  
途WAMNETより提示を予定。  

なお、WAMNETの指定事業所の台帳機能を使用している都道府県等については、みなし指定に伴うデータ移行のうち定型的な部分  
についてはWAMNET側で行うことで調整中である。後日、WAMNETよりこの作業等についての説明を予定している。  

（データ移行の例）1300020000111CD→1300020000111CD（居宅介護）  

1300020000115CD（行動援護）  

1300020000116CD（外出介護）  

（ただし、精神のみなし事業所については新規入力が必要）  

詳細内容等はインタフェース等を含めて、後日、福祉医療機構より、別途提示を予定。  

20   



利用者  

平成17年12月26日（月）  

※ 今後の検討により、内容等に変更が生じることがありうる。  

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部  

障害保健福祉改革推進室   



18年4月以降の利用者負担の上限額管理方法について   



上限額管理の基本的な仕組み  

1上限額管理者は、あらかじめ、対象者の利用する個別給付（日中活動サービスや居宅  
サービス）の利用予定状況を把握する。  

2 上限額管理者は、月末段階で、各サービス提供事業者から利用実績及び定率負担相当   
額を把握し、整理する。  

※ サービス提供日順による整理を原則とするが、事業者及び対象者の同意があれば、入所施設やグルー  

プホーム分を先に支払う方法や、月の利用実績額に応じて按分する方法も可能。  
（国保連の支払システムにおいては、提供日順による整理により構築する方向で検討）  

3 上限額管理者は、対象者に確認を取ったうえで市町村に結果を集約して送付する。  

4 市町村は、上限額管理者の集約結果を前提として審査支払を行う。  

18年4月から9月まで上限額管理者になれる者   

在宅生活者の場合  

ホームヘルプサービス事業者、通所施設、障害者デイサービス事業者、児童デイサービス事業者  

2   



18年4月から9月までの【在宅生活者】  

利用者負担の上限額管理事務標準処理及び様式例  

今後、事務内容については、詳細を再度提示する予定。  

あわせて、グループホーム世話人の事務、18年10月以降の事務についても提示する。  

3   



利用者負担上限管理事務【支給決定から管理者の設定まで】  

支給決定月又は支給量変更決定月  

1 市町村は支給決定時又は支給量変更決定時に、決定支給量を金額換算して、利用者負担について上限額を超えると   
見込まれるものについては、上限額管理を行う必要があると判断して、受給者証予備欄に「利用者負担上限額到達見込   
者」と印字した受給者証と「上限額管理依頼届出書」を交付する。   

2 「上限額到達見込者」と認定された者（以下「認定者」という。）は、2以上のサービス事業所と利用契約を締結したときに、   
いずれかのサービス事業所に上限額管理の依頼を行うことができる。   

3 認定者より依頼を受けた事業所は、「上限額管理依頼届出書」の事業者記入欄に必要事項を記載して、認定者に交   
付し、受給者証より、認定者にサービス提供を実施している事業所を把握する。   

4 認定者は、市町村に「上限額管理依頼届出書」、「受給者証」を提出する。   

5 市町村は、提出された書類を確認して、受給者証に上限額管理者名を追記して、受給証を再交付する。   

6 再交付を受けた認定者は、受給者証に上限綾管理者名を確認する。   

7 認定者は、上限額管理者に受給者証に上限額管理者名が記載されたことを報告する。   

8 上限額管理者は、他の事業者に認定者の上限額管理者となったことを連絡する。  

認定者が、事業者に上限額管理を依頼を行うのは、利用者負担分の償還給付分を現物給付とすることが目的である。  
従って、認定者が、管理依頼を行わず利用者負担額が上限を超えた際には、高額障害福祉サービスと同様に、市町村  

に利用者負担額の償還給付の申請を行い、市町村から金銭給付が行われることとなる。  

4   



































新しい事業体系等について  

※ 本資料は、現段階で整理したものであり、今後変更があり得るものである0   
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1．新しい事業の概要  
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けたプロセス  

各サービスの具体化   
「 ‾ ‾ ‾ ‾－－－ ■‾ ‾ ‾ ‾ －‘‾‘■ ■■ － ■ － ■ ■ －－ －－ －■・－－ ■ ■ ■ －  
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利用者像  障害程度区分  

標準的なサービス内容  

標準的な人員配置   

各サービスの運営基準、報酬単価等の設定  
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系の見直し  

○ 障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、障害種別ごとに分立した  

33種類の既存施設・事業体系を、6つの日中活動に再編。  

・「地域生活支援」、「就労支援」といった新たな課題に対応するため、新しい事業を制度化。  

・24時間を通じた施設での生活から、地域と交わる暮らしへ（日中活動の場と生活の場の分離。）。  

・入所期間の長期化など、本来の施設機能と利用者の実態の帝離を解消。このため、1人1人の利用者に対し、身   

近なところで効果的・効率的にサービスを提供できる仕組みを構築。  

＜現  行＞  

日中活動  
重 症 心 身 障 害 児 施 設  

（ 年 齢 超 過  児 ）  
以下から－又時機数の事業を選択  

進行性筋萎縮症療養等給付事業  

【介護給付】   

①療養介護  
（医療型）   

※ 医療施設で実施。  

②生活介護  
（福祉型）  

【訓練等給付】   

③ 自立訓練  
（機能訓練・生活訓練）  

④就労移行支援  

⑤就労継続支援  
（雇用型、非雇用型）  

【地域生活支援事業】  

身 体 障 害 者 療 護 施 設  

新
体
系
へ
移
行
（
※
）
 
 

更 生 施 設（身 体・知 的）  

施設への入所  授産施設（身休・知的・精神）  

小規模授産施設（身体・知的・精神）  

又は   

福祉工場（身体・知的・精神）  

居住支援サービス  

（ケアホーム、グループホーム、  

福祉ホーム）   

精神障害者生活訓練施設   

精神障害者地域生活支援センター  

（デ イ サ ー ビ ス 部 分）  

障 害 者 デ イ サ ー ビ ス  
⑥ 地域活動支援センター  

※ 概ね5年程度の経過措置期間内に移行。  
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折しい事業の利用者儒  

利用者像   現行制度における主な対象者   

○ 常時介護が必要な障害者であって、次のいずれかに該当する者   
《通所》  

一知的障害者通所更生施設全体の約6割  

《入所》  
生活介護  護3程度））以上  

・身体障害者療護施設全体の約9割  

②年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が、区分2（要介護1程  ・知的障害者入所更生施設全体の約6割  

度）（施設入所は区分3（要介護2程度））以上   

等  

0 医療及び常時の介護を必要とする障害者のうち、長期の入院による医   

療的ケアを要する看で、次のいずれかに該当する者  

① 筋萎縮性側索硬化症（AJS）患者等気管切開を伴う人工呼吸器に  

療養介護  よる呼吸管理を行っている看であって、障害程度区分が、区分6（要介  
・重症心身障害児施設  

・国立病院委託病床  
護5程度）  

② 筋ジストロフィー患者、重症心身障害者であって、障害程度区分が、  

区分5（要介護4程度）以上   

※ 現行の支援費施設利用者については、経過措置として、平成23年度末までの間、継続して利用が可能。  
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利用者像   現行制度における主な対象者   

①入所施設・病院を退所・退院した看であって、地域生活への移行等を図る上で、身   
体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者  

自  
機能訓練  ・身体障害者更生施設 等  

立  
回復などの支援が必要な者 等  

訓  

練  
①入所施設・病院を退所・退院した看であって、地域生活への移行を図る上で、生活   
能力の維持・向上などの支援が必要な者  ・知的障害者入所・通所更生施設  

生活訓練            ②養護学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地  ・精神障害者生活訓練施設 等  
域生活を営む上で、生活能力の維持暮向上などの支援が必要な者 等   

○ 次に掲げる看であって、一定期間にわたる計画的なプログラムに基づき、就労に必   

要な知識及び能力の向上、企業等とのマッチング等を図ることにより、企業等への雇  

就労移行支援  用又は在宅就労等が見込まれる者（65歳未満の者に限る）  ・入所・適所授産施設 等  

①企業等への就労を希望する者  

② 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者   

○ 次に掲げる者であって、就労の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上を   

図ることにより、当該事業所において雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる者  

（利用開始時65歳未満の者に限る）  

雇用型  （D就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者  ・福祉工場 等  

（∋盲■ろう・養護学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつか  

就  
なかった者  

労  
③ 企業等を離職した者等就労経験のある着で、現に雇用関係の状態にない者  

継  ○ 次に掲げる看であって、就労等の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上・   

続  維持が期待される者   

支  （D 企業等や就労継続支援事業（雇用型）での就労経験がある看であって、年齢や   

援  体力の面で雇用されることが困難となった者  

非雇用型  t入所・通所授産施設 等                    ②就労移行支援事業を利用したが、企業等又は就労継続事業（雇用型）の雇用に  
結びつかなかった者  

③①、②に該当しない看であって、50歳に達している者、又は試行の結果、企業  

等の雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業（雇用型）の利用が困難と判  

断された者   

※ 現行の支援費施設利用者については、経過措置として、平成23年度末までの間、継続して利用が可能0 7   



上グループホーム・ケアホーム】  

利用者像   現行制度における主な対象者   

グループ  
○ 就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・   

ホーム  
精神障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、相談  

等の日常生活上の援助が必要な者一   

○ 生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している次に掲げる知  
・知的障害者・精神障害者グループホーム  

的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生活を営む  
ケアホーム  

上で、食事や入浴等の介護や日常生活上の支援を必要とする者  

一 障害程度区分が、区分2（要介護1程度）以上である者   

※ 身体障害者については、重症心身障害者など、単身で地域生活を営むことが困難な極めて重度の者によるケア  

ホームの利用を試行的に認め、効果を検証しながら検討。  
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邑□過昔青の取。臥ヽ  

1．事業者に関する経過措置  

l  

l  

：平成18年10月1日時点で、現に運営している支援責対象施設及び一部の精神障害者社会復帰施設について、平成23年度末ま；  
l ：での間は、経過措置として、従前の形態による運営が可能。  
l  ■ ■ ■ ■ ■l－ ▲－ ●l■ ■ ■● ■■ ■■ ■■ 一 ■ ■▼ ■ 一 ■ ■■■ 一● ■ － ■ ■■－－－ ■ － ■ ● ●■ ●－ ■■ － ■■ ■■ － －－ －■■ － ■■ － － － － － －■■ －■－ － － － － － －一 一－ － － － ■－ － － － － －－－ － － －－ － 一－ ■－1一 一－ － － － － －－－■－■ － － －－－－ －－■ ●－ － － － － －■■ －▲ － －－ ■－ －■ ■ ■－ ■－ － ■ ■ ■ ● ■■－ － ■ ■ ■－ ■－■  

2．利用者に関する経過措置  

l  

l  

ぎ 平成18年9月末時点で、支援費対象施設に入所・通所している者については、事業者が新しい事業へ転換しても、経過措置とし  
：て、引き続き平成23年度末までの間は継続的に入所・通所が可能。 l  
l＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿一■■－■－＿■■■■－●－－－－－－－－－－・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－  

【対象施設】  
＿－ － － ■■ － － ■ ■ ● － ■■ －▼ －－ ■－ 一一 －－ －－ － － －－ － － －－ － －－－－ －一－ － － －－ － － －－ －－ 一－ － － － － 一 － － － － － － － － －－ － － － － － － － － － － － －－ － － － － － － － － － ● － － － － ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ － ‾ ‾‾ ‾ ‾ － ‾ ‾ ‾ ‾ ヽ  

（
入
所
）
 
（
通
所
）
 
 

；○ 身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者入所授産施設、  
io一知的障害者入所更生施設、知的障害者入所授産施設、知的障害者通勤寮  

l ：○ 身体障害者適所授産施設  

；○ 知的障害者通所授産施設、知的障害者通所更生施設  
；○ 各入所施設の通所部 l  

■ － 一 ■ ■■■■ ■ － 一 －－ － － 一 一－ － ●－ － －－－ － － － － －－ － 一 一－ －■一● －■ － － －－ 一●■ ■ － － ● ■■ － ● ■ － ■ 一  

【対象者】  

○次のいずれにも該当する者  

（1）平成18年9月末時点で、支援費の支給決定を受けて、施設に入所・適所している  

（2）平成18年10月1日以降も、同一施設に継続的に入所・適所している  

【支給決定の取扱い】  

○事業者が新体系へ移行した場合、経過措置対象者であっても、改めて新制度における支給決定を行うことが必要0その上で、障害程度区分等の  
要件に該当しない場合であっても、平成23年度末までは引き続き利用が可能0  
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折しい事業の人員配置  

サービス提供職員  

・事業ごとに、標準的なサービスを提供するために必要な人員基準を設  

定。  

・生活介護及び療養介護については、事業者ごとに、利用者の平均的な  

障害程度に応じた最低基準を設定するとともに、事業者の判断により、こ  

れより高い水準の人員配置をとることを可能とし、報酬上もー定の評価。   
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各事業の概要  

【利用者像】   

設lこおいて ○ 地域や入所施、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者  
l【‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●●－‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■－‾‾■■■■■－－■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－一一－－－－－一一－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－一一＿   

；○常時介護が必要な障害者であって、次のいずれかに該当する者   
一 

（要介護2程度，，以上である者  
l－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

（具体的な利用者のイメージ）  

■ 身体機能の状態から、在宅生活を維持することが困難であり、施設に入所して介護を受けながら安定した生活をしたい  
・病院は退院したが、介護等の支援が必要なため、直接地域生活へ移行することには、不安がある  
一 訓練施設を利用していたが、障害の状態が悪化し、介護が必要な状態になった  

【サービス内容】   

○ 食事や入浴、排せ つ等の介護や日常生活上の支援を提供。   

○ 併せて、脚   

○ これらを通じて、身休能力、日常生活能力の維持・向上を目指すn  

（サービス内容）  （職員配置）   

※1居住の場として、夜間の介護等を行う「施設入所支援」を実施。  

※2 利用期間の制限なし（利用者の状態に応じて地域移行を支援）。  11   



【生活介護の標準的な支援内容（案）】  

目  標  主な支援内容   

・移乗支援（ベット→車椅子等の自力移乗に向けた指導・訓練、身体能力の向上等）  

身体能力  
・摂食支援（全介助→一部介助、経菅栄養→経口摂取に向けた指導・訓練・食事用  

及び日常  自助具の作成、食事の二次的加工等）  

生活能力  
・排泄支援（おむつ→自力でトイレに向けた時間設定による排尿誘導、おむつ交換、  

（行動障害  導尿管理）  

身体能力及び日  
・コミュニケーション支援（声かけ、聞き取り、代弁、代筆、コミュニケーション機器支援）  

常生活能力の維  
・健康管理（服薬支援、薬の管理、経菅栄養、口腔ケア、体重測定等）  

持・向上  
生産活動   ・生産活動の機会の提供（食品加エ、リサイクル、縫製、印刷、軽作業等）  

・本人の状態（心理的な側面、例えば不安や挫折感）の理解  

・本人の状態をいたわり、原因の増加を抑制  

行動障害  ・本人の安心と安定の確保（主にメンタルケアにより信頼を培う）  

・信頼と人間関係を軸に行動障害の改善に導く   

・脊椎側奪症の予防  

ニ次障害の予防  
・裾創の予防  

・廃用症候群の予防   

・快適な排泄の確保（プライバシー保護、随時のおむつ交換等）  

・入浴の安全性・快適性の確保  
生活の質（QOL）の維持・向上  ・補装具・福祉用具等の利用者支援・管理  

・社会参加支援（レクレーション活動等）  

・学習・運動等の個別支援   
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【利用者像】  

卿こよる医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者  
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●●‾●‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－－‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾－ 

：○医療及び常時の介護を必要とする障害者のうち、長期の入院による医療的ケアを要する看で、次のいずれかに該当する者  
：①筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害程度区分が区分   

6（要介護5程度）以上   

： ②筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害程度区分が区分5（要介護4程度）以上  
L－－・－－－－－・－■－－■一－・－－・－－－－－－－－－t一一－－－ －・－－・－－ －－－－－－－－－－－－－－・－－－－－■●－■－一一■■一一■■－■■■■t■■■ ■■t■■■ ■一●■●－■■■■－■■■■■ －－－－－●－■．－－．－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

（具体的な利用者のイメージ）  

・筋萎縮性側索硬化症（AJS）患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている  

・入院医療に加え、常時の介護が必要な筋ジストロフィー症患者  
■ 入院医療に加え、常時の介護が必要な重症心身障害者  

【サービス内容】  

卿こよる医学的管理の下、食事や入浴等の介護を提  

併せて日常生活上の＿相遜支援卓出造会垂迦j  
ション支援  

た、声かけ、聞き取り等のコミュニケー  

l体能力、日常生活能力の維持・向上を目指   

（職員配置）  

これらを通じて   

（サービス内容）  

疾病の治療  
健康管理  

服薬管理 等  

医療保険  
l  

障青春施設等入院基本料等  

※1食費については、医療保険より給付。  
※2 利用期間の制限なし（利用者の状態に応じて地域移行を支援）。  13   



【療養介護の標準的な支援内容（案）】  

目   標  具体的支援内容   

身体能力及び  ・移乗支援（ベット→車椅子等の自力移乗に向けた指導・訓練、身体能力の向上等）  
日常生活能力  ・摂食支援（全介助一→一部介助、経菅栄養→経口摂取に向けた指導・訓練・食事用  
（行動障害を   自助具の作成、食事の二次的加工等）  
除く）   ・排さ世支援（おむつ→自力でトイレに向けた時間設定による排尿誘導、おむつ交換、  

身体能力及び日  導尿管理）  

常生活能力の維  ・コミュニケーション支援（声かけ、聞き取り、代弁、代筆、コミュニケーう勺ン機器支援）  

持・向上  
行動障害   ・本人の状態（心理的な側面、例えば不安や挫折感）の理解  

・本人の状態軋＼たわり、原因の増加を抑制  
■本人の安心と安定の確保（主IJンタルケアにより信植を培う）  

・信頼と人間関係を軸に行動障害の改善に導く   

・脊椎側奪症の予防  

・裾創の予防  

ニ次障害の予防  ・廃用症候群の予防  

・急変などのリスク予防のための観察、見守り（超重症児等）   

疾病の治療  ・てんかん発作の予防・治療  

・呼吸器疾患（呼吸器感染症等）の予防・治療  

一消化器疾患（逆流性食道炎等）の予防・治療  

・筋疾患の管理・治療   

生活の質（QOUの維持・向上   ・快適な排泄の確保（プライバシー保護、随時のおむつ交換等）  
・入浴の安全性■快適性の確保  

・補装具・福祉用具等の利用者支援・管理  

・社会参加支援（レクレーション活動等）  

・学習・運動などの個別支援   
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③  自立訓練（機能訓練）事業  
【利用者像】  

○ 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必重な身体障害者   

：①入所施設頒院を退所・退院した看であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維掛回復など：  
l  

：の支援が必要な者  
：②盲・ろう・養護学校を卒業した看であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 等 ：②盲・ろう・養護学校を卒業した看であって、地域生活を営ヰ  
l  

（具体的な利用者のイメージ）  

・病院で一通りのリハビリテーションは行ったが、地域において実生活を送る上では、家事等にまだ不安がある  
・施設を退所し、地域生活へ移行するため、日常生活上の実践的なトレーニングを受けたい  
・養護学校を卒業し、就労したいと考えているが、障害の状態から作業がこなせるかどうか不安  

【サービス内容】  

の身休的リハビリテーションや歩行訓練やコミュニケーション、家事等の卦  法や  

の関係サービス機関との連絡調整等の   併せて、日常生活上の相談支援や就労移行  

これらを通じて、地域生活への移行を目指す  

（想定される移行先）  

（サービス内容）  （職員配置）   （
状
態
が
改
善
）
 
 
 

※1原則、通所や訪問によるサービスを組み合わせ、必要に応じ施設入所を付加。  

※2 利用期間を限定（原則、1回限り、更新可）。  15   



【自立訓練（機能訓練）の標準的な支援内容（案）】  

通所前期（基礎訓練期）   適所後期（移行・日常生活訓練期）   訪問期   

期  間   6ケ月間   6ケ月間   6ケ月間   

日 中 適 所   ○※   ○※   ×   

訪  問   ×   ×   ○   

ADL（日常生活  
○ 施設内等での基礎的訓練（理学療   ○ 地域において安定的な日常生活を営むための訓練（理学療法、作業療法、言  

動作）、IADL  
法、作業療法、言語療法の個別的指   譜療法のグループ指導、自助具・装具適応及び改良、白杖等に歩行訓練、ロー  

導による心身機能の向上）   ルプレイ等による日常生活関連動作の向上）  

（日常生活関連 動作）の向上                   → 医療機関におけるリハビリテー   ○ 社会経済活動への参加のための訓練（書字・読字・手話等のコミュニケーシ  

ションのフォローアップ   ション訓練、作業訓練、公共交通機関を利用した外出訓練等）   

○就労、職業訓練等他のサービス提  

供体制との調整  

○ 本人、相談支援事業者等関係機関との調整  ○住環境の調整（住居の確保、住宅  

○ 地域の社会資源に関する情報提供  改修等の助言及び調整）  

社会活動参加  ○ボランティア等地域の社会資源と  

の調整  

○ パソコン等情報機器の利用  

○ その他スポーツ、レクリエーション等   

○ 健康維持のための指導・助言（血圧・脈拍、自覚症状等のチェック、血糖値の測定等）  

○ ニ次障害予防を含む具体的な看護計画（疲労、転倒、療病等への配慮、運動許容量の検討、事故防止）の作成  

健康管理  ○ 症状や障害の経過観察（じょく庸、インスリン注射、導尿カテーテルの挿入、浣腸、摘便等の処置及び介護に係る具体  

的な指示）  

○ 服薬管理   

○ 施設内での入浴、排泄介助、身辺   ○ 地域生活における身辺、食事、排泄等の自立へ向けての対応  

介助等   ○ 家族への助言  

その他  ○ 今後の生活設計を構築する上での相談・援助  

○ 地域生活・就労移行支援等他のサービス利用に向けた安定的な生活のための  
相談・援助   

※地域の社会資源の状況から通所することが困難であるなど、一定の条件に該当する場合、施設入所も可能。  
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④  自立訓練（生活訓練）事業  
【利用者像】  

0地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知  皇室．凄奮±由爪音圭   

1 ヱ①入所施設・病院を退所・退院した看であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者  
：②養護学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必  
：要な者 等  
l  

（具体的な利用者のイメージ）  

・施設を退所し、地域生活を送る上で、日常生活を営むための準備を行いたい  

■ 長期間入院していたため、食事等の家事を行えない  

・養護学校を卒業し、就労したいと考えているが、障害の状態から職場環境に適合できるかどうか不安  

【サービス内容】   

○ 食事や家事等日常生活能力を向上   

○ 併せて、日常生活上の相談支援やラ   

○ これらを通じて、地域生活への移行  

ための支援を実施 

事業所等のサービス機関との連絡調整等の支援を実施。  

。  

捜圭⊥  

（想定される移行先）  

（サービス内容）  （職員配置）   （
状
態
が
改
善
）
 
 

※1原則、通所や訪問によるサービスを組み合わせ、必要に応じ短期滞在、施設入所を付加。  

※2 利用期間を限定（原則、1回限り、更新可）。   17   



【自立訓練（生活訓練）の標準的な支援内容（案）】  

① 長期入所者■入院患者  

退所・退院早期  適所期・訪問導入期   訪問期  

（訓練準備期）   （生活習≠♯得期）   （定着期）   （フォロー期）   

期  間   12ケ月間   6ケ月間   6ケ月間   12ケ月間   

日 中 適 所   ○   ○   ○  

訪  問   △   △   ○   ○   

長期入院・入所  ○施設又は病院が準備したグループホーム等において訓練’Ⅶ‾‾－「   ○地域移行した際に活    の   
者特記事項   Ⅵ■＿一一¶－Ⅶ，一．．．▼」  

用の可能性のある福祉  

0具性的な地域生活の理鮭と動機   ○実際の移行先の調整   サービスに係る情報を提  
鯉吐（例：視覚的にわかりやすい  ○環境の変化に伴う心理的  供   
情報提供や棲めて短期的なグルー  不安を解消  
ブホームの体験）  

ADL，lADLの向  ○生活リズムの確立   理、買い物∴陽除   ○日常生活関連動作に  ○訪問により食事、服薬、掃除、   

上   ○食事．排泄等の基本動作の習得   などの日常生活関連動作   ついて直接的な支援   洗濯、身だしなみの状況確認  

○着脱衣、洗面等の身辺処理の習  金里見   から、本人の自主的  や相談に応じる   

農  
な取り組みを促す支  
援の方法に切り替え  
る  

社会経済活動  ○コミュニケーション能力を身につ  人の地域生活のルール  ○金銭管理   ○訪問により福祉サービス利   
参加能力の向  ける   全管理）、マナーの習   0交通欄腰L昔話の利   用、金銭管理等の状況確認や   
上  盟   用．  相談に応じる  

e蓋切な人間関係の構築を  ○社会生活に関する習  ○必要に応じて、事業者、利  

図るための基礎を習得   且＿但定羞   用者と圏域（地域）でのコー  

○社会生活全般に関する習   ・対人関係を築く   デイトト等との協力・連携を  
慣の習得   ・生活上の社会経済  図ることにより、地域生活  

活動への参加のため  
の訓練  る   

※ 地域の社会資源の状況から適所することが困難であるなど、一定の条件に該当する場合、施設入所も可能。  
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②養護学校卒業生等  

適所前期（生活習慣習得期）   適所後欄巨訪問導入期（定着期）   訪問期（フォロー期）   

期  間   6ケ月間   6ケ月間   12ケ月間   

日 中 通 所   ○※   ○  

訪  問   △   ○   ○   

ADL．1ADLの向   ．買い物．綿億   ○日常生活関連動作について直接   ○訪問により食事、服薬、掃   
上   の日常生5舌関連動作の習得   的な支援から、本人の自主的な   除、洗濯、身だしなみの状  

取り組みを促す支援の方法に切  況確認や相談に応じる   

リ替える  

社会経済活動   0大人の地域生活のルール   ○金銭管理   ○訪問により福祉サービス利   
参加能力の向   （安全管理）．マナーの習   ．電話の利用   用、金銭管理等の状況確認   
上   登   ○社会生活に賭する習慣 

○適切 
の定着  

や相談に応じる  

な人間関係の績隻を  
・対人関係を築く  

○必要に応じて、事業者、利  

図るための基礎を習得  用 と ・（ ）でのコー  
・生活上の社会経済活動への参   

○社会生活全般に関する習慣  
デイトト等との協力・連携  

の習得  
加のための訓練   を図ることにより、地域生  

活の安定が図れるよう協力  
する   

※ 地域の社会資源の状況から通所することが困難であるなど、－・定の条件に該当する場合、施設入所も可能。  
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【利用者像】  

′ヽ ＿地古書月  一 定期間にわたって知識・能力の向上や企業等とのマッチングを図ることにより、就労等の  
l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－－－－－－－－－一一－－－一一－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

l ：○次に掲げる看であって、一定期間にわたる計画的なプログラムに基づき、就労に必要な知識及び能力の向上、企業等とのマッチング等を図ることにより、企業等へ；  
の者に限る）  

‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＿＿＿●●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿l  

（具体的な利用者のイメージ）  

・養護学校を卒業したが、就労に必要な体力や準備が不足しているため、これらを身につけたい  
・就労していたが、体力や職場の適性などの理由で離職した。再度、訓練を受けて、適性に合った職場で働きたい  
・施設を退所し、就労したいが、必要な体力や職業能力等が不足しているため、これらを身につけたい  

就労移行支援事業の利  
用により、就労し、職場に  
定着している者が多数いる  
場合、その成果に着目した  

【サービス内容】   

○問   

○＿適性に合った職場還 しや就労後の職場定蓋のための支援を実施ひ   

らを通じて、働 こ合った職場に就労・定着を図るn  

報酬上の評価を検討。  

（想定される移行先）  

（サービス内容）  （職員配置）   

能
力
の
向
上
）
 
 

○
 
 

※1適所によるサービスを提供、必要に応じ施設入所を付加。  

※2 利用期間を限定（原則1回限り、更新可）。  

20   



【就労移行支援の標準的な支援内容（案）】  

通所前期   適所中期   通所後期   訪問期  

（基礎訓練期）   （実践的訓練期〉   （マッチング期）   （フォロー期）   

期  間   6ケ月間   6ケ月間   12ケ月  

基礎的体力、理解  
○基礎体力をつける  

力、作業能率等の 向上   ○製造、事務等における一般知 識の習得  
○整理整頓   

持続力、集中力等 の労働習慣と意欲 の向上  ○集中力や持続力、協調性を身 につける  ○ 終業習慣の確立、作業時等の不測な事態への対応力向上   
・就職後の継続支援（就職後支援）  

職場における協調 性の向上  ○ 対人関係を築く   
○ 職場での技能、マナー、挨拶、言葉遣い、身なり等の習得   

職場規律、社会規  ○ 仕事の責任の理解   ○ 遅刻、欠勤に対する指導   
律の遵守  ○ 品質、納期の理解   

○報告、連絡、相談対応力の向上  

職場への定着   ○ 適性や課題の把握  ○職場見学、職場体験実習  ○適性に合った職場探し  
○施設外（企業内）授産   （求職活動）   

その他   ○ 健康管理 ○ 金銭の使用、管理等 ○ 面接技法の習得   

※ 地域の社会資源の状況から通所することが困難であるなど、一定の条件に該当する場合、施設入所も可能。  

21   



（資格取得型～あん摩マッサージ指圧師・鍼師灸師資格取得の例～）  

1学年   2学年   3学年   4学年   5学年   

○科学的思考の基盤  ○科学的思考の基盤  ○科学的思考の基盤  

通  基礎分野  人間と生活  人間と生活  人間と生活  

常  
課  0疾病の成り立ち、その  

程  
○人体の構造と機能  

予防及び回復の促進  
専門基礎分野  ○人体の構造と機能  ○疾病の成り立ち、その     ○保健医療福祉とあはき  

卒  
予防及び回復の促進  

の理念  

以  

上  ○基礎あはき学  

者  
○基礎あはき学  

○臨床あはき学  ○臨床あはき学  

専門分野  
○実習  

○実習  ○社会あはき学  

○総合領域  ○実習  

○総合領域   

○科学的思考の基盤   0科学的思考の基盤   ○科学的思考の基盤   ○科学的思考の基盤   ○科学的思考の基盤  

基礎分野  人間と生活   人間と生活   人間と生活   人間と生活   人間と生活  

特  ○疾病の成り立ち、その  
○人体の構造と機能  

予防及び回復の促進  別  
専門基礎分野  ○人体の構造と機能  課  ○疾病の成り立ち、その     ○保健医療福祉とあはき  

程  
予防及び回復の促進  

の理念  

中  

卒  ○基礎あはき学  
○臨床あはき学  

0基礎あはき苧  

者  
○基礎あはき学   ○臨床あはき学  ○臨床あはき学  

○実習  
○臨床あはき学  

専門分野  
○実習   ○実習   ○社会あはき苧  

○総合領域  
○実習  

○実習  ○総合領域   

※地域の社会資源の状況から通所することが困難であるなど、一定の条件に該当する場合、施設入所も可能。  
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⑥  業（雇用型  
【利用者像】   

′、   ±墟L出▲コ：■■▲－  

援事業等を利用したが一般企業の雇用に結びつかない者等であって、就捌削こ力、力、  

の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な者  

l  

：○次に掲げる看であって、就労の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上を図ることにより、当該事業所において雇用契約に基づく就労が可能 喜  
： と見込まれる者（利用開始時、65歳未満の者に限る）  
： ①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者  

なかった者  

l－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

（具体的な利用者のイメージ）  

・養護学校を卒業して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している  
・一般就労していたが、体力や能力などの理由で離職した。再度、就労の機会を通して、能力等を高めたい  
・施設を退所して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している  

【サービス内容】   

○事業所内において、雇用契約に基づいて就吏の機会を提供。   

○ これらを通じて、一般就労に必婁な知識一能力が高まった者は、一般就労への移行に向けて支援。  

（
知
識
・
能
力
の
向
上
）
 
 

（職員配置）  （サービス内容）  
（想定される移行先）  

日中活動  
‾‾「  

l  

l  

l  

l  

l  

l  l  1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

l  

一般就労 など  

※1通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供。  
※2 利用期間の制限なし（利用者の状態に応じて、一般就労等への移行を支援）。  23   



【就労継続支援（雇用型）の標準的な支援内容（案）】  

達成日標   主な支援内容   

○ 基礎体力をつける  
基礎的体力、理解力、作業能力等 の向上      ○，製造・事務等における一般知識  

○ 長所・特技を伸ばす   

持続力、集中力等の労働習慣と意欲  ○ 集中力や持続力、協調性を身につける   
の向上   

○ 就業習慣確立、作業時等の不測の事態に対する対応   

職場における協調性の向上   ○ 職場での技能、マナーの習得・対人関係を築く   

○ 決めたこと、決められたことを守る  

○ 仕事の責任の理解  
職場規後 社会規領の遵守  ○ 遅刻・欠勤に対する指導  

○ 品質、納期の理解   

○ 適正や課題の把握  

職場への定着  ○ 就労に向けての心構え、意欲の向上・問題点の克服  

○ 労働安全衛生対応力（報告、連絡、相談）の向上   

雇用関係への移行   ○ 就労能力等が高まった者について雇用関係への移行に向けて支援   

○ 健康管理面の管理、身辺管理等・就業習慣確立、作業時等の不測の事態に対する対応  

その他  ○ 各種福祉サービスの把握  

○ 金銭の使用、管理等   
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認 就労継続支援事業 （ 
非雇用型  

【利用者像】  

○ 就労移行支援事業等〒   

を通じ、生産活動にかか  
したが一般企美事の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会  

能力の向上や維持が期待さ也墨量  

l  

；○次に掲げる看であって、就労等の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上一維持が期待される者  
： ①企業等や就労継続支援事業（雇用型）での就労経験がある看であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者  

： ②就労移行支援事業を利用したが、企業等又は就労継続事業（雇用型）の雇用に結びつかなかった者  
って、50歳に達している者、又は試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業（雇用型）の  

．一去  

l  

（具体的な利用者のイメージ）   

■ 就労移行支援事業を利用したが、必要な体力や職業能力の不足等により、就労に結びつかなかった   

・一般就労していて、年齢や体力などの理由で離職したが、生産活動を続けたい   

・施設を退所するが、50歳に達しており就労は困難  

【サービス内容】   

○ 事業所内において、就労の機会や生産活動の機会を提  糾ま結ばない  

エ賃の支払い日棲水準を設定し、岳のアップを図る。  
これらを通じて、知識・‡能力が高まった者について、就労への移行に向けて支援。  

（サービス内容）  （職員配置）   
（想定される移行先）  

能
力
の
向
上
）
 
 

○
 
 

日中活動  

一般就労  

就労継続支援事業  

（雇用型）など  
l  

l  

l  

1  

1  

l＿＿＿＿＿●＿ ＿＿．＿＿＿ ＿ ＿ ＿＿一一－－－－・－ －  

※1通所により、就労の機会や生産活動の機会を提供。  
※2利用期間の制限なし（利用者の状態に応じて、一般就労等への移行を支援）。  25   



【就労継続支援（非雇用型）の標準的な支援内容（案）】  

達成日模   主な支援内容   

基礎的本力、理解力、作業能力等  
○ 基礎体力をつける  

の向上  
○ 製造・事務等における一般知識  

○ 長所・特技を伸ばす   

持続力、集中力等の労働習慣と意欲  ○ 集中力や持続力、協調性を身につける   

の向上   
○ 就業習慣確立、作業時等の不測の事態に対する対応   

職場における協調性の向上   ○ 職場での技能、マナーの習得・対人関係を築く   

○ 決めたこと、決められたことを守る  

○ 仕事の責任の理解  
職場規後 社会規紳）遵守  ○ 遅刻・欠勤に対する指導  

○ 品質、納期の理解   

○ 適正や課題の把握  

職場への定着  ○ 就労に向けての心構え、意欲の向上・問題点の克服  

○ 労働安全衛生対応力（報告、連絡、相談）の向上   

雇用関係への移行   ○ 就労能力等が高まった者について雇用関係への移行に向けて支援   

○ 健康管理面の管理、身辺管理等・就業習慣確立、作業時等の不測の事態に対する対応  

その他  ○ 各種福祉サービスの把握  

○ 金銭の使用、管理等   
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診 グループホーム（共同生き  ・ケアホーム（共同生さ  

【利用者像】   

O t∃中、瑚続支援等 のサービス  

支援を必要とする者  

であって、地域生活を営む上で、一定の日常生活上の  してい  

：（グループホーム）  

：○ 就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している次に掲げる知的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日  
常生活上の援助が必要な者  

：（ケアホーム）  

：○ 生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護   

や日常生活上の支援を必要とする者   

・障害程度区分が区分2（要介護1程度）以上である者  

（具体的な利用者のイメージ）  

・単身での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら、地域の中で暮らしたい  

・一定の介護が必要であるが、施設ではなく、地域の中で暮らしたい  

・施設を退所して、地域生活へ移行したいが、いきなりの単身生活には不安がある  

【サービス内容】   

○ グループホーム（共同生活援助）については   

○ ケアホーム（共同生活介護）については、食】   

○ また、日常生活上の相談支援や日中活動の  

等の日常生活上の支援を提供。  

、排せつ等の介護を併せて提供。  
の関係機関との連絡調  ため、就労移行  

（
状
態
が
改
善
）
 
 

（サービス内容）   （職員配置）  （想定される移行先）  

ケ
ア
ホ
ー
ム
 
 
 

「
1
ノ
ー
ー
・
・
し
 
 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
 
 

単身生活等への移行を支援）。   利用期間の制限はなし（利用者の意向や状態に応じ  ※1  

※2  27   介護サービスについては、ケアホーム事業者の負担により、ホームヘルプ事業者への委託による提供が可能0  



【グループホーム・ケアホームの標準的な支援内容（案）】   

① 共同生活援助（グループホーム）  

主な支援内容   

・食事の援助  
日常生活の質の維持・向上     ・掃除、洗濯、買い物、脱着衣等の日常生活関連動作の支援  

・健康管理、服薬管理、金銭管理の援助  
・緊急時の応急対策   

・地域生活のルール、適切な人間関係に関する支援  
相言炎援助、日常生活指導     ・相談、日常生活指導、会話などを通じたコミュニケーション支援  

・余暇活動の支援   

日中活動のアレンジ   
・日中活動に係る就労先企業やサービス事業所との連絡調整（事業所間での連携により、利用者の意向や  
健康状態等を、サービス内容に反映）  

・日中活動を含めた利用者負担上限額の管理   

② 共同生活介護（ケアホーム）  

主な支援内容   

・食事の介護  
・掃除、洗濯、買い物、脱着衣等の日常生活関連動作の介護  
・移乗支援（ベッドから車椅子等）、排泄支援、入浴支援 等  

日常生活能力の維持・向上            ・健康管理、服薬管理、金銭管理の援助  

・本人の安心と安定の確保（主として行動障害）  
・緊急時の応急対策   

・地域生活のルール、適切な人間関係に関する支援  
相談援助、日常生活指導     ・相談、日常生活指導、会話などを通じたコミュニケーション支援  

・余暇活動の支援   

・日中活動に係るサービス事業所との連結調整（事業所間での連携により、利用者の意向や健康状態を、  

日中活動のアレンジ  サービス内容に反映）  
・日中活動を含めた利用者負担上限額の管理   28   



グループホームtケアホームに係る指定、職員配置基準等の考え方（案）  

①事業者指定の考え方  

○ 個々の住居ではなく、一定の範囲内に所在する住居の特定を行った上で、法人ごとにグループホーム・ケアホーム事業   

者を指定する。  

○ 最低定員（4人）については、事業者全体で満たせば良い。  

②職員配置基準の考え方   

○ サービス管理責任者については、事業者ごとに配置。  

○ 世話人及び生活支援貞については、事業者及び近接した住居の利用者総数に応じて、一定の人員を配置。   

○ 一任居当たりの利用者は2人以上とする。  

（注）○で囲んでいる部分は1人の世話人が従事  

できる範囲  
．．＿ ＿ ＿．＿ ＿ ＿．．＿．．＿ ＿．．．■ ■■ ■ － － － － － 一 一 一 － ■ ■■ ■■ ■ ■－ －－ ■‘■■ ■ ■ ■■■‾ ‾■  「  

： サービス管理責任者を1人以上配置（○：1を標準）王  
－ ■ － ■ ■ ■ － － ■－ ●－ ●－ －■■ －－ －－ ■－ －－ － － 一 一 －－ ■■■－ 一 一 － － －－ － －－ － ■■ ■ ■－ －  
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ケアホームの人員配置と評価の仕組み  

○ 世話人は、グループホームと同様、事業者及び近接した住居の利用者総数に対して配置し、報酬上評価。  

○ 生活支援員は、個々の利用者の障害程度に応じて配置し、報酬上評価。  

○ 事業者に対し、夜間における緊急時の対応を義務付け、さらに夜間支援体制に応じて報酬上評価。  

非該当   区分2  区分3  区分4   区分5  区分6   

＋  （要介護1）…（要介護2）（要介護3）（要介護4）（要介護5）  
区分1  

（要支援）  
●●●●●●●●●●●●●  

＝＝＝＝◆  

生活支援員  

●●●●●●●●●●●●●  

●●●●●●●●●●●●●  

●●●●●●●●●●●●●●  

ルフ○ホ1  ケ  ア  ホ  ム  

区
分
ご
と
に
必
要
と
な
る
‡
用
を
報
酬
上
評
価
。
 
 
 



グループホーム等の規模・立地について  

◇ グループホームの規模や病院等の敷地内にグループホームを設置することについ  

ては、関係者の問に様々な議論がある。  

必要性があるとの意見  

【規模に関する意見】   

t 利用者が、既存の社会資源を活用し   
ながら安価に住宅の利用するためには、   

大規模であっても社宅等をグループ   

ホームとして活用できるようにすべきで   

はないか。  

【立地に関する意見】  

・現実に、既存住宅の利用を図ることが   
困難な中で、建物を新築したりすること   
はやむを得ず、この場合に自らの敷地   
を利用することを否定できないのでは   

ないか。  

31   







2．新しいサービス体系における  
事業運営のポイント  
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1．障害種別の取扱い  

○ 障害種別にかかわらず、必ず利用者を受入れなくてはならないのか。  
■－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■－－－‾■■●－－－－－－－－一－－－－－－－－－－一一－－一一－－－－－－－－－－一－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－一一－－－ 

l   

◇ 障害者自立支援法においては、障害種別にかかわらず、施設体系を一元化し、全て   
の障害者の受入れが可能になる。   

◇ サービス提供の場面では、障害特性に応じた専門性に、十分配慮する必要がある。  

○ 事業者においては、障害種別にかかわらず、利用者を受け入れることが基本。  

○ しかしながら、サービスの専門性を確保するため、特に必要がある場合においては、あらか  

じめ、事業者ごとに、障害種別により、「主たる対象者」を定めることができることとし、この範囲  

に該当する者から利用申込があった場合には、応諾義務を課すこととする。  

【具体的な取扱いのイメージ】  

（D事業者は、運営規程において、「主たる対象者」を定めることを可能とする。   
※「主たる対象者」の範囲については、障害種別による特定に限り認める。  

（身体障害のうち、肢体不自由、視覚障害、言語聴覚障害、内部障害を特定する場合を含む。）  

②「主たる対象者」を定めた事業者については、指定申請の際に、その理由を付したものを併せて、都道府県  
知事へ提出する（変更は届出）。  

③各事業者は、「主たる対象者」について、重要事項説明書や広告等により、利用者へ周知。  
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2．入所施設における白中澤動と住まいの場の分離  

（1）支給決定  

市町村は、1人1人の利用者に対し、日中活動と夜間の入所支援について、それ  

ぞれ種類・量を決定。  

【現行】  【新制度】  

2
種
類
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
支
給
決
定
 
 

「
－
－
－
し
＞
′
」
 
1
－
－
「
ノ
 
 
 

L
叫
 
 

1
種
類
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
支
給
決
定
 
 

【
週
5
日
間
】
 
 

生活介護  

（日中活動）  
入所施設  

【
週
7
日
間
】
 
 

※1入所施設から離れて、日中活動の選択が可能に。  

※2 施設入所者の日中活動に係る支給決定について   

は、原則、過5日間に限る。（休日の日中における介   

護体制については、施設入所の中で評価。）  

※ 日中活動と居住の場は一体。  

（入所施設とは別の日中活動の選択は不可能。）  
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（2）入所施設及びグループホーム・ケアホーム事業者による外部の日中活動の利用支援   

施設入所者等が外部の日中活動の利用を希望する場合、入所施設等は外部事業者と  
の利用調整等の支援を実施することを義務付け。  

l  

1  

l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

○ 入所施設等は、利用調整と併せて、利用者負担上限額について、外部の日中活動事業者分も含めて一  
元的に 管理する。  
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3．報酬の利用案績払い（日額払い）   

利用の有無に関わらず、毎月一定額が保証される「月払い」方式から、利用実態を  
反映する「利用実績払い（日額払い）」方式へ転換。  

01日当たりの実利用人員に基づき、給付すべき費用を算定。  

○ サービス利用量に応じた定率負担の導入に対応。  

○ 利用者の実情に応じて、土日・祝日を含め、積極的なサービス提供も可能。  

※ 入院・外泊期間の報酬の取扱いについては、他制度との整合性や利用率の実態等を勘案して、設定。  

運営の効率化が図∈  う、規制を見直し  いの導入と   
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○ 利用実績払いにより、事業運営が不安定になるのではないか。  

l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－■‾■■【■■■■■■■一■■■■－－■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－→－－－－－－－－一一一一－－－－－－－－－－－－－一 

定員と実際の利用者数の取扱いを柔軟化し、施設の利用率向上を図る。   

■ ■ ■■ ■－ 一■ ●■ － － － ■ ■ ■ ■ ●■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ － ■■ t■ ■－ － － － － － 一 一 － － －－ － －－ － － －－ － －－－ － 一 一 － － － －－ －■ － － － － － － － －－ － － ■－ － － － － － － 一 一－ t－－ － － － － －■ ■－ － － － － － ■ － －■ － ■－ ■ － ■ ■ ■■ t ■■ ■ ● ● ■●■ ■ ■ ■■  

【サービス利用者数の算定方法の見直し（案）】  
各
事
業
所
の
利
用
率
の
向
上
と
併
せ
て
、
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
の
潜
在
的
な
需
要
に
対
応
 
 

（1）定員を超えて利用者を受け入れることを可能とする。  

（2）過去3ケ月間の平均実利用人員が定員を下回っていることを前提に、一日   
当たりの実利用人員が定員を超過している場合でも、一時的なものとして認   

める。  

（3）ただし、サービスの質を確保するため、次の事由に該当する場合には、報酬   
を減算する仕組みを導入。  

① 一日当たりの利用者数が、定員の○％又は定員に△人を加えた数を超過している場合   

② 過去3ケ月間の平均実利用人員が、定員の○％又は定員に△人を加えた数を超過してい  

る場合  

※ 現行においては、定員の概ね10％の範囲内で定員外の入所を認めることとされている。  39   



熟練払いに、′‾橋口 の見直し②  

○ 日によって配置すべき職員数が変動し、職員の配置や確保が困難になるの  
ではないか。  

l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾   

一定期間の平均実利用人数に基づき、職員数を算定することとし、日によって人  

員配置が変動することのないよう配慮。  

【施設従事者数の算定方法の見直し（案）】  

職
員
の
安
定
的
な
確
保
 
 

○ 前年度の平均実利用人数に基づき、配置すべき職員数を  
算定する方法に変更。  

※ 新規に事業を開始した場合においては、次に基づき、職員数を算定。   
①前年度の実績が6ケ月以上1年未満ある場合は、直近の6ケ月の平均実  

利用人員   

②前年度の実績が6ケ月未満の場合は、定員の90％   
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4．日中活動の最低定員  

■■－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－一一一－－－－－－－－－－－－－－－－－●－  

○ 良質なサービスが安定的かつ効率的に提供されるようにするため、原則、社会福祉法に定める最低定員2   

0人を適用。  

○就労継続支援事業（雇用型）については、様々な形により、障害者の就労の場が確保されるよう、最低定員   

を10人とする。  

○過疎、離島地域等において、単一のサービスについて利用者数を確保することが困難な場合は、都道府県   

の判断により、10人以上を可能とする。  

l  

l－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－一－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■■■－●－－－－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

5人  10人  15人  20   人  

種  類  
l   l  l   】   

ヽ  

I  

l  

l  

′ノl  

生活介護  l ′：  ：  

l   t；   

．  

l  i三  ，  

l  

し・…・………‥－－・・……・…’  

自立訓練  

i  

l  】′′  

例外的な鵬し、（※り  

就労移行支援  
l  ‡、  
‡  ‡、：  
‡  

（非雇用型）  

i ．  ；  

‡  i ：  

：  

（雇用型）  
‡  

‡  就労継続支援                                                 u 、I       l  原 則  

妻  

地域活動支援センター（※2）  ま  
‡  】  
l  I  

例外的な取扱い  

※1過疎・離島地域等の事情により、単一のサービスでは利用人数を確保することが不可能と都道府県知事が判断した場合には、10人以上で良いこととする。  

※2地域活動支援センターについては、定員ではなく、実利用人員とする。  41   



5．サービス管理責任者の研修  

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 「  

○ サービスの質を確保するため、事業者ごとに、個別支援計画の作成、サービス内容の評価  

等を行うサービス管理責任者を配置。  

○ サービス管理責任者の要件として、  
①障害福祉サービスにおいて個別支援計画の作成に従事した経験など、一定の実務経験を   
有していること、  

② 一定の研修を受講していること  

を課す。  
l  

l  

l  

：○具体的には、  
l  

・国においては、都道府県レベルで実施される「サービス管理責任者養成研修」の講師の養   

成、  

・都道府県レベルにおいては、実際に従事するサービス管理責任者の養成  

を行う。  

○ 施行後3年間は、個別支援計画作成業務に関して一定の実務経験を有する者について、  
サービス管理責任者として認める経過措置を検討（経過措置期間内の研修受講を義務付け）。  

l  

l  

l  

L ＿ ＿．．＿ ＿．＿ ＿．＿ ＿ ＿ ＿ ＿．－．■■ － ● －■ － －■ － ■ －■ ■● ■－ ■ ■ － －－ － － － － ■ 一 － － － －－・■ 一 ■ ■ ■ ■－ － －■ ■－ ■ ■ － 一 ■ ■ ●■ ■ ■ ■ ■■‾ ‾■■ ■■‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ■■‾ ‾  

l  

I  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿I   
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サービス管理責任者研修の取扱いについて（案）  

l  

l  

t  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

I  

l  

l  

l  

l  

l  

】  
l  

l  

l  

l  

I  

l  

l  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  
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1．指導者養成研修（国研修）  

l ： ①実施主休 国  

： ②研修の期間等  
・2～3日間程度  
一 講義及び演習による  

l  

： ③ 貴用負担  
教材費等は受講者負担  

2．サービス管理責任者養成研修（都道府県研修）  
l  

： ① 実施主体 研修事業者  

事前に、研修事業者が申し出た上で、都道府県が一定の要件に該当する研修事業者を選定  
当面、都道府県自らが実施することも可  
一定の実務経験を有することをもって、経過措置により、サービス管理責任者としての業務を行う者については、優先して研修を  

受講  

；②研修の期間等  
・個別研修（講義・演習）＋実務研修 2～3日間程度  
※18年9月までの間は個別研修のみを実施し、10月以降に実務研修を行うといった柔軟な対応も検討  

l  

－ ケアマネジメント従事者研修の受講を前提とする  

；③費用負担  
（ア）研修事業者が実施主体となる場合  

・研修事業者ごとに定める額  

（イ）都道府県が実施主体となる場合  

・18年10月から、都道府県地域生活支援事業により、研修会開催費用の一部を補助   
※18年9月までの間に行う場合は、研修会開催費用の一部について「障害者保健福祉推進事業等（仮称）」を活用することを可能とする予定  

・教材費等は受講者負担  
】  

： ④研修に係る経過措置  
施行後3年間は、個別支援計画の作成に関する業務に関し一定期間の実務経験を有する者を認める経過措置を設けることを検  

討  
■－－－■■－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－一－－一－－－－－－－－－－－－一－－－－－一一－一一－－－－－－一－－一一一一一一－■■■－  



【サービス管理責任者研修のイメtジ】  

サーヒ■ス管理責任者候補者  
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今後のスケジュール（案）  

平成18年1月～6月  研修のあり方等に関する検討  

研修カリキュラム及びテキストの作成  

国の指導者養成研修  夏  

都道府県のサービス管理責任者研修  

※ 施行後3年間は、個別支援計画作成業務に関して一定の実務経験を有する者につい  

て、サービス管理責任者として認める経過措置を検討（経過措置期間内の研修受講を  

義務付け）。  
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3．新しい事業体系への移行イメージ  

46   



新事業への移行（主な例）  

＜身体障害＞  

利用者の主なニーズ  
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＜身体障害＞  

48   ※既入所者についてのみ経過的に施設入所あり  



＜知的障害＞  

利用者の主なニーズ  
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＜知的障害＞  
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＜精神障害＞  

利用者の主なニーズ  

≡・；転・・ 

函 
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＜精神障害＞  

＜三障害共通＞・・・福祉工場  

利用者の主なニーズ  
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4．新しい報酬体系の考え方  
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報酬体系の考え方  

【基本方針】  

‾ － ‾ ■ ■ －‾ － ▲－ －■ － － 一 一 － － － － － － － － － －■ －■ －－－一 一一 ●－ － － － － － － － 一 － － － ■■－－ ■－ － － －－■－・一 一 － － － － － － － － － － － －－ －■ － ●■－－ －－ － － －－ － － － － 一 一 －－・－－ － － － － － － － － － － － － 一 一 － － －← －一 一一 － － － －－ － － － － － － － － － － － －－ － － 一 － － －一 一－ －－ － ■●   

良質なサービスが、より低廉なコストで、できる限り多くの人に提供されるよう、現行の複  
雑な施設■事業体系を見直し、利用者の状態像やサービス機能に即した報酬体系とする。  

（1）日中活動と居住を区分した評価  

○ 入所施設や病院の中で完結する入所・入院者の生活のあり方を見直し、その状況やニーズに  
応じた適切な日中活動に係る支援を受け、地域社会と自然に交わりながら生活できるようにする  
ため、日中活動と居住に係るサービスを区分して評価する。  

○ その際、入所施設やグループホーム・ケアホームといった居住サービスを利用する者について  

は、外部の日中活動事業者との利用調整等の支援を、居住サービスを提供する事業者が  

行う。  
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（2）利用者の状態像やサービス機能に即した評価  

○ これまで、施設の中に多様なニーズを有する利用者が混在し、必ずしも個々の状態に応じた  

適切なサービスが提供されていないことなどにより、結果として、就労や地域生活への移行が  

進んでいない状況にあることから、事業ごとに利用者像や機能を明確化し、これに応じた体制を  

確保する。  

① 事業ごとに、利用者像や標準的サービス内容に見合った人員配置とする。生活介護や療養介護につ  

いては、事業者ごとに、利用者の平均障害程度に応じた人員配置基準を設定するとともに、より手厚い人員  

配置を事業者がとる場合には、報酬上評価する。  

② 事業者ごとに、個別支援計画の作成、サービス内容の評価等を行うサービス管理責任者を配置し、サー  

ビス提供に係る責任を明確化する。  

（3）目横の達成度に応じた評価  

○ 就労移行支援事業における一般就労への移行実績や、就労継続支援事業（非雇用型）にお  

けるエ賃水準など、客観的な指標により評価し得る事業運営上の成果について、報酬面に反   

映することを検討する。  

55   



（4）利用実態に応じた支払方式への転換  

○ サービス量に応じた利用者負担の導入等を踏まえ、日々の利用状況にかかわらず、毎日利   
用することを前提とした定額の月額報酬が支払われる「月払方式」から、日々の利用実績に応じ   

て報酬が支払われる「利用実績払い（日額払い方式）」に転換する。  

○ 日額払いによる報酬額の設定に当たっては、利用者が、心身の状況等により一時的にサービ  
スを利用できなくなるケースも想定されることから、一定の利用率を見込んで報酬を設定すること、  

定員と実利用人員の関係の取扱いを柔軟化すること、入院や外泊期間中の取扱いについて報酬  
上配慮することなどの措置を講ずる。  

（5）サービスの評価のあり方の見直し  

○ 事業ごとに、直接的なサービス提供に係る人件責を中心として評価することとし、事務責、減  
価償却費等の事業運営に係る間接的経費については、極力効率化を図る。  

○報酬単価については、利用者負担縫の算定や地域差の反映を容易にするといった観点から、  
従来の円単位を改め、単位制を導入する。  
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5．現行支援費額算定基準等の見直し案  
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1．支援章額算定基準（施設）の見直しについて  

＜見直しの主なポイント＞（18年4月実施）  

○ 単価の見直し   

● 改定率▲1．3％   

● 給付対象範囲の見直し ＝ 食費・光熱責等の給付対象外  

○ 弄り用実績払い（日額払い）の導入に伴う変更点   

● 入院・外泊に係る支援責額算定基準の変更（P59）   

● 規制の見直し（定員に対する利用者の取扱いや職員配置の規制緩和）＝新体系並び（P60）  

○ 各種加算関係の見直し等   

● 各種加算の利用実績払い（日額払い）（P62）   

● 条件を付していない加算への条件の付与（P63）   

● 栄養士関係加算の新設（P64）   

● 通所施設の低所得利用者への食事提供加算の新設（P64）  

○ 算定時の端数処理の変更（P65）  

○ 単位制の導入＝ 新体系並び（P66）   

○ 次の内容については、原則として現行どおり。   

●施設種別、障害程度区分別（3区分）、施設規模別（4段階）、地域区分（5段階、サービス種別  
ごと）、公立施設の減算  
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報酬の利用実績払い（日額払い）の導入に伴う変更点  

卓」入院・外泊に係る支援費額算定基準の変更  

入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者（入所による指定  

施設支援を受けているものに限る。）に対して外泊を認めた場合は、  

定額の100分の80に相当する額を算 定する。   

1  ′ 、i∴÷、、・  
二、・■二 ∴   

入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者（入所による指定  

施設支援を受けているものに限る。）に対して外泊を認めた場合は、1月に○日を  
温度ととて薮畳単位数lこ代えて1日につき00単位を算定する。ただし、入院享た  

蛙公地最澄旦蛙上蓋是王き曳いこ  
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考】  

1日につき320  介護福祉施設サービス：冬日を限度として、  
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●  

系と同様、以下の規制の見直しを行う  

①定員と実際の利用者数の取扱いを柔軟化し、施設の利用率向上を図る。  
■●■●■■－－ －■－－一 － ■、－■－－－ －－－－－－■ －－－－ －－ － －－－ － － － － －－ ■－－ － －－－－ －－－ －【■ － －■ － － － －－－ －－－ ■■ ■■ ■■ － －－－－－ －▲－ ■一 ■ 一一 ■■ ■－● ■ ■ ■ ■ ■－－ －・－ ●■ ■ ■ ■－－－ ■－ ■－ ■■ ■■ － ■ ■ －■－ －－－ ■ －■■■ ■ － －■ －■ －  

【サービス利用者数の算定方法の見直し（案）】  
各
事
業
所
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（1）定員を超えて利用予定者を受け入れることを可能とする。  

（2）過去3ケ月間の平均実利用人員が定員を下回っていることを前提に、一日   

当たりの実利用人員が定員を超過している場合でも、一時的なものとして認   

める。  

（3）ただし、サービスの質を確保するため、次の事由に該当する場合には、報酬   

を減算する仕組みを導入。   

（D 一日当たりの利用者数が、定員の○％又は定員に○人を加えた数を超過している場合   

② 過去3ケ月間の平均利用人員が、定員の○％又は定員に○人を加えた数を超過している場合  

※ 現行においては、定員の概ね10％の範囲内で定員外の入所を認めることとされている。  60   



②一定期間の平均実利用人数に基づき、職員数を算定することとし、日によって人員   
配置が変動することのないよう配慮。  

【施設従事者数の算定方法の見直し（案）】  

職
員
の
安
定
的
な
確
保
 
 

○前年度の平均実利用人数に基づき、職員数を算定する方法に変更。  

※新規に事業を開始した場合においては、次に基づき、職員数を算定。   
①前年度の実績が6ケ月以上1年未満ある場合は、直近の6ケ月の平均実利用人員   
②前年度の実績が6ケ月未満の場合は、定員の90％   

61   



各種加算の利用実績払い（日額払い）  

（例）  

■  
●  

入所時特別支援加算  900円  

新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所 した日の  
＝亡l±l  

の翌月ーその日が月の初日であるときは、その日の  

■■L  
入所時特別支援加算 00単位   

新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、  
ら起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加   
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条件を付していない加算への条件の付与  

現行基準において、加算対象の障害者に対し、入所による指定施設支援を行  
うことのみによって所定額に支援費加算をしている下記（1）～（3）について、よ  
り加算額に見合った支援内容とするため加算条件を付与する。  

上り重度重複障害者旭畳  

迦第萎 縮性側索硬化症等障害者辿豊  
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哀衰i関係加算あ新森「  

○ 入所施設における栄養管理関係については、食事の応諾義務化が課せられる  

こと等を踏まえ、現行支援費制度における本体報酬の中での評価から、別途加算  
で評価する。  

○ ただし、加算の具体的内容等については、障害関係について、介護保険制度の  
栄養マネジメント等のような評価等が現時点は確立されていないことから、当面、  

包括的に評価する方向で検討する。  
○ なお、従来、栄養士の配置の費用が算定されている知的障害者の通所施設等   

については、配置の実態等踏まえ、経過措置を検討する。  

通所施設の低所得利用者への食事提供加算   

施行後の概ね3年間、通所施設利用の低所得者（生活保護、低所得1、低所得  
2）について、食費のうち人件費相当分を支給し、食材料費のみの負担とする減額  
措置を講ずることとしたことから、当該低所得者に対する食事提供の加算を新たに  
設ける。（デイサービス、ショートステイも同様）  
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算定時の端数処理の変更  

（施設支援費の例）   

指定施設支援に要する責用の額を算定した場合において、その額に  

の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする  

I           ■ ▼  

指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の  
端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。  
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【参考】   

現行の端数金額の切り捨て基準は以下のとおり  

・居宅支援 10円未満切り捨て   

・施設支援100円未満切り捨て   

・介護報酬  1円未満切り捨て  
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単位制の導入  

‾●●‾‾－－■一－●■－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－●●■■一■■－－【－‾●‾●‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾一‾‾‾‾‾‾‾‾ 「  

l  l  

○ 報酬単価については、   
① 利用者負担額の算定が容易になること   

② 地域差の反映が容易になること  

から、従来の円単位の報酬単価から、相対係数化（点数（単位））を導入する。  
※ 平成18年4月から9月までの間は、従来からの円で算定しても差し支えないこととする。  

し＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－一一－－－－－－t一一－－－－－－－一一－1  

【報酬単価の相対係数化のイメージ】  
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しについて  

＜見直しの主なポイント＞（18年4月実施）  

○ 障害者自立支援法施行に伴う所要の改正   

精神障害者の居宅サービス（ホームヘルプ、ショートステイ、グループホーム）を含めた新たな   
報酬基準を設定。  

○ 単価の見直し   

● 改定率 ▲1．0％   

（うち、短期入所については、施設の単価並びで単価の見直しを行う。）  

※居宅サービス関係については、平成18年10月からホームヘルプやグループホーム等  
で、新たなサービス給付体系も加わることから、4月改定率に伴うもののほか全体の報酬  
の仕組み等については、10月施行の基準の中で検討する。  
併せて、児童デイサービス、ショートステイについては、事業体系のあり方も含め、見直し  

を行う。  

○デイサービス・短期入所利用者のうち、低所得者への食事提供加算の新設（適所施設並び）   

○ グループホームの利用実績払い（日額払い）  
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3．福祉工場等の見直しについて  

＜見直しの主なポイント＞（18年4月実施）  

福祉工場、小規模通所授産施設、精神障害者社会復帰施設について、以下のと  
おりの見直し等を行う。  

○平成18年度予算（案）において、全体で▲5．0％程度の縮減を踏まえつつ、利用実態や新事   

業体系への移行促進の観点等を勘案し、補助単価等の見直しについて検討  

○ 併せて、以下のとおりの規制緩和等を実施   

一食真の美幸負担の導入等に伴い、食事を提供している施設の提供方法について規制緩和   

（外部委託可）を実施。（精神障害者社会復帰施設については既に実施済）  

・利用料の徴収については、他のサービス、施設との均衡を考慮して検討。  

○ これらの見直しを実施した上で、補助方式は現行どおりのままとする。  
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しについて  

＜見直しの主なポイント＞（18年10月実施）  

章害者施設哩に準じた単価及び基準等の改正   

○ 単価の見直し   

●給付対象範囲の見直し＝食費、光熱水費等の給付対象外  

○ 利用実績払い（日額払い）の導入   

● 入院■外泊に係る算定基準の変更（者施設に準じる）  

● 利用定員の緩和等（者施設に準じる）  

※ 激変緩和措置の検討  

○ 各種加算関係の見直し等  

● 教育費等各種加算の見直し  

● 各種加算の利用実績払い  
● 栄養士関係加算の検討（重心等医療型を除く）  

○ 地域区分の見直し（者施設に準じる）  

○ 公立施設の減算規定（者施設に準じる）  

○ 単位制の導入  
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地域生活支援事業について   



地域生活支援事業について   
【事業の概要】   

○巨柑勺  

障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会  
生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態  
による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図  
るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮  
らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。  

○性格   

（1）地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することにより、 効率的・  

効果的な事業実施が可能である事業  

地域の特性  

柔軟な形態  

地理的条件や社会資源の状況  

①委託契約、広域連合等の活用  
②突発的なニーズに臨機応変に対応が可能  

③個別給付では対応できない複数の利用者への対応が可能  

（2）地方分権の観点から、地方が自主的に取り組む事業  

（3）生活ニーズに応じて個別給付と組み合わせて利用することも想定できる事業  
※ ただし、地域生活支援事業単独で行うことも可  

（4）障害者保健福祉サービスに関する醤及啓発等の事業  
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○内容   

（1）   市町村地土或生活支援事業   

障害者、障害児 の保護者等からの相談に応ずるとともに、必要な情報  
の提供等を行う事業、手話通訳者等の派遣、日常生活用異の給付又は貸  
与、障害者等の移動を支援する事業、障害者等を通わせ創作的活動等の  
提供を行う事業（地域活動支援センター）等  

（2） 都道府県地域生活支援事業  

特に専門性の高い相談支援事業、広域的な対応が必要な事業、その他  

サービスの質の向上のための養成研修等  

※ 事業の内容は、P7「地域生活支援事業の内容（現行事業との比   

較）」参照  

【実施主体】   

○市町村地域生活支援事業：市町村（指定都市、中核市を含む。）  
ただし、複数の市町村が連携し広域的に実施することや、事業の全部又は一  

部を団体等に委託し実施することが可能。  
また、都道府県が地土或の実情を勘案して、市町村に代わって地域生活支援事  

業を行うことができる。  

2   



○都道府県地土或生活支援事業：都道府県   

※ 指定都市や中核市は都道府県との取り扱いとしない。（いわゆる大都市特例は設けない。）  
ただし、これまでの経緯、事業の実施体制等を踏まえ、指定都市や中核市で都道府県事   

業を実施した方が適切に事業を実施できると考えられるものについては、都道府県と指定   
都市や中核市の問で調整のうえ、都道府県の事業としつつ、指定都市等に実施を委託する  
ことも可能。  

【利用者負担】   

地域の実情に応じて柔軟な実施が期待されていることから、利用者負担の方についても、基本  
的には事業の実施主体の判断による。   

従来の利用者負担の状況（その手法や額等）や、他の障害者サービス（個別給付の手法、  
低所得者への配慮）等を考慮し、実施主体として適切な利用者負担を求めることは考えら  
れる。  

【18年度予算額】   

地域生活支援事業の施行に必要な経費として、200億円（事業の施行は、平成18年10月   

であり、半年分を計上）を確保。  
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【国庫補助の方法】  

○実施主体と負担割合  

国1／2 都道府県1／4 市町村1／4  
国1／2 都道府県1／2  

市町村  

都道府県  

※ 大都市特例の適用なし。  
ただし、発達障害者支援センターは、大都市特例を適用。  

○国庫補助の配分について  

ア 基本的な考え方  

（む 統合補助金であることから、個別事業の所要額に基づく配分は行わない。  

② 事業を行っていない市町村等については、全国水準並みに事業を実施する   
よう底上げを図る必要があること。また、現行の実施水準を反映する。  

③ 以上の観点から、次の組み合わせで配分額を決定する。  

・現在の事業実施水準を反映した基準による配分（事業実績割分）  

・人口に基づく全国一律の基準による配分（人口割分）  
4   



イ 配分の枠組み（案）   

① 市町村が実施する事業と都道府県が実施する事業の配分比率を以下のとおり  
とする。  

市町村：都道府県 ＝ 9：1  

② 事業実績割分と人口割分の配分比率を以下のとおりとする。  
なお、19年度以降、人口割分に対する配分比率を高めることとする。  

市町村  事業実績割分：人口割分 ＝ 8：2  

都道府県  人口割分のみで配分  

③ 個々の市町村等への具体的な配分については、別途、必須事業（相談支援、   
コミュニケーション支援、日常生活用異、移動支援、地域活動支援センター）   

に係る事業評価の指標の実績を聴取したうえで、以下の考え方により決定する。  

必須事業   事業評価の指標（例）   

相談支援   居宅系サービス利用者数   

コミュニケーション支援   利用対象者数   

日常生活用具   支給件数   

移動支援   利用者数   

地域活動支援センター   利用者数   

5   



○各市町村への具体的な配分の考え方  

ア 事業実績割分の配分額  
A市の事業評価指標  

全国分の事業実績割分 ×  
全国の事業評価指標  

ヽ  

イ 人口割分の配分額  

A市の人口  

全国分の人口割分   ×  
市町村の人口の合計  

ウ A市合計配分額（ア＋イ）  

○各都道府県への具体的配分な配分の考え方  

A県の人口  

A県配分額  都道府県分の配分額 ×  
都道府県の人口の合計  
■■＝＝■■■■＝＝＝■■●■■■＝＝t■■■■■■   ヽ  
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○地土或生活支援事業の内容（現行事業との比較）  

市町村地域生活支援事業（第77条）  現 行．事 業  

○相談支援事業等（第1項第1号）  

（新）・市町村相談支援機能強化事業…・t……………・ 別紙1－1  

（新）1住宅入居等支援事業（居住サポート事業）……… 別紙1－2  

（新）・成年後見制度利用支援事業 …………………・ 別紙1－3  

※一般的な相談支援については交付税措置  

○障害者地域生活推進特別モデル事業  

○知的障害者生活支援事業（生活支援ワーカー）  

○地域生活アシスタント事業  

○家族相談員紹介事業  

○ピアカウンセリング事業  

ー○コミュニケーション支援事業（第1項第2号）  ○奉仕員派遣等事業（手話、要約筆記奉仕員の  
○手話通訳設置事業  

○手話通訳者派遣事業  

別紙2  

・手話通訳者派遣事業  

・要約筆記者派遣事業  
・手話通訳設置事業  

○日常生活用具給付等事業  

○障害者情報バリアフリー化支援事業  ー○日常生活用具給付等事業（第1項第2号）   別紙3  

○重度身体障害者移動支援事業  

○リフト付福祉バス運行事業  

○ホームヘルプサービス事業の移動介護の一部  ー○移動支援事業（第1項第3号）  別紙4   

○小規模作業所の一部  

○身障、知的デイサービスの一部  

○地域生活支援センターの一部（日中活動支援関係）  

○障害児（者）短期入所事業の日中受け入れの一部  

○家族教室等閑催事業  

○生活訓練事業  

○本人活動支援事業  

○ボランティア活動支援事業  

○福祉機器リサイクル事業  

○地域活動支援センター事業等（第1項第4号）  

・■（新）・地域活動支援センター事業 …・・…・・・  別紙5   

※基礎的な事業については交付税措置  
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市町村地域生活支援事業（第77条）   現 行 事 業  

○その他の事業（第3項） ・・…＝－・福祉ホーム事業  ○身体障害者福祉ホーム  

○知的障害者福祉ホーム  

○精神障害者福祉ホームの一部  

・t・・・・・－・盲人ホーム事業  

…＝＝－ ・訪問入浴サービス事業  

＝…■・－ ・身体障害者自立支援事業  
＝…・－ 

リ〈－チャルエ房支援事業  

……■－ ・更生訓練責■施設入所者就職支度金  
＝＝－－ 

・知的障害者職親委託制度  

○盲人ホーム …………・＝・・‥………■＝1＝・・＝＝＝＝■＝■  

○訪問入浴サービス事業・・………‥‥‥…………‥‥…・・…  

○身体障害者自立支援事業■＝＝＝…■・・・・…・t＝・・．……‥．．．  

0バーチャルエ房支援事業■・…・・・・・・…・・・…・・．．．．…‖……．  

0更生訓練費■施設入所者就職支度金＝＝＝■＝＝＝…・・・・  

○知的障害者職親委託制度 …………・■…＝…………．．．  

●■■■■■■■■■■■■  

■●■●■●■■■■■■■  

■■■■■■■■■■■■●  

」r■」rJ「＝＝」⊂エコロ■  

■■■■■＝■■■■■  

＝＝＝■■■■  

ど 

会参加促進事業  

・スポーツ■レクリエーション教室開催等事業  

・芸術・文化講座開催等事業  

・点字・声の広報等発行事業  

・奉仕員養成・研修事業  

・自動車運転免許取得・改造助成事業  

・広域実施連絡調整事業  

○スポーツ・レクリエーション教室開催等事業………………＝‥・  

○芸術・文化講座開催等事業………＝……………………‖  

○点字・声の広報等発行事業■■■■■t＝＝……＝…・……．‥‖．．  

0奉仕員派遣等事業（手話、要約筆記、点訳、朗読奉仕員の養成）‥．  

■■■ ■■■1■■■■■■  

＝■－■－■■■■■■   

＝…■t■＝＝  

○自動車運転免許取得・改造助成事業‥・・・・‥・■・・…・‥■・．‥軸．  

0広域実施連絡調整事業・■・・…‥‥・ ・＝‥‥■‥・・■‥‥・・‥…．．．‖  
〈ll士亡l＝士⊃l【コ ′， ノJ  」・ヤー■由■鮭  

」 ○障害児タイムケア事業・■・■…・・‥‥ ・・・叫…・．‥．．  
＝■－－…‥■＝  

＝－■■‥■■‥■■■－■■  

‥■■＝－・障害児タイムケア事業  

（新）■生活サポート事業  別紙6  
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都道府県地域生活支援事業（第78条）   現 行 事 業  

○専門性の高い相談支援事業（第1項）  

…‥－・ 発達障害者支援センター運営事業  

…‥－ ・障害者就業・生活支援センター事業  

○発達障害者支援センター運営事業 …・‥………＝＝・・・・・・・・・  

○障害者就業・生活支援センター事業＝・■t＝＝…………・‖‖‥  

○高次脳機能障害支援モデル事業．．．‖‖‖‖‖‖＿‖＿ 
ー（新）・高次脳機能障害支援普及事業 ……・・・・……  別紙7   

○その他広域的事業（第1項）  

－（新）・広域的支援事業［例‥都道府県相談支援体制整備事業】別紙8  

－（新）・精神障害者退院促進支援事業 …………・t・・ 別紙9   

○知的障害者生活支援事業（生活支援ワーカー）■・・・・．．．‥．．．．．．．  

0社会的入院解消のための退院促進支援事業－＝…‥＝・．．．…‖．  

○サービス・相談支援者、指導者の育成事業（第2項）  
・…・－ t居宅介護従業者等養成研修事業  
…‥－・ 障害程度区分認定調査員研修事業  

・…・－・審査会委員研修事業  

○居宅介護従業者等養成研修事業＝＝＝＝＝＝＝＝■－＝＝＝■  

○障害程度区分認定調査員研修事業．‖………．‖…‥‖‖．‖．  

0審査会委員研修事集………………．．．……．………．．．．  
○主治医研修…＝＝……………………‥＝‥＝‥‥．……．  

0障害者ケアマネジメント従事者研修■t■・・・・■■・・・・‥・‥‥■＝‥．．．  

0障害者ケアマネジメント新規従事者研修‥＝・■・－・・■・・■‥・・．‥．‥ ノ、 ±エコ亡ヽコこ甚√1＿＝11．璧．」⊥ TTrんん・7】h■鯉・ ▼‾‾■■■■】 ○手通訳者成 

＝＝－ ・主治医研修  
＝■■‥■■■←■‥■■   

■■－■－－一一■■■‥■■   

＝●＝‥‥－‥＝  

■■●－…■－■■■■■■  

－‥■－－・障害者ケアマネジメント従事者研修  

■‥‥－・障害者ケアマネジメント新規従事者研修  

■■■■■－・手話通訳者・要約筆記者養成・研修事業  

…■■－一盲ろう着通訳・介助員養成・研修事業  

話養・研修事業■叫……■・・ 

・・・・・・・■・・・・・‥．．．．．． 0盲ろう着通訳・介助員養成・銅事業・‥■・■■■・・・・……・‥・■． 

．．．  0相談員活動強化事業‥＝．．h．＿ 

＝…－●■■‥■■  

－・身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業  

‥■‘■‘   ・（新）サービス管理責任者養成研修 ‥‥……  別紙10   
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都道府県地域生活支援事業（第78条）  現 行 事 業  

○その他の事業（第2項）  

○身体障害者福祉ホーム  

○知的障害者福祉ホーム  

○精神障害者福祉ホームの一部  

ー・福祉ホーム事業  

－・盲人ホーム事業  t■■－■－■■■■  

リベーチャルエ房支援事業  ○盲人ホームー…‥‖■■■■‖  

○バーチャルエ房支援事業‥‥…・‥・・・■‥・t・・・・＝・・・……・＝■－t■－■■■  

○施設外授産の活用による就職促進事業…………・t…■■………   

○生活訓練事業＝＝・・＝…………………・＝・・・・・＝＝・t・‥＝■・＝  

○音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業■…‥＝＝－…‥・……＝   

○手話通訳設置事業  …………t………………………．．  

0身体障害者補助犬育成事業－・…・・・・・・・・・・・・・・・‥‥‥・叫．．．．…  一＿  」．．＿▲＿．  ． →．■．■＿⊥⊥＿■．．■膚1＿▲＿   l．＿■    ▲＿鐘r■hト  ＿  ‾‾‾‾■■■■■  

●t■■t－－1■■■  

ー・施設外授産の活用による就職促進事業  一生活訓練事業  
・オストメイト（人工月工門、人工膜胱造設者）社会適応訓練事業  
・音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業  ［   

■・－   

∴∵コ  

■情報支援等事業  

・手話通訳設置事業  

・身休障害者補助犬育成事業  

・点字による即時情報ネットワーク事業  

・字幕入りビデオカセットライブラリー事業  

・盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業  

○点字による即時情報ネットワーク事業＝‥・‥－…・・・叫 
〈．．■．．・－・11l■ゴーー◆＿⊥⊥ L＿ ▲．1．＝ ノーす＝ll  せせ  

・・・・・・■．．．．  ‾■■■■■■  
○字幕入りビデオカセットライブラリー事業‥・・■ ・・叫・t・・■・‥・ 

○盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業■・叫・叫－・・‥叫■ ・‥一旬   

・■・■‥．．．．  

■■■－■‥■■●  

＝■－－－t－り■■  

■▲■－－‥■■■■  

○障害者什総合推進事業（障害者情報バリアフリー化支援事業を除く）．．．  
社会参加促進事業  ■● ■●● ■●●●●  

○都道府県障害者社会参加推進センター設置事業  

O「障害者110番」運営事業  

○障害に関する正しい知識普及啓発事業  

○社会資源情報等提供事業  

ー  
・障害者汀総合推進事業  

・都道府県障害者社会参加推進センター設置事業  

・スポーツ・レクリエーション教室開催等事業  

・スポーツ指導員養成事業  

・芸術・文化講座開催等事業  

・点字・声の広報等発行事業  

・奉仕員養成・研修事業  

・手話通訳者派遣ネットワーク事業  

・指定居宅介護事業者情報提供事業  

○スポーツ・レクリエーション教室開催等事業■………t…・■・・……・  

○スポーツ指導員養成事業 ＝・＝…＝t……………………‥＝．  

0芸術・文化講座開催等事業・・・．…．．．…．．．………．．……．．．．…  

○点字・声の広報等発行事業…t………＝‥……‥…．．．．．．．…．．  

0奉仕員養成・研修事業（手話、要約筆記、点訳、朗読）・■・■・■‥叫・．．．．  

0手話通訳者派遣ネットワーク事業＝・・‥■・・‥・■・・叫・・‥■・■・・・．叫 ○指定居宅介護事業者情報提供事業＝＝－・ 

・・ ・・‥・・・・・－・・ 
・・■・・・・．…  

○バリアフリーのまちづくり活動事業（廃止）  

○在宅知的障害者巡回相談事業（廃止）  

○手帳交付事業（廃止）  

＝－■■■■■■■   

■■－－－■■■●●  

市町村代行事業（第77条第2項）  

○市町村代行事業（第77条第2項）  1  0   







































相談支援事業について   



地域生活支援事業における相談支援事業  

・市町村相談支援機能強化事業  

・成年後見制度利用支援事業  

・住宅入居等支援事業（居住サポート事業）  

－－一一－…＝＝＝叫■■－■  
■■●■■－1■－  

●●●■●  相談支援事業の  

■■■■ －－■ 
●－－、● ●●● 

機能強化  ◆●・ ・・・ 
・・・・・・・・叫 ・・・  

…．．‖…．……．‖．．．．．－■■・・ 

・都道府県相談支援体制整備事業  

・精神障害者退院促進支援事業  

・高次脳機能障害支援普及事業  

・発達障害者支援センター運営事業  

・障害者就業・生活支援センター事業  

・障害児等療育支援事業※  

広域・専門的支援  

※「障害者相談支援事業」、「都道府県自立支援協議会」は相談支援の基礎的な事業であること、「障害児等療育支援事業」は   

都道府県の事務として同化・定着している事業であることから、財源は交付矧こより措置。  
－1・－   



相談支援体制の整備について  

○ 相談支援事業については、市町村と都道府県に実施主体が分散している状況   
を改め、平成18年10月より、障害種別にかかわらず、市町村に一元化して   
実施する予定。  

○ 特に、知的障害者、精神障害者及び障害児について、現在は都道府県におい   
て実施されているが、最も身近な地域において支援を受けられるよう、市町村   
の必須事業として位置付けたところ。  

○ 今後、市町村において、相談支援事業が適正かつ円滑に実施されることが不   
可欠であり、そのためには、都道府県による積極的な支援が重要。  

○ このため、3障害の一般的な相談支援事業は、すべての市町村で実施が確保   
されるよう交付税lこより措置するとともに、市町村における相談支援事業の機   
能を強化するため、地土或生活支援事業の中で、新たに次を設けたところ。   

・市町村相談支援機能強化事業   

・都道府県相談支援体制整備事業  

○ 市町村及び都道府県においては、「地域自立支援協議会」や「都道府県自立   
支援協議会」の適切な運営を図るとともに、これらの事業の積極的な活用によ   
り、地域における相談支援体制の整備を図られたい。  

※ なお、平成18年度、国において、相談支援事業実施状況等の調査を行うことを検討。  

一2一   



相談支援事業にかかる交付税措置について  

【平成18年10月】  【平成17年度】  

市町村障害者生活支援事業  

財源：交付税（市町村分）  
障害者相談支援事業  

（地域自立支援協議会の運営を含む）  

財源：交付税（市町村分）  障害児（者）地域療育等支援事業   

うち相談支援事業分  

財源：交付税（道府県分）  

精神障害者地域生活支援センター   

うら相談支援事業分  

財源：補助金（県・政令市）  

都道府県自立支援協議会  

財源：交付税（道府県分）  

障害児（者）地域療育等支援事業   

うら障害児等療育支援分  

財源：交付税（道府県分）  

障害児等療育支援事業  

財源：交付税（道府県分）   
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障害者相談支援事業  

【概要】   

地土或の障害者等（身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児）の福祉に関する各般の問  
題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う書からの相談に応じ、必要な  

情報の提供及び助言等を行う。［交付税］  

【実施主体】  

市町村（指定相談支援事業者、他の地方公共団体等への委託可）  

【事業の具体的内容】  

・福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）  
・社会資源を活用するための支援（各種支援施策に関する助言・指導等）  

・社会生活力を高めるための支援  

・ピアカウンセリング  

・権利の擁護のために必要な援助  

・専門機関の紹介  

・地土或自立支援協議会の運営   等  
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地域自立支援協議会  

【概要】   

市町村が、相談支援事業をはじめとするシステムづくりに閲し、中核的役割を果たす協議の  
場として設置する。［交付税］  

【実施主体】   

市町村（複数市町村による共同実施可）  

【構成メンバー】   

相談支援事業者、福祉サービス事業者、保健・医療、学校、企業、高齢者介護等の関係機関、  
障害当事者団体、権利擁護関係者、地域ケアに関する学識経馬寅吉等  

【主な機能】   

・福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保  

・困難事例への対応のあり方に関する協議、調整   
・地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議   

・その他（市町村障害福祉計画の作成・具体化に向けた協議など）  

【地域の実情に応じた運営】   

権利擁護等の分野別のサブ協議会を設置するなど、地土或の実情に応じた多様なかたらで実施  
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市町村相談支援機能強化事業  

【概要】   

市町村の相談支援事業の機能を強化するため、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められ  
る能力を有する専門的職員を市町村等に配置する。［補助金］  

【実施主体】   

市町村（単独又は共同で実施）  

※ 地域自立支援協議会を設置する市町村又は圏域等を単位として実施  

【事業の具体的内容】  

・専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応  

・地域自立支援協議会を橋成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等  

【専門的職員の例】   

社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、市町村の相談支援事業の機能を強化するために必要と認  
められる者  

【地域自立支援協議会等との関係】   

○地域自立支援協議会において、市町村内の相談支援体制の整備状況やニーズ等を勘案し、  
本事業により配置する専門的職員について協議し、事業実施計画を作成   

○都道府県自立支援協議会   

・事業実施計画について、必要に応じて助言   
・概ね2年毎に評価を行い、必要に応じて見直しに向けて助言  
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都道府県相談支援体制整備事業  

【概要】  

都道府県に、相談支援に関する広土或的支援を行うアドバイザーを配置する。【補助金】  

【実施主体】  

都道府県   

【事業の具体的内容】  

・地土或のネットワーク構築に向けた指導、調整  
・地域では対応困難な事例に係る助言  

・地土或における専門的支援システムの立ら上げ援助   

（例：権利擁護、就労支援などの専門部会）  
・広域的課題、複数圏土或にまたがる課題の解決に向けた体制整備への支援  
・相談支援従事者のスキルアップに向けた指導  

・地土或の社会資源（インフォーマルなものを含む）の点検、開発に関する援助 等   

【アドバイザーの担い手】  

・地域における相談支援体制整備について実績を有する者  

・相談支援事業に従事した相当期間の経験を有する者  

・障害者支援に関する高い識見を有する者  

【都道府県自立支援協議会との関係】  

配置するアドバイザーの職種や人員等について協議  
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都道府県自立支援協議会  

【概要】  

都道府県全体でのシステムつくりに関する主導的役割を担う協議の場として設置する。  
［交付税］  

【実施主体】  

都道府県  

【構成メンバー】  

指定相談支援事業者、学識経馬寅吉、市町村等  

【主な機能】  

・都道府県内の圏域（地土或自立支援協議会単位）ごとの相談支援体制の状況を把握・   

評価し、整備方策を助言  
・相談支援従事者の研修のあり方を協議  

・専門的分野における支援万策について情報や知見を共有、普及  
・その他（都道府県障害福祉計画の作成・具体化に向けた協議、権利擁護の普及に関   
すること等）  
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市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業（全体のイメージ）  

【B市町村（又は圏域）】  【A市町村（又は圏域）】  

地域自立支援協議会  地域自立支援協議会  

相談支援事業者、福祉サービス事業者、保健・医療、学校、企業、権  

利擁護関係者、障害当事者団体 等  

委託相談支援事業壱■  委託相談支援事業者  

社会福祉士、保健師、精神保健  

福祉士等、市町村の相談支援事  

業の機能を弓削ヒするために必要  
と認められる者  

地域に必要な  

専門的職員  
（市町村相談支援機能強化事業）  

地域に必要な  

専門的職員  
（市町村相談支援機能強化事業）  

市町村（単独又は共同）  市町村（単独又は共同）  
ヽ   p′」【：：⊃    ′  

．′  ネットワーク構築、  

都道府県   相談支援に関する広域的支援を   

自立支援  都道府県   
配置   

行うアドバイザー  

協議会  （都道府県相談支援体制整備事業）   
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精神障害者地域生活支援センターの再編  

【再編後】  【現行】   
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成年後見制度利用支援事業  

【概要】   

知的障害者や精神障害者のうち判断能力が不十分な者について、障害者福祉サービスの利用契約の締結  

等が適切に行われるようにするため、市町村が行う成年後見制度の利用を支援する事業に対して補助を行  
う。［補助金］   

【事業の具体的内容】   

成年後見の申立てに要する経費及び後見人等の幸闘州の全部又は一部を助成   

【対象者】   

次のいずれにも該当する者  
・市町村が、知的障害者福祉法第27莱の3又は精神保健福祉法第51条の11に基づく市町村  
長による後見等の開始の審判請求を行うことが必要と認める者  

・障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない（原則、2実見等以内の親族  
がいない）重度の知的障害者又は精神障害者  

・所得状況等を勘案し、申立てに要する経費の全部又は一部について助成を受けなければ成年後  
見制度の利用が困難であると認められる者   

※ 平成17年度までは、知的障害者に限り対象となっていた（老健局所管の「介護予防・地域支え合い事  

業」のメニュー事業）が、平成18年度より、精神障害者に対象範囲を拡大するもの   

【対象経費】   

成年後見制度の申立てに要する経費（登記手数料、鑑定費用等）及び後見人等の報酬の一部  

※ 本事業の利用を促進するため、別途、対象者の選定や手続き等にかかるマニュアルを作成する予定  
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住宅入居等支援事業（居住サポート事業）  

【概要】   

賃貸契約による一般住宅（※）への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者に対し、  
入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援する。   

［補助金］  

※「一般住宅」とは、公営住宅及び民間の賃貸住宅（アパート、マンション、一戸建て）のことをいう。  

【実施主体】  

市町村（共同実施も可能）   

（指定相談支援事業者へ委託することができる。）  

【対象となる障害者】   
知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由に  

より入居が困難な者。   
ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。  

【事業の具体的内容】   
賃貸契約による一般住宅への入居に当たって支援が必要な障害者について、不動産業者に対する一般住宅のあっ．せん依  

頼、障害者と家主等との入居契約手続きにかかる支援、保証人が必要となる場合における調整、家主等に対する相談・助  
言、入居後の緊急時における対応等を行う。   

（1）入居支援（不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続き支援）  
※地域において公的保証人制度がある場合には、必要に応じその利用支援を行う。  

（2）24時間支援（夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・調整等、必要な支援を行う。）   
（3）居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整  

利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う。  
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居住サポート事業（イメージ図）  

家主  

居住サポート事業者  
（指定相談支援事業者等）  

事業内容   

○入居支援  
物件あっせん依頼、入居契約手続き支援   

024時間支援  
緊急時等の対応   

○地域の支援体制に係る調整  

関係機関等との連絡・調整   

不動産業者  
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精神障害者退院促進支援事業  

【概要】   

精神病院に入院している精神障害者のうち、受入条件が整えば退院可能である者に対し、円  
滑な地域移行を図るための支援を行う。［補助金］  

【実施主体】  

都道府県（指定相談支援事業者、他の地方公共団体への委託可）  

【事業の具体的内容】   

自立支援員を指定相談支援事業者等に配置し、精神病院の精神保健福祉士等と連携を図りつ  
つ退院に向けての支援を行い、精神障害者の円滑な地土或移行の促進を図る。   

（主な支援内容）   

・精神病院内における利用対象者に対する退院への啓発活動   

・退院に向けた個別の支援計画の作成   

・院外活動（福祉サービス体験利用、保健所グループワーク参加等）にかかる同行支援等   
・対象者、家族に対する地域生活移行に関する相談・助言   
・退院後の生活に係る関係機関との連絡・調整  

【自立支援員の要件】  

精神保健福祉士又はこれと同等程度の知識を有する者  
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精神障害者退院促進支援事業（イメージ図）  
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高次脳機能障害支援普及事業  

【概要】   

都道府県に高次脳機能障害者への支援拠点機関を置き、高次脳機能障害者に対する専門的な相談支援、  
関係機関との地域支援ネットワークの充実、高次脳機能障害に関する研修等を行い高次脳機能障害者に対  

して適切な支援が提供される体制を整備する。［補助金］  

【実施主体】  

都道府県（他の地方公共団体等への委託可）  

【事業の具体的内容】  

・支援拠点機関に相談支援コーディネーターを配置し、専門的な相談支援、関係機関との連携、   
調整を行う  

・自治体職員、福祉事業者等を対象に高次脳機能障害支援に関する研修を行い、地域での高次脳   

機能障害支援の普及を図る  

【支援拠点機関の例】  

リハビリテーションセンター、大学病院、県立病院 等  

【相談支援コーディネーターの例】  

社会福祉士、保健師、作業療法士等、高次脳機能障害に対する専門的相談支援を行うのに適切な者  
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高次脳機能障害支援普及事業（イメージ図）  
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障害児等療育支援事業  

【概要】   

在宅の重症心身障害児（者）、知的障害児（者）、身体障害児の地域における生活を支える  
ため、身近な地土或で療育指導等が受けられる療育機能の充実を図るとともに、これらを支援す  
る都道府県土或の療育機能との重層的な連携を図る。［交付税］  

【実施主体】  

都道府県（社会福祉法人、特定非営利活動法人等への委託可）  

【事業の具体的内容】  

・訪問による療育指導  

・外来による専門的な療育相談、指導  
・障害児の通う保育所や障害児通園事業等の職員の療育技術の指導  

・療育機関に対する支援   

※ 従来の障害児（者）地域療育等支援事業のうら、一般的な相談支援分（地土或生活支援事業）について  
は、市町村の行う障害者相談支援事業へ移行（財源は、県分の交付税から市分の交付矧こ組み替え）  
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障害児（者）地域療育等支援事業の再編  

【再編後】  【現行】  

障害児等療育支援事業  障害児（者）地域療育等支援事業  

○訪問による療育指導  

○外来による療育指導  

○施設職員等に対する療育技術指導  
○療育機関に対する支援  
1－■■■t■■－■－■－■－－－■－－－－■■－■■－■■－■■●t－■■■t…■【……■－■t－←－■－－■■－－■■■－－●t●■■■■■■■＝＝＝＝■  

実施主体：都道府県  

財   源：交付税（県単独分）  

○療育等支援施設事業  

・在宅支援訪問療育等指導事業  

・在宅支援外来療育等指導事業  

・施設支援一般指導事業  

・地域生活支援事業  

●
●
■
■
■
■
：
：
：
 
 

○療育拠点施設事業  

・施設支援専門指導事業  

・在宅支援専門療育指導事業  
障害者相談支援事業  

○一般的な相談支援（3障害に対応）  

実施主体：市町村  

財  源：交付税（市単独分） ●   
実施主体：都道府県、指定都市、中核市  
財  源：交付税（県単独分）  

◆
＿
：
：
：
：
：
■
●
■
 
 

◆
●
■
■
＿
■
■
■
：
■
＿
〓
■
■
●
◆
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補装具等の見直しについて  

1補装具及び日常生活用具の種目見直し■・＝ Pl  

……＝■・＝－・ （参考1）新補装具種目一覧 P2  

2 補装具の利用者負担の見直し  

3 補装具真の支給の仕組みについて・・＝＝・・ P4  

（参考2）補装具等の見直し（概要）＝・・・＝＝ P5  
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1補装具及び日常生活用具の種目見直し  

補 装 具  日常生活用異   

点字器   

重度障害者用意思伝達装置   補装具へ移行   

頭部保護帽   

人工喉頭  
日常生活用異へ移行  

歩行補助つえ（一本杖のみ）   
浴槽（湯沸器）  

収尿器   廃 止  

ストマ用装具   
パーソナルコンピュータ  

色めがね   廃 止   

補装具の定義  日常生活用異の定義  

次の3つの要件をすべて満たすもの。  
（D身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代   

替するもので、障害個別に対応して設計・加工   
されたもの  

②身体に装着（装用）して日常生活又は就学・就   

労に用いるもので、同一製品を継続して使用す   
るもの  

③給付に際して専門的な知見（医師の判定書又は   

意見書）を要するもの  

次の3つの要件をすべて満たすもの。  
①安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認   

められるもの  

②日常生活上の囲難を改善し、自立を支援し社会   
参加を促進するもの  

③製作や改良、開発にあたって障害に関する専門   
的な知識や技術を要するもので、日常生活品と   
して一般的に普及していないもの  

－2－   



一 
新 補装具種目覧（案）  

（単位：円）  

種目   名 称  H16基準  耐用 年数  種目   名 称  
耐用  

H16基準   年数   

義肢  290，000  ～4   前方大車輪型  102，000   

80，000  ～3  リクライニング式前方大車輪型    120，000   

座位保持装置  251，000  3  片手駆動型  117，000   

グラスファイバー   3，550   
車  

リクライニング式片手駆動型  133，600  

亡  
2  い  

通  
5   

1，650  
す  

レバー駆動型  160，500  

目 人 安  
2，200  5  手押し型A  82，700  

全  グラスファイバー   4，400   手押し型B  81，000  
つ  2  

え   3，700  リクライニング式手押し型  114，000  

用  3，550  4   普通型（4．5km／h）  314．000   

普通義眼  1，7000   普通型（6．Okm／h）  329，000  

義  2  

電   
切替式  230，000  

眼  60，000  動  アシスト式  263，000   
車  6  

6D未満   17，600   

い す  
リクライニング式普通型  343，500  

矯 正  20，200  電動リクライニング式普通型  440，000  

眼  
鏡  

24，000  
電動リフト式普通型  701，400  

20D以上   24，000  

21，500  六輪型  44，000   

眼  30，000  四輪型（腰掛付）  36，000  
4  

光   
眼  

30，000  四輪型（腰掛なし）  31，000  

鏡  30，000  歩  34，000  
行  5  

20D以上   30，000  
器  

二輪型  27，000  

コンタクトレンズ  15，400  固定型  26，000  

護   

掛けめがね式   36，700  
交互型  30，000  

焦点調整式   17，900   

標準型箱形  34．200   座位保持いす（児のみ）  24，300  3  

標準型耳掛形  43，900  起立保持具（児のみ）  27，400  3  

補  55，800  頭部保持具（児のみ）  7，100  3  

高度難聴用耳掛形  67，300  排便補助具（児のみ）  8，200  2  
聴  5  

挿耳型（レディ）  87，000  木  A 普通   3，300   

些   
2  

器  137，000  3，300  
歩  

骨導型箱形  67，000  A 普通   4，000   

骨導型眼鏡形  120，000  
助  
行 補   5，300   

普通型  102，000   つ  4  

車  え  
い  5  ロフストランド・クラッチ  8，000  

す  
手動リフト式普通型  232，000  多点杖  10，000   

（注1）義肢・装具・座位保持装置の基準額については、平成15年度交付実績1件当たり平均単価である。  

（注2）義肢・装具の耐用年数について、18歳未満の児童の場合は、成長に合わせて4ケ月～1年6ケ月の耐用年  

数となっている。   



2▲補装具費の利用者負担の見直し  

所得にのみ着目した応能負担  

3. 

定率一割負担と所得に応じた月額負担上限額の設定  

区分及び世帯の  

ついての考え  侶
．
へ
同
 
 
 

障害福祉サービ  

様とする。   



3 補装具真の支給の仕組みについて  
ア 補装具の購入（修理）を希望する者は、市町村に費用支給の申請を行う。  
イ 申請を受けた市町村は、更生相談所等の意見を基に補装具費の支給を行うことが適切であると認めるときは、補装具費の支給の   

決定を行う。  

り 補装具真の支給の決定を受けた障害者は、事業者との契約により、当該事業者から補装具の購入（修理）のサービス提供を受ける。  

工 障害者が事業者から補装具の購入（修理）のサービスを受けたときは、   

・事業者に対し、補装具の購入（修理）に要した費用を支払うとともに、   

・市町村に対し、補装具の購入（修理）に通常要する責用の百分の九十に相当する額を請求する。  

オ 市町村は、障害者から補装具真の請求があったときは、補装具真の支給を行う。  

－5－   



補装具等の見直しについて（概要）  

【現 行】  

働  

○補装具：盲人安全つえ、補聴器、義肢、   
装具、牽いす、その他厚生労働大臣が定   
める補装具   

○種 目：   

義肢、装具、座位保持装置、牽いす、電   
動車いす、盲人安全つえ、点字器、補聴   
器、人工喉頭、収尿器、ストマ用装具等   

○費用負担：所得税矧こ応じた応能負担   
＊ただし一定所得税額以上は全額自己負担  

勝野樽）  
○日常生活用異：日常生活上の便宜を図る   

ための用具であって、厚生労働大臣が定   
めるもの   

○種 目：   

浴槽、体位変換器、移動用リフト、視覚   
障害者用ポータブルレコーダー、聴覚障   
害者用情報受信装置、重度障害者用意思   
伝達装置、電気式たん吸引器、透析液加   
温器、電磁調理器、火災警報器 等   

○費用負担：所得税額に応じた応能負担   
＊ただし一定所得税額以上は全額自己負担  

僻レの府容り  
○補装具、日常生活用異の範囲の見直し→定義の明確化  
○その他、補装具給付制度及び日常生活用異給付等事業  

の見直しのために必要な事項  

・障害のある人にとって真に必要な用具を、適正な価  
格で提供できる仕組みつくり  

・定義に基づく現行種目の見直し  

・補装具章の設定、補装具等の給付事務手続きの円滑  
化等、今回改正に伴うその他の事項  

○持続性のある安定した制度の維持  

（．D   

一部を「補装具等  
の見直しに関す  
る検討委員会」  

にて検討  

【障害者自立支援法】  

（補装具等に係る見直し部分はH18年10月施行）  
種目・価格見直し、  
制度の運用指針等  

l●襟裳君犀の支焉．）   

○補装具：身体機能を補完し、又は代替し、かつ、   
長期間にわたり継続して使用されるもの。その他   
の厚生労働省令で定める基準に該当するものと   
して、義肢、装具、車いす、その他の厚生労働大   
臣が定めるもの  

○種目：告示にて示す（P3参照）  
○費用負担：定率（1割）負担 （P4参照）   
＊所課〕闇粛鉄屑対象外   
＊家訓こ与え珊滴勺じこ爛設定  

聯裏幕〉   

○日常生活用異：日常生活上の便   

宜を図るための用具であって厚   

生労働大臣が定めるもの  

○種目：カイドラインにて示す  

○費用負担：市町村（事業実施主   

体）が決定  



障害福祉計画について  

平成17年12月26日   



障 害 福 祉 計 画 策’定 ス ケ ジ ュ ー ル  

時 期   主な事項   市町村・都道府県の具体的な事務   

18．2  ○基本指針素案の提示  ●計画策定準備事務（市町村・都道府県）  

18．3  ○基本指針の告示  ●本格的な計画策定体制の確保（市町村一都道府県）  

・推進協議会、計画検討委員会等  

・都道府県と市町村間の連携体制（連絡会議等）  

・自治体の内部体制  

18．4～  
○サービス事業者の移  

18．5  行希望確認  ●市町村におけるサービスの必要量の見込み  

●市町村と都道府県間の調整（区域設定及び区域ごとの必要量の見  
18．9  ○サービスの必要量の  込み）  

見込みを国に中間報  
上ヒ． 口  

●最終的な各年度におけるサービスの種類ごとの必要量の見込み（数  

値目標）   

19．3  ○計画策定  

○サービスの必要量の  

見込み（数値目標）を  

国に最終報告  

－1－   



自治体において当面準備が必要と考えられる事項  

1策定準備事務について  

市町村・都道府県においては、18年度中に行う計画策定に閲し、次の事項について事前準備が必  
要と考えられる。  

○ 推進協議会、計画検討委員会等の立ち上げ準備  
○ 今後必要となる策定事務に係る内部体制の確保  

策定に係る主な事務  ・サービスの必要量の見込み（数値目標）の作成  

・住民等意見の反映のための取組  

t市町村（区域・都道府県）やサービス事業者との調整 等  

なお、計画策定作業を進めるに当たって、早急に事務体制を整備するとともに、  
害者、知的障害者、精神障害者、障害児）の担当部暑が一体となった体制を作ノ  ことに留意する。  

2 サービスの必要量の見込み（数値目標）について  

障害福祉計画において必要となる具体的な数値目標の見込み方等については、平成18年春に基本指針を   
提示する予定である。  

自治体においては事前準備として、次の事項について市町村・都道府県が連携して進めておく必要がある。  

○ 現行のサービス利用者に係る実績データの整理及び分析   
（身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児）  

○ 受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者数の把握   
・退院促進による政策的伸びであるため、現行のサービス利用者に加えてサービスの必要量を見込む  

・市町村での見込みは困難であるため、都道府県単位で見込んで市町村へ振り分ける調整が必要  

○ 圏域設定に係る検討  
－2一－   



実績データの整理及び分析に当たっては、17年春～夏にかけて実施した「サービスの利用の実態把握調  
査」による平成16年10月実績値データの活用を基本とするが、国からの支援として、  

018年1月に都道府県や市町村において集計を可能とするソフトを配布  

する予定であるので、市町村（区域）ごとや都道府県単位等での集計及び分析に活用願いたい。   

また、サービスの必要量を見込むに当たっては、参考となるよう、  

018年春に推計支援のためのワークシートを作成・配布  

する予定である。  

3 事業者への新体系サービスヘの移行に係る意向希望の確認について  

障害福祉計画を策定するに当たっては、現在、障害福祉サービスを実施している既存事業者（通所施設、   
入所施設等）の新体系サービスへの移行に係る意向を踏まえる必要がある。このため、  

018年4月～5月頃には、サービス事業者の意向確認を行う   

必要があるが、確認に当たっては、広域的な対応が求められることや、18年10月からの事業者指定  
事務を踏まえると、都道府県において実施することが望ましい。（※なお、現在は指定都市が指定を行っている  
ことから、指定都市と連携を取って対応することが必要。）   

また、法定施設だけでなく、小規模作業所についても市町村と都道府県が連携しながら意向を確認する  
ことが望ましい。   

なお、意向確認に先だち、サービス事業者に対して制度改正内容を含む説明会を開催する等、きめ細や  
かな対応をお願いしたい。  

－3－   



4 サービスの必要量の見込みの中間報告について  

自治体におけるサービス必要量の見込み（数値目標）については、各市町村ごとの見込み、区域間  
の調整、サービス事業者の意向等を踏まえた調整を経て、  

018年9月にサービスの必要量の見込みの中間報告  

を求めることとなる。また、  

0新休系の事業者指定のためにも、サービス見込み量の設定が必要  

となる。  

このため、これらを踏まえ、市町村、都道府県及びサービス事業者間で十分連携を図りながら作成を進  

められたい。  
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市町村・都道府県のサービス必要量の見込みについて  

1．概 要  

○ 市町村及び都道府県の障害福祉計画においては、  
① その区域内ごとに  

② 障害福祉サービスの種類ごとの  

③ 平成20年度までの各年度における  
必要量を見込むことが必要。  

○ サービスの必要量の見込みも含めた障害福祉計画作成の基本的な考え方等につい  
ては、今後、基本指針として提示。  

○ また、都道府県は、新体系の事業者指定のため、区域ごとのサービス種類ごとの見  
込みを平成18年9月までに設定することが必要。  

※ 平成18年9月中に中間報告を求める予定。  

○ 計画策定に当たっては、国としての基盤整備の基本的な考え方（別紙）を基本として、  

現在のサービス水準の地域間格差をできるだけ解消するとともに、地域生活への移行  
や一般就労への移行等を推進する観点から進められることが適当。  
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2．国が示す具体的な推計手法として現在検討中のもの  

○ 障害福祉サービスを3つに分けて推計を行う。  

（D 訪問系サービス  

② 日中活動系サービス  

③居住系サービス  
＊ 受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者の障害福祉サービス利用についても、適切に見込む  

対象となるサービス  

③居住系サービス  

・施設入所支援  

・共同生活介護  

・共同生活援助  

②日中活動系サービス  

・療養介護  

・生活介護  

一自立訓練（機能訓練）  

一自立訓練（生活訓練）  

・就労移行支援  

・就労継続支援（雇用型）  

・就労継続支援（非雇用型）  

①訪問系サービス  

・居宅介護  

・重度訪問介護  

・行動援護  

・重度障害者等包括支援  

・児童デイサービス  

・短期入所  ④その他  

・相談支援  

○ 具体的な推計方法については、今後お示しする予定。  

○ 障害福祉計画において見込んだ数値目標については、計画的な整備を図る観点か  
ら、実効性を確保するための措置（都道府県における指定拒否や国庫負担金での調整  
等）について検討。  
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障害保健福祉関係主管課長会議  

資料13  H17．12．26  

障害者自立支援法のPR・広報休制について  

平成17年12月   

国としては、下記のとおり取り組んでいるところであり、実施主体である地方自  
治体においても、障害者、事業者等に対して、きめ細かく、計画的な制度周知に  
取り組んでいただきたい。  

（1）国民への広報  

○厚生労働省HPを活用したPR  

→12月中旬からページを刷新して各種情報を掲載中。  

→ 今後、各自治体から提供いただいた資料（12／5付で依頼）及び  

前回（11／11）？全国課長会議冒頭の局長挨拶（動画）について、  

掲載予定。  

○新制度PRパンフレットの作成  

→ 年内に完成。（全国社会福祉協議会との協同制作）  

→ ホームページにPDF形式で掲載し自由にダウンロード。視覚障  

害者への対応として、テキストファイルを同時掲載。  

○医療福祉チャンネルでの放映  

→ 本日の全国課長会議の模様を放映  

→「ニュースボックス～厚生労働省に聞く～」で障害者自立支援法  

について放送。（1月17日放送予定。）   

（2）地方自治体への広報  

O「障害者自立支援サミット」の開催（1月）  

→ 地方自治体の首長を対象に、全国8つの地方厚生局単位で障害  

者自立支援法に関する「サミット」を開催。  

O「全国対話キャラバン」の実施（12月～3月）  

→ 都道府県の要請に応じて、対応中。  

○各自治体への定期的な情報提供  

→「障害保健福祉情報」として、各種情報を送付しているところ。   



について  

・平成18年4月から9月までの精神憧害者居宅サービスの支給決定   

手続きについてt…………………………＝…＝…… 
1頁  

・精神障害者社会復帰施設の新体  への移行   



平成18年4月から9月までの精神障害者  
居宅サービスの支給決定手続きについて  

1   



平成18年4月から9月における精神障害者の支給決定について   

現行制度における精神障害者居宅サービス（ホームヘルプ、ショートステイ、グループホーム）利用者につ  
いては、法律上の支給決定制度に基づくものではないため、「みなし支給決定」の取扱は行わず、平成18年3  

月末までに「現行支援費と同様の方法により」支給決定を行うこととしている。【平成17年11月11日主管課長  

会議（資料3）参照】   

「現行支援費と同様の方法」とは、新制度における障害程度区分認定等に基づく流れではなく、  
① 障害者本人からの申請  
② サービス利用意向の内容、地域生活の状況等を勘案しつつ審査  
③ サービスの利用量、支給決定期間、利用者負担等を決定（支給決定）  
といった手続によって支給決定を行うという趣旨である。   
精神障害者居宅サービスについても、従来より、基本的には同様の勘案事項を考慮しつつ補助対象とするか  

どうかの決定を行っていたことから、現行の居宅サービス利用者については、従前のサービス利用状況等を踏  
まえつつ、平成18年4月から9月の間のサービス利用に係る支給決定を行っていただくこととなるものと考  
えている。  

支給決定時に勘案すべき事項   

○ 障害程度区分【※障害の種類】※H18年4月から9月までの間の取扱  ○ 介醸を行う者の状況  
○ 障害者のサービス利用に関する意向の具体的内容  0．地域生活の状況  

○ 就労の状況  ○ 日中活動の状況  ○ 居住の状況 ○ サービスの提供体制の整備の状況 等  

※平成18年4月以降、居宅サービスの新規申請に係る支給決定   
4月から9月までの新規申請に係る支給決定については、その窓口及び事務を従来どおり■障害種別ごとに行  

うか、10月以降の新支給決定の実施体制を踏まえ三障害一本化して行うかは、各市町村の体制整備状況に応  
じ、適宜判断されたい。   



平成18年4月から9月のサービス利用に係る支給決定の主な留意事項  

○ 世帯の所得に応じた月当たりの負担上限を設定する。  

－ビスの   

○ サービスの利用量は、月を単位として定める。   
・ホームヘルプ：現行の補助対象と同様に、月当たりの時間数   
・グループホーム：月を単位とする期間   

・ショートステイ：月当たりの日数  

○ なお、ショートステイの利用量については、あらかじめ月当たりの利用日数を定めるのではなく、従前どおりの方法（具体的な   
利用に際して日数等の決定を行う）によって支給決定を行うこととして差し支えない。また、かかる方法を採った場合に、緊急の   
必要があって支給決定前に利用せざるを得なかった際には、特例介護給付費によって対応することが可能である。   

3．支給決定期間   
010月以降は、障害程度区分等による新たな支給決定方式によることとなるため、支給決定期間（有効期間）は9月30日まで   

とする。   

010月から新制度による支給決定に移行するまでの短期間に係る支給決定であるため、10月6日の全国会議で提示した参   
考様式の活用の底力、、   
・従来のホームヘルプの利用者証を活用（ショートステイを併用する場合には備考欄等に追記）   

・支給決定通知書による代替   

など、事務簡素化などの観点も踏まえて対応していただいて差し支えない。   

5．現に利用している者の取扱   
○ 特に現行のサービス利用者については、平成18年4月以降も引き続きサービス利用の必要がある場合にサービスが途切れ   
ることがないよう、同年3月中に、支給決定を済ませることが必要。ただし、ショートステイについては、3月末までに限らず、従   
来どおり、具体的な利用の必要が生じた際に支給決定を行うこととして差し支えない。  

○ 現に利用している者を把握の上、居宅サービス事業者等の協力を待つつ、4月以降も利用を希望する場合には支給決定の   
手続が必要である旨を周知し、サービス利用に係る申請（利用者負担額lこ係る申請も併せて）を行うよう促す（申請勧奨）。  3   



現行と平成18年4月から9月の取扱の相違点  

事 項   現  行   平成18年4月から9月の取扱   

共通事項  

・利用者負担の変更  ホームヘルプ  ：応能負担  

ショートステイ ：利用者負担なし（※）   r定率負担＋軽減措置  

グループホーム：利用者負担なし（※）  

※食費、光熱水費、室料等は従  

・支給決定期間  期間の定めなし   平成18年9月30日まで（※）  

※同年10月以降の利用については、別途、障害程度区分  
認定等による新支給決定手続きが必要   

ショートステイ  

・利用要件  介護者が一時的に介護をできなくなった場合  現行に加え、障害者本人の理由による利用も可能  

・支給決定の内容  利用1回ごとの利用日数  月を単位とした利用日数  

※従来どおり」具体的な利用の必要が生じた際に、利用  
日数等を決定することとLても差L支えない（   

グループホーム   入居後に、運営主体より市町村に入居報告  あらかじめ市町村に申請し、支給決定後に入居  

（市町村等に対する事前の手続きなし）  



精神障害者社会復帰施設の新体系への移行  

5   



精神障害者社会復帰施設の経過措置について  

○ 地域生活支援センター、福祉ホーム（A型）については、平成18年10月から新体系へ移行。  

○ 上記以外の精神障害者社会復帰施設については、現在の利用者の状況、人員配置等の基  

準等に照らし、新体系に直ちに移行することが困難と思われることから、経過措置の対象とする。  

〔現行施設〕  〔新体系〕  

生活訓練施設  

授産施設  

（通所・入所りJ＼規模）  

〔自立支援給付対象事業〕   

■生活介護  

・自立訓練（生活訓練）  

・就労移行支援  

・就労継続支援（雇用型・非雇用型）  

・共同生活介護 一共同生活援助  等  

精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
 
 

福祉ホーム（B型）  

新体系へ移行  

〔地域生活支援事業〕   

・相談支援事業 ・地域活動支援センター  

・福祉ホーム  等  

福祉ホーム（A型）  

地域生活支援センター  

6   



精神障害者地域生活支援センターの移行  
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精神障害者地域生活支援センターの移行  

行例のイメージ〕（平成18年10月1日から）  
※他の事業を行うことも可  

相談支援・他機関   

との連絡調整  
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
 
 

町
 
 

市
 
 

・日常生活上の  

世話  

・自主的な活動等  

機会の提供  

・住居、就業その  

他必要な情報提  

供  

等  

※「生活サポート事業」の詳細については、現在検討中  

注 地域生活支援事業は、市町村が自ら実施する場合もある  

〔指定障害福祉サービス事業者〕  

自立支援給付対象事業  
例：自立訓練（生活訓練）事業の実施 等  

都道府県の  

指定   

8  



新体系移行に向けた手続き関係について  

＋  

相談支援事業を委  
託  

地域活動支援セン  

ター事業を委託  

市町村  

※複数の市町村で共同して委託を行うことも可能  

→現在の圏域を基盤とした広域的な対応が可能  
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相談支援事業の実施  

新制度では、  
（1）一人一人の利用者が、必要に応じて支援を受けられるよう、市町村の必須事業（地域生活支援事業）として相  

談支援事業を位置付け、これを相談支援事業者に委託できるようにする。  
（2）特に計画的な支援を必要とする者を対象として、サービス利用のあっせん・調整などを行うための給付（サー  

ビス利用計画作成費）を制度化。  

サービス利用者のうち、  

特に計画的な自立支援を  

必要とする者  

サービス利用  

計画作成費  

（個別給付）  

・サービス利用の  

あっせん・調整  

・モニタリング  

相談支援事業者  

※支給決定事務の一部（アセスメント等）について、市町村から相談支援事業者へ委託可能。  
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相談支援事業者の主な事業例（想定されるもの）  

・福祉サービスの利用援助（※）  

情報提供、相談、アセスメント、ケア計画の作成、サービス調整、  
モニタリング、個別ケース会議 等  

■ 社会資源を活用するための支援．．． 各種支援施策に関する助言・指導等  

・社会生活力を高めるための支援 …  人間関係、健康管理、金銭管理等  
・ピアカウンセリング  

・専門機関の紹介 等  

○ 社会資源の改 に向けた調整   

・地域自立支援協議会（仮称）の運営等  

※ 特に、計画的なプログラムに基づく自立支援を必要とする者に対して、個別給付  

（サービス利用計画作成費）として、サービス利用につなげる支援を実施。  
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地域活動支援センター事業の実施  

地域活動支援センター  

（地域生活支援事業）  

対
象
者
（
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
）
 
 
 

地域活動支援センター  

○福祉及び社会基盤との連携強化  

○創作的・生産活動、自主的活動   
の提供・支援  等  

○ 創作的活動又は生産活  

動の機会の提供  

○ 社会との交流の促進  

等  

〔Ⅰ型〕  

・職員配置 3名以上（PSW等専門職長の配置）  

（うち常勤2名）  

・利用人員 1日あたり実利用人員20名以上  

・委託相談支援事業と併せて実施（必須）  

等  

〔Ⅱ型〕  

3人以上（うち常勤1人）  

1日あたり実利用人員15人以上  

等   

2人以上（うち常勤1人）  

1日あたり実利用人員10人以上  

等  

・織員配置  

・利用人員   

〔Ⅲ型〕  

・職員配置  

・利用人員  
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地域活動支援センターの主な事業例（想定されるもの）  

○ 福祉及び地域の社会基盤との連携強化（PSW等専門職員の配置により実施）  

・地域移行を目指す精神障害者に対する地域活動支援  

‥‥長期の入院者、施設入所者を対象とした社会生活体験活動  

（食事会等による仲間作り、退院・退所意欲の醸成、日常生活体験等）  

・アルコール等中毒性精神障害者への支援（地域と連携した継続的な支援）  

○ 創作的活動、生産活動の機会の提供  

○ 社会との交流の促進   

・地域交流事業（地域住民との交流等）   

・当事者向け生活関連講座等（消費生活、就労関係等）の実施   

・当事者活動（余暇活動等）の支援  

○ 普及啓発  

○ 地域ボランティア育成  

※Ⅰ型にあっては、委託相談支援事業と併せて実施することを必須条件とする。  
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生活サポート事業の実施  

【概要】   

介護給付の対象外となる看であって、   

■日常生活に関する支援  

・家事に対する支援   

などを行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれがある場合に必要な支援を行う。  

【事業の具体的内容】   

ホームヘルパー等を居宅に派遣し、必要な支援（生活支援・家事援助等）を行う。  

【対象者】 

介護給付の対象外の看であって、サービス提供に相応しいと市町村が認めた者  

【留意事項】   

利用者の状態に応じ、障害程度区分認定を見直すなど、利用者の利便を図ること。  

※詳細については、現在検討中  
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精神障害者福祉ホーム（A型）の移行  
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精神障害者福祉ホーム（A型）の移行  

新体系〔移行例イメージ〕（平成18年10月1日か∈  現行施設  

福祉ホーム  

（A型）  

〔対象者〕  

・現に住居を求めてい  

る精神障害者   

〔提供サービス内容〕  

一居室その他の設備を  

利用  

・日常生活に必要な便  

宜の供与  

〔訓練等給付〕  ト＋⊥＞  グループホーム  

・∵ ＞   ケアホーム   
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新体系移行に向けた手続き関係について  

△  
運営基準（去罪80条）  ぐ〉  

〔
自
立
支
援
給
付
対
象
事
業
を
実
施
す
る
場
合
〕
 
 

〔
福
祉
ホ
ー
ム
と
し
て
実
施
す
る
場
合
〕
 
 

市町村  

※福祉ホームの委託にあたっては、複数の市町村で  

共同して委託を行うことも可能   
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精神障害者社会復帰施設運営費の見直しの考え方  

※本資料は、現段階で整理したものであり、今後変更があり得るものである。  
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運営貴算定基準の見直し等について  

〈見直しのポイント〉   

○ 平成18年度予算（案）において、精神障害者社会復帰施設等の運営費予算が、全体で△   
5％程度の縮減となっていることを踏まえつつ、公務員賃金の改定、利用実態や新事業体系へ   
の移行促進の観点等を勘案し、補助単価の見直しについて検討する。   

○一併せて、利用料の徴収について、他のサービス、施設との均衡を考慮して検討する。   

○ これらの見直しを実施したうえで、補助方式は現行どおりとする。  

〈その他〉   

○、平成18年度においては、社会復帰施設運営糞補助の新規採択を行わない予定。  
ただし、平成17年度に施設整備貴国庫補助を受けて平成18年9月までに運営を開   

始する事業についてのみ、新規であっても採択の予定。この場合においても、平成17   

年度施設整備費の採択にあたっては、「速やかに新体系へ移行するもの」に限って採   

択していることに留意。   

○ 国庫補助協議時に、施設ごとに平成18年10月以薩の新体系への移行計画の策  

定・提出を依頼する予定。   

○なお、地域生活支援センター、福祉ホーム（A型）については、新体系への移行の経   

過措置の対象とはしないが、新体系施行前の平成18年4月から9月までの間の運営   

真については、従前どおり補助対象である。   



この資料は、関係者の準備に資するため、現段階で考えられる
事項を整理したものであり、今後、変更があり得るものである。

平成１７年１２月２６日

サービスコード仕様書/解説書（案）

４月～９月版  (　暫　定　版　）

☆注意☆
　
　障害者自立支援法の施行に伴い、サービスコード仕様書/解説書
　を変更する。
　尚、当該変更内容については、平成１８年４月分から９月分の
　旧体系にかかる支給（変更）決定と利用者負担（変更）決定等
　に則して作成したものである。



変更点

NO 区分 変更内容 平成１８年３月以前の情報 平成１８年４月以降の情報

1 変更 法区分 【項目名】　法区分
【内容】　支援費対象の法を識別する区分
【備考】　※１．統合サービスコードについて
以下、法区分とサービスコードを統合させたコードを統合サービスコード
と呼ぶ。

【項目名】　請求区分
【内容】　法を識別する区分
【備考】　※１．統合サービスコードについて
以下、請求区分とサービスコードを統合させたコードを統合サービス
コードと呼ぶ

1 変更 区分Ａ
区分Ｂ
区分Ｃ

【備考】（※４参照）
区分Ａ：居宅系のサービスコードの場合は、居宅生活支援費の区分１と
　　　　　 みなす。
区分Ｂ：居宅系のサービスコードの場合は、居宅生活支援費の区分２と
　　　　　 みなす。
区分Ｃ：居宅系のサービスコードの場合は、居宅生活支援費の区分３と
　　　　　 みなす。

【項目名】　請求区分
【内容】　法を識別する区分
【備考】　※１．統合サービスコードについて
以下、請求区分とサービスコードを統合させたコードを統合サービス
コードと呼ぶ

2 追加 日割計算対象
区分

【備考】　空白 【備考】（※６参照）
※６．平成１８年４月以降のサービスについては、全て「０：日割計算の
対象とならない」が設定される。

3 変更 級地区分 身障、知障、児童の法区分ごとに指定居宅支援等に関する級地
区分の内容を管理

身障、知障、児童の法区分ごとに管理していた指定居宅支援等
に関する級地区分を一本化。

4 変更 法区分コード 【法区分コード】
１：　身障
２：　知障
３：　児童

【請求区分コード】
１：　身障
２：　知障
３：　児童
５：　精神

5 変更 サービス
コード

身障、知障、児童の法区分ごとにサービス内容を管理 身障、知障、児童、精神の請求区分ごとにサービス内容を管理。
※詳細は、【決定用コード - 介護給付/訓練等給付】を参照

　　　 

－　1　－



１サービスコードファイルレイアウト

数字 （※１参照）

サービスコード 数字 （※２参照）

事業区分 数字 （※３参照）

履歴番号 数字 履歴番号

適用開始年月日 数字 適用開始年月日

適用終了年月日 数字 適用終了年月日

サービス種類 漢字 サービス種類の名称（２０文字）

サービス内容１ 漢字 サービス内容１の名称（４０文字）

サービス内容２ 英数 サービス内容２の名称（４０文字）

サービス略称 英数 サービス内容の略式名称（２０文字）

支援費基準額 数字

区分Ａ 数字 （※４参照）

区分Ｂ 数字 （※４参照）

区分Ｃ 数字 （※４参照）

支援費基準額 数字

区分Ａ 数字 （※４参照）

区分Ｂ 数字 （※４参照）

区分Ｃ 数字 （※４参照）

特別区 数字 （※５参照）

特甲地 数字 （※５参照）

甲地 数字 （※５参照）

乙地 数字 （※５参照）

丙地 数字 （※５参照）

日割計算対象区分 英数 （※６参照）

級地区分対象区分 英数

単価使用可能区分 英数

単価算定率 英数

※１． 統合サービスコードについて

以下、法区分請求区分とサービスコードを統合させたコードを統合サービスコードと呼ぶ。

※２． サービス内容２について

市町村で上乗せや、独自のサービス・加算等を行う場合は、当区分「８１」～「９９」を用いて

新しいレコードを作成する。

注意：サービス種類、サービス内容１については、コードの変更や、レコードの追加はできないものとする。

※３． 事業区分について

支援費制度のサービスコードについては、事業区分「０」で管理する。

国の事業や、都道府県単独事業、市町村単独事業、及びやむを得ない措置等の支援費制度以外の

サービスコードを管理する場合については、事業区分「１」～「９」を用いて新たに作成する。

※４． 区分Ａ：居宅系のサービスコードの場合は、居宅生活支援費の区分１とみなす。

区分Ｂ：居宅系のサービスコードの場合は、居宅生活支援費の区分２とみなす。

区分Ｃ：居宅系のサービスコードの場合は、居宅生活支援費の区分３とみなす。

※５． 級地区分について

特別区、特甲地、甲地、乙地、丙地の級地区分の係数をそれぞれのサービス種類別に

小数点第３位までの数値で管理する。

例）特別区：１．０７２、特甲地：１．０６２等

※６． 平成１８年４月以降のサービスについては、全て「０：日割計算の対象とならない」が設定される。

支援費基準額を単価して使用できるかどうか
の判断する区分
０：単価としてそのまま使用可
１：単価としてそのまま使用できない

単価使用可能区分が”１”の場合、単価として
算定する率を設定

２７

甲地の係数

級地区分の対象の区分
０：級地区分の対象とならない
１：級地区分の対象となる

日割計算の対象の区分
０：日割計算の対象とならない
１：日割計算の対象となる（入院日を含む）
２：日割計算の対象となる（入院日を含まない）

１

４０

障害程度区分Ｃの額

１ サービスの種類を識別する区分

支援費基準額（国基準）

３

１４ ７ 障害程度区分Ｃの額

国
基
準

１１ ７

１２ ７ 障害程度区分Ａの額

１ １ 支援費対象の法を識別する区分

２ ６
サービス種類（２桁） ＋ サービス内容１（２桁
＋ サービス内容２（２桁）

法区分　請求区分

１６ ７ 障害程度区分Ａの額

障害程度区分Ｂの額

２４

丙地の係数

特甲地の係数

5（1.3）２１

5（1.3）２３

級
地
区
分 5（1.3） 乙地の係数

１８ ７

特別区の係数

２０

１９ 5（1.3）

5（1.3）

備考項番 項目名 属性 ﾊﾞｲﾄ数

１５

内容

市
町
村
基
準

７ 支援費基準額（市町村基準）

１３ ７ 障害程度区分Ｂの額

１７ ７

８ ８０

９ ８０

４

２２

２

８

８

５

６

１０

７ ４０

5（1.3）

２５ １

２６ １
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補 足 事 項

１．国基準について

厚生労働大臣が定める基準額を管理する。

（当項目については、変更を不可とする）

２．市町村基準について

市町村で独自の支援費基準を設ける場合は当項目で管理する。

（国基準と同額を設定しているため、市町村で自由に変更は可能）

３．級地区分について

特別区、特甲地、甲地、乙地、丙地の係数については下記を参照。

・身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に関する級地区分の場合

・障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等に関する級地区分の場合

特別区の場合 ： 1000分の1072

特甲地の場合 ： 1000分の1060

甲地の場合 ： 1000分の1036

乙地の場合 ： 1000分の1018

丙地の場合 ： 1000分の1000

・知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に関する級地区分の場合

知的障害者地域生活援助支援に関しては、（）を参照。

共同生活援助に関しては、（）を参照。

特別区の場合 ： 1000分の1072 （1000分の1098）

特甲地の場合 ： 1000分の1060 （1000分の1081）

甲地の場合 ： 1000分の1036 （1000分の1049）

乙地の場合 ： 1000分の1018 （1000分の1024）

丙地の場合 ： 1000分の1000 （1000分の1000）

・児童福祉法に基づく指定居宅支援等に関する級地区分の場合

特別区の場合 ： 1000分の1072

特甲地の場合 ： 1000分の1060

甲地の場合 ： 1000分の1036

乙地の場合 ： 1000分の1018

丙地の場合 ： 1000分の1000

・身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に関する級地区分の場合

身体障害者更生施設支援

特別区の場合 ： 1000分の1073

特甲地の場合 ： 1000分の1061

甲地の場合 ： 1000分の1036

乙地の場合 ： 1000分の1018

丙地の場合 ： 1000分の1000

身体障害者療護施設支援

特別区の場合 ： 1000分の1080

特甲地の場合 ： 1000分の1067

甲地の場合 ： 1000分の1040

乙地の場合 ： 1000分の1020

丙地の場合 ： 1000分の1000

身体障害者授産施設支援

特別区の場合 ： 1000分の1068

特甲地の場合 ： 1000分の1057

甲地の場合 ： 1000分の1034

乙地の場合 ： 1000分の1017

丙地の場合 ： 1000分の1000

身体障害者通所授産施設支援

特別区の場合 ： 1000分の1075

特甲地の場合 ： 1000分の1062

甲地の場合 ： 1000分の1037

乙地の場合 ： 1000分の1019

丙地の場合 ： 1000分の1000
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・知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に関する級地区分の場合

知的障害者入所更生施設支援

特別区の場合 ： 1000分の1080

特甲地の場合 ： 1000分の1067

甲地の場合 ： 1000分の1040

乙地の場合 ： 1000分の1020

丙地の場合 ： 1000分の1000

知的障害者通所更生施設支援

特別区の場合 ： 1000分の1086

特甲地の場合 ： 1000分の1072

甲地の場合 ： 1000分の1043

乙地の場合 ： 1000分の1022

丙地の場合 ： 1000分の1000

知的障害者入所授産施設支援

特別区の場合 ： 1000分の1080

特甲地の場合 ： 1000分の1067

甲地の場合 ： 1000分の1040

乙地の場合 ： 1000分の1020

丙地の場合 ： 1000分の1000

知的障害者通所授産施設支援

特別区の場合 ： 1000分の1080

特甲地の場合 ： 1000分の1067

甲地の場合 ： 1000分の1040

乙地の場合 ： 1000分の1020

丙地の場合 ： 1000分の1000

知的障害者通勤寮施設支援

特別区の場合 ： 1000分の1048

特甲地の場合 ： 1000分の1040

甲地の場合 ： 1000分の1024

乙地の場合 ： 1000分の1012

丙地の場合 ： 1000分の1000

・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設に関する級地区分の場合

丙地の場合 ： 1000分の1000
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【　決定用　―　介護給付/訓練等給付　】

決定用のサービスコードは、市町村が支払事務を委託する第三者機関へ支給決定情報を提供する際に用いる。

（第三者機関が設立されない場合は、決定用のサービスコードは使用しない。）

（１）統合サービスコード名称略称 （２）統合サービスコード内訳

1 111000 身障居宅身体決定 1 身障 11 居宅 10 身体 00 決定

1 112000 身障居宅家事決定 1 身障 11 居宅 20 家事 00 決定

1 115000 身障居宅日常決定 1 身障 11 居宅 50 日常 00 決定

1 116000 身障居宅乗降決定 1 身障 11 居宅 60 乗降 00 決定

1 121000 身障デイ（Ⅰ）決定 1 身障 12 デイ 10 （Ⅰ） 00 決定

1 121961 身障デイ（Ⅰ）加算入浴決定 1 身障 12 デイ 19 （Ⅰ） 加算 61 入浴決定

1 121962 身障デイ（Ⅰ）加算給食決定 1 身障 12 デイ 19 （Ⅰ） 加算 62 給食決定

1 122000 身障デイ（Ⅱ）決定 1 身障 12 デイ 20 （Ⅱ） 00 決定

1 131000 身障短期基本決定 1 身障 13 短期 10 基本 00 決定

1 132000 身障短期遷延性決定 1 身障 13 短期 20 遷延性 00 決定

1
113000
161000

身障居宅移動決定
身障外出基本決定

1 身障
11
16

居宅
外出

30
10

00 決定

2 111000 知障居宅身体決定 2 知障 11 居宅 10 身体 00 決定

2 112000 知障居宅家事決定 2 知障 11 居宅 20 家事 00 決定

2 116000 知障居宅乗降決定 2 知障 11 居宅 60 乗降 00 決定

2 121000 知障デイ単独決定 2 知障 12 デイ 10 単独 00 決定

2 121961 知障デイ加算入浴決定 2 知障 12 デイ 19 加算 61 入浴決定

2 121962 知障デイ加算給食決定 2 知障 12 デイ 19 加算 62 給食決定

2 131000 知障短期基本決定 2 知障 13 短期 10 基本 00 決定

2 132000 知障短期重心決定 2 知障 13 短期 20 重心 00 決定

2 140000
知的地域生活援助基本決定
知障共同基本決定

2 知障 14
地域生活援助
共同

00 基本 00 決定

2
117000
151000

知障居宅行動決定
知障行動基本決定

2 知障
11
15

居宅
行動

70
10

00 決定

2
113000
161000

知障居宅移動決定
知障外出基本決定

2 知障
11
16

居宅
外出

30
10

00 決定

3 111000 児童居宅身体決定 3 児童 11 居宅 10 身体 00 決定

3 112000 児童居宅家事決定 3 児童 11 居宅 20 家事 00 決定

3 116000 児童居宅乗降決定 3 児童 11 居宅 60 乗降 00 決定

3 121000 児童デイ基本決定 3 児童 12 デイ 10 基本 00 決定

3 131000 児童短期基本決定 3 児童 13 短期 10 基本 00 決定

3 132000 児童短期遷延性決定 3 児童 13 短期 20 遷延性 00 決定

3 133000 児童短期重心決定 3 児童 13 短期 30 重心 00 決定

3
117000
151000

児童居宅行動決定
児童行動基本決定

3 児童
11
15

居宅
行動

70
10

00 決定

3
113000
161000

児童居宅移動決定
児童外出基本決定

3 児童
11
16

居宅
外出

30
10

00 決定

5 111000 精神居宅身体決定 5 精神 11 居宅 10 身体 00 決定

5 112000 精神居宅家事決定 5 精神 11 居宅 20 家事 00 決定

5 116000 精神居宅乗降決定 5 精神 11 居宅 60 乗降 00 決定

5 131000 精神短期基本決定 5 精神 13 短期 10 基本 00 決定

5 140000 精神共同基本決定 5 精神 14 共同 00 基本 00 決定

5 151000 精神行動基本決定 5 精神 15 行動 10 基本 00 決定

5 161000 精神外出基本決定 5 精神 16 外出 10 00 決定

行動
基本

基本

移動介護（身体介護を伴わない場合）
基本

サービスコード

サービス種類 サービス内容１

移動介護（身体介護を伴わない場合）
基本

移動介護（身体介護を伴わない場合）
基本

法区分
請求区分

サービス
コード

統合サービスコード略称
法区分

請求区分 サービス内容２

行動
基本
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（３）サービス名称

統合サービ
スコード

サービス内容２

1111000 身体障害者居宅介護支援費

1112000 身体障害者居宅介護支援費

1115000 身体障害者居宅介護支援費

1116000 身体障害者居宅介護支援費

1121000 身体障害者デイサービス（Ⅰ）

1121961 身体障害者デイサービス（Ⅰ）

1121962 身体障害者デイサービス（Ⅰ）

1122000 身体障害者デイサービス（Ⅱ）

1131000 身体障害者短期入所

1132000 遷延性意識障害者が医療機関を利用する場合

1113000
1161000

2111000

2112000

2116000

2121000

2121961

2121962

2131000 知的障害者短期入所

2132000

2140000

2117000
2151000

2113000
2161000

3111000

3112000

3116000

3121000

3131000

3132000

3133000

3117000
3151000

3113000
3161000

5111000

5112000

5116000

5131000

5140000

5151000

5161000

居宅介護

行動援護

児童居宅介護支援費

児童デイサービス支援費

児童短期入所支援費

児童居宅介護支援費
外出介護

知的障害者居宅介護支援費
行動援護

知的障害者居宅介護支援費
外出介護

児童居宅介護支援費

児童居宅介護支援費

居宅介護

居宅介護

短期入所

共同生活援助

基本サービス

基本サービス

短期入所

共同生活援助

行動援護

外出介護

基本サービス

基本サービス

基本サービス

給食

入浴

知的障害者デイサービス支援費

短期入所支援費

短期入所支援費

知的障害者地域生活援助支援費
知的障害者共同生活援助

基本サービス

基本サービス

児童短期入所支援費

児童短期入所支援費

児童居宅介護支援費
行動援護

基本サービス

遷延性意識障害児が医療機関を利用する場合

重症心身障害児が医療機関を利用する場合

行動援護

基本サービス

給食

基本サービス

基本サービス

基本サービス

短期入所支援費

身体障害者居宅介護支援費
外出介護

知的障害者居宅介護支援費

基本サービス

知的障害者居宅介護支援費

入浴

基本サービス

基本サービス

知的障害者居宅介護支援費

知的障害者デイサービス支援費

知的障害者デイサービス支援費

基本サービス

基本サービス

基本サービス

基本サービス

家事援助中心

乗降介助

知的デイサービス

知的デイサービス

知的デイサービス

重症心身障害者が医療機関を利用する場合

基本サービス

サービス内容１

身体介護中心

家事援助中心

日常生活支援

乗降介助

移動介護中心（身体介護を伴わない場合）
外出介護

身体介護中心

知的障害者地域生活援助
共同生活援助

行動援護

移動介護中心（身体介護を伴わない場合）
外出介護

身体介護中心

家事援助中心

乗降介助

児童デイサービス

児童短期入所

移動介護中心（身体介護を伴わない場合）
外出介護

身体介護中心

家事援助中心

乗降介助

サービス種類
法区分

請求区分

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者デイサービス支援費

身体障害者デイサービス支援費

身体障害者デイサービス支援費

身体障害者デイサービス支援費

短期入所支援費

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

外出介護

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

児童福祉法
障害児へのサービス提供

児童福祉法
障害児へのサービス提供

児童福祉法
障害児へのサービス提供

児童福祉法
障害児へのサービス提供

児童福祉法
障害児へのサービス提供

児童福祉法
障害児へのサービス提供

児童福祉法
障害児へのサービス提供

児童福祉法
障害児へのサービス提供

児童福祉法
障害児へのサービス提供

精神障害者へのサービス提供

精神障害者へのサービス提供

精神障害者へのサービス提供

精神障害者へのサービス提供

精神障害者へのサービス提供

精神障害者へのサービス提供

精神障害者へのサービス提供
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【　決定用　―　施設訓練等支援費　】

（１）統合サービスコード名称略称 （２）統合サービスコード内訳

1 310000 身障肢体更生基本決定 1 身障 31 肢体 更生 00 基本 00 決定

1 310944 身障肢体更生共通加算重複障害 1 身障 31 肢体 更生 09 共通 加算 44 重複障害

1 320000 身障肢体更生通所事業決定 1 身障 32 肢体 更生 00 通所事業 00 決定

1 320944 身障肢体更生共通加算重複障害 1 身障 32 肢体 更生 09 共通 加算 44 重複障害

1 330000 身障視覚更生基本決定 1 身障 33 視覚 更生 00 基本 00 決定

1 330944 身障視覚更生共通加算重複障害 1 身障 33 視覚 更生 09 共通 加算 44 重複障害

1 340000 身障視覚更生通所事業決定 1 身障 34 視覚 更生 00 通所事業 00 決定

1 340944 身障視覚更生共通加算重複障害 1 身障 34 視覚 更生 09 共通 加算 44 重複障害

1 350000 身障聴・言更生基本決定 1 身障 35 聴・言 更生 00 基本 00 決定

1 350944 身障聴・言更生共通加算重複障害 1 身障 35 聴・言 更生 09 共通 加算 44 重複障害

1 360000 身障聴・言更生通所事業決定 1 身障 36 聴・言 更生 00 通所事業 00 決定

1 360944 身障聴・言更生共通加算重複障害 1 身障 36 聴・言 更生 09 共通 加算 44 重複障害

1 370000 身障内部更生基本決定 1 身障 37 内部 更生 00 基本 00 決定

1 370944 身障内部更生共通加算重複障害 1 身障 37 内部 更生 09 共通 加算 44 重複障害

1 380000 身障内部更生通所事業決定 1 身障 38 内部 更生 00 通所事業 00 決定

1 380944 身障内部更生共通加算重複障害 1 身障 38 内部 更生 09 共通 加算 44 重複障害

1 410000 身障療護基本決定 1 身障 41 療護 00 基本 00 決定

1 410941 身障療護共通加算ＡＬＳ 1 身障 41 療護 09 共通 加算 41 ＡＬＳ

1 410942 身障療護共通加算遷延性 1 身障 41 療護 09 共通 加算 42 遷延性

1 410944 身障療護共通加算重複障害 1 身障 41 療護 09 共通 加算 44 重複障害

1 420000 身障療護通所事業決定 1 身障 42 療護 00 通所事業 00 決定

1 420941 身障療護共通加算ＡＬＳ 1 身障 42 療護 09 共通 加算 41 ＡＬＳ

1 420942 身障療護共通加算遷延性 1 身障 42 療護 09 共通 加算 42 遷延性

1 420944 身障療護共通加算重複障害 1 身障 42 療護 09 共通 加算 44 重複障害

1 510000 身障入所授産基本決定 1 身障 51 入所授産 00 基本 00 決定

1 510944 身障入所授産共通加算重複障害 1 身障 51 入所授産 09 共通 加算 44 重複障害

1 520000 身障入所授産通所事業決定 1 身障 52 入所授産 00 通所事業 00 決定

1 520944 身障入所授産共通加算重複障害 1 身障 52 入所授産 09 共通 加算 44 重複障害

1 530000 身障通所授産基本決定 1 身障 53 通所授産 00 基本 00 決定

1 530944 身障通所授産共通加算重複障害 1 身障 53 通所授産 09 共通 加算 44 重複障害

2 310000 知的入所更生基本決定 2 知的 31 入所 更生 00 基本 00 決定

2 310943 知的入所更生共通加算強行 2 知的 31 入所 更生 09 共通 加算 43 強行

2 310944 知的入所更生共通加算重複障害 2 知的 31 入所 更生 09 共通 加算 44 重複障害

2 310945 知的入所更生共通加算自活（内） 2 知的 31 入所 更生 09 共通 加算 45 自活（内）

2 310946 知的入所更生共通加算自活（外） 2 知的 31 入所 更生 09 共通 加算 46 自活（外）

2 320000 知的入所更生通所事業決定 2 知的 32 入所 更生 00 通所事業 00 決定

2 320944 知的入所更生共通加算重複障害 2 知的 32 入所 更生 09 共通 加算 44 重複障害

2 330000 知的通所更生基本決定 2 知的 33 通所 更生 00 基本 00 決定

2 330944 知的通所更生共通加算重複障害 2 知的 33 通所 更生 09 共通 加算 44 重複障害

2 510000 知的入所授産基本決定 2 知的 51 入所 授産 00 基本 00 決定

2 510944 知的入所授産共通加算重複障害 2 知的 51 入所 授産 09 共通 加算 44 重複障害

2 510945 知的入所授産共通加算自活（内） 2 知的 51 入所 授産 09 共通 加算 45 自活（内）

2 510946 知的入所授産共通加算自活（外） 2 知的 51 入所 授産 09 共通 加算 46 自活（外）

2 520000 知的入所授産通所事業決定 2 知的 52 入所 授産 00 通所事業 00 決定

2 520944 知的入所授産共通加算重複障害 2 知的 52 入所 授産 09 共通 加算 44 重複障害

2 530000 知的通所授産基本決定 2 知的 53 通所 授産 00 基本 00 決定

2 530944 知的通所授産共通加算重複障害 2 知的 53 通所 授産 09 共通 加算 44 重複障害

2 610000 知的通勤基本決定 2 知的 61 通勤 00 基本 00 決定

4 660000 のぞみの園施設（入所）基本決定 4 のぞみの園 66 00 基本 00 決定

4 660943 のぞみの園施設（入所）共通加算強行 4 のぞみの園 66 09 共通 加算 43 強行

4 660944 のぞみの園施設（入所）共通加算重複障害 4 のぞみの園 66 09 共通 加算 44 重複障害

4 660945 のぞみの園施設（入所）共通加算自活（内） 4 のぞみの園 66 09 共通 加算 45 自活（内）

4 660946 のぞみの園施設（入所）共通加算自活（外） 4 のぞみの園 66 09 共通 加算 46 自活（外）

4 670000 のぞみの園施設基本決定 4 のぞみの園 67 00 基本 00 決定

4 670944 のぞみの園施設共通加算重複障害 4 のぞみの園 67 09 共通 加算 44 重複障害

施設（入所）

施設（入所）

法区分 サービスコード 統合サービスコード略称
サービス種類

決定サービス略称

サービス内容１ サービス内容２
法区分

施設（入所）

施設（通所）

施設（通所）

施設（入所）

施設（入所）
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【　決定用　―　施設訓練等支援費　】

備考の※１は、通所事業として一括決定する場合は不要とすることも考えられる。

（３）サービス名称

統合サービス
コード

法区分 サービス種類 備考

1310000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1310944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1320000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1320944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1330000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1330944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1340000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1340944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1350000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1350944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1360000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1360944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1370000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1370944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1380000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1380944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1410000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者療護施設 決定

1410941 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者療護施設 決定

1410942 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者療護施設 決定

1410944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者療護施設 決定

1420000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者療護施設 決定

1420941 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者療護施設 決定

1420942 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者療護施設 決定

1420944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者療護施設 決定

1510000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者入所授産施設 決定

1510944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者入所授産施設 決定

1520000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者入所授産施設 決定 ※１

1520944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者入所授産施設 決定

1530000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者入所授産施設 決定

1530944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者入所授産施設 決定

2310000 知的障害者指定施設支援費 知的障害者更生施設 決定

2310943 知的障害者指定施設支援費 知的障害者更生施設 決定

2310944 知的障害者指定施設支援費 知的障害者更生施設 決定

2310945 知的障害者指定施設支援費 知的障害者更生施設 決定

2310946 知的障害者指定施設支援費 知的障害者更生施設 決定

2320000 知的障害者指定施設支援費 知的障害者更生施設 決定 ※１

2320944 知的障害者指定施設支援費 知的障害者更生施設 決定

2330000 知的障害者指定施設支援費 知的障害者更生施設 決定

2330944 知的障害者指定施設支援費 知的障害者更生施設 決定

2510000 知的障害者指定施設支援費 知的障害者授産施設 決定

2510944 知的障害者指定施設支援費 知的障害者授産施設 決定

2510945 知的障害者指定施設支援費 知的障害者授産施設 決定

2510946 知的障害者指定施設支援費 知的障害者授産施設 決定

2520000 知的障害者指定施設支援費 知的障害者授産施設 決定 ※１

2520944 知的障害者指定施設支援費 知的障害者授産施設 決定

2530000 知的障害者指定施設支援費 知的障害者通所授産施設 決定

2530944 知的障害者指定施設支援費 知的障害者通所授産施設 決定

2610000 知的障害者指定施設支援費 知的障害者通勤寮 決定

4660000 のぞみの園 のぞみの園の設置する施設の入所サービス のぞみの園が設置する施設 基本

4660943 のぞみの園 のぞみの園の設置する施設の入所サービス のぞみの園が設置する施設 強度行動障害支援加算

4660944 のぞみの園 のぞみの園の設置する施設の入所サービス のぞみの園が設置する施設 重複障害者加算

4660945 のぞみの園 のぞみの園の設置する施設の入所サービス のぞみの園が設置する施設

4660946 のぞみの園 のぞみの園の設置する施設の入所サービス のぞみの園が設置する施設

4670000 のぞみの園 のぞみの園の設置する施設の通所サービス のぞみの園が設置する施設 決定

4670944 のぞみの園 のぞみの園の設置する施設の通所サービス のぞみの園が設置する施設 決定

知的障害者通勤寮

知的障害者入所授産施設共通

知的障害者入所授産施設共通

知的障害者入所授産施設（通所事業）

知的障害者入所授産施設（通所事業）

知的障害者通所授産施設

身体障害者更生施設入所　聴覚・言語障害

知的障害者通所更生施設

身体障害者更生施設入所　視覚障害（通所事業）

知的障害者通所授産施設

知的障害者入所授産施設

知的障害者入所授産施設共通

知的障害者入所更生施設（通所事業）

知的障害者通所更生施設

知的障害者入所更生施設

知的障害者入所更生施設

身体障害者更生施設入所　肢体不自由

身体障害者更生施設入所　肢体不自由

身体障害者更生施設入所　肢体不自由（通所事業）

基本

身体障害者更生施設入所　肢体不自由（通所事業） 重複障害者加算

自活訓練支援加算（同一敷地
外の建物で実施する場合）

基本

基本

基本

重複障害者加算

重複障害者加算

基本

重複障害者加算

重複障害者加算

自活訓練支援加算（同一敷地
内の建物で実施する場合）

基本

重複障害者加算

基本

基本

基本

基本

重複障害者加算

基本

基本

基本

筋萎縮性側索硬化症者等加算

遷延性意識障害者加算

筋萎縮性側索硬化症者等加算

遷延性意識障害者加算

重複障害者加算

基本

基本

基本

基本

重複障害者加算

基本

重複障害者加算

知的障害者入所更生施設

身体障害者通所授産施設

身体障害者入所授産施設入所

身体障害者入所授産施設入所（通所事業）

身体障害者通所授産施設

身体障害者療護施設入所

身体障害者更生施設入所　内部障害（通所事業）

身体障害者更生施設入所　内部障害

身体障害者入所授産施設入所

身体障害者療護施設（通所事業）

身体障害者療護施設（通所事業）

身体障害者療護施設（通所事業）

身体障害者療護施設入所

身体障害者療護施設入所

サービス内容１ サービス内容２

身体障害者更生施設入所　聴覚・言語障害（通所事業）

身体障害者更生施設入所　聴覚・言語障害

基本

基本

重複障害者加算

身体障害者更生施設入所　視覚障害

身体障害者更生施設入所　視覚障害 重複障害者加算

知的障害者入所更生施設（通所事業） 重複障害者加算

知的障害者入所更生施設
自活訓練支援加算（同一敷地
外の建物で実施する場合）

身体障害者更生施設入所　内部障害

強度行動障害支援加算

重複障害者加算

自活訓練支援加算（同一敷地
内の建物で実施する場合）

身体障害者療護施設（通所事業） 重複障害者加算

身体障害者入所授産施設入所（通所事業） 重複障害者加算

身体障害者療護施設入所

知的障害者入所更生施設

基本

重複障害者加算

身体障害者更生施設入所　視覚障害（通所事業） 重複障害者加算

自活訓練支援加算
（同一敷地内の建物で実施する場
自活訓練支援加算
（同一敷地外の建物で実施する場

身体障害者更生施設入所　聴覚・言語障害（通所事業） 重複障害者加算

身体障害者更生施設入所　内部障害（通所事業） 重複障害者加算
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この資料は、関係者の準備に資するため、現段階で考えられる
事項を整理したものであり、今後、変更があり得るものである。

平成１７年１２月２６日

インタフェース仕様書解説書（案）
サービス事業所インタフェース編

Japanese Association of Healthcare Information Systems Industry

保健医療福祉情報 システム工業会

４月～９月版  (　暫　定　版　）

　障害者自立支援法の施行に伴い、インタフェース仕様書解説書
　（サービス事業所インタフェース編）を変更する。
　尚、当該変更内容については、平成１８年４月分から９月分の
　旧体系にかかる支給（変更）決定と利用者負担（変更）決定等
　に則して作成したものである。
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変更点

障害者自立支援法の施行に伴い、インタフェース仕様書解説書（サービス事業所インタフェース編）を変更する。
尚、当該変更内容については、平成１８年４月分から９月分の旧体系にかかる支給（変更）決定と利用者負担（変更）決定等に則して作成したもの
である。

NO 区分 変更内容 平成１８年３月以前の情報 平成１８年４月以降の情報

1 交換情報識別
番号

【備考】
※１　全レコード”Ｓ００１”（支援費・契約内容情報の意）固定

【備考】
※１　全レコード”Ｓ００１”（障害福祉サービス・契約内容情報の意）固定

2 市町村コード 【内容】
支援費を該当受給者に支給する市町村の管理番号
（ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ１桁含む）
福祉事務所の場合は福祉事務所番号

【内容】
該当受給者に支給する市町村の管理番号
（ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ１桁含む）
福祉事務所の場合は福祉事務所番号

3 受給者証番号 【内容】
居宅受給者証に記載されている受給者の管理番号

【内容】
受給者証に記載されている受給者の管理番号

4 記入欄番号
予備区分

【備考】
※３． 当該契約を居宅受給者証に記載する際に、予備欄を使用した場合
のみ”＊”を設定する。

【備考】
※３． 当該契約を受給者証に記載する際に、予備欄を使用した場合
のみ”＊”を設定する。

5 法区分 【項目名】　法区分
【内容】　支援費対象の法を識別する区分
【備考】　※４． ”１”：身体障害、”２”：知的障害、”３”：児童

【項目名】　請求区分
【内容】　空白
【備考】　※４． ”１”：身体障害者へのサービス提供、
　　　　　　　　　”２”：知的障害者へのサービス提供、
　　　　　　　　　”３”：障害児へのサービス提供、
　　　　　　　　　”５”：精神障害者へのサービス提供

6 データ作成
方法

（１）契約内容情報について
　②法の区分

（１）契約内容情報について
　②請求の区分

7 ファイル構成図 ※居宅生活支援費の知的障害者地域生活援助と施設訓練等支援費
について

※共同生活援助と施設訓練等支援費について

8 交換情報識別
番号

【備考】
※１． 全レコード”Ｓ００２”（支援費・事業者請求情報の意）固定

【備考】
※１． 全レコード”Ｓ００２”（支援費/障害福祉サービス・事業者請求
   情報の意）固定

9 入力識別番号 【備考】
※３．次頁表を参照
■代理受領
・居宅生活支援費明細書（居宅介護）（様式２３）
　”１００１”
・居宅生活支援費明細書（デイサービス）（様式２４）
　”１００２”
・居宅生活支援費明細書（短期入所）（様式２５）
　”１００３”
・居宅生活支援費明細書（知的障害者地域生活援助）（様式２６）
　”１００４”
・施設訓練等支援費明細書（全施設共通）（様式２７）
　”１００５”
■償還払い
・居宅生活支援費サービス提供証明書（居宅介護）
　”２００１”
・居宅生活支援費サービス提供証明書（デイサービス）
　”２００２”
・居宅生活支援費サービス提供証明書（短期入所）
　”２００３”
・居宅生活支援費サービス提供証明書（知的障害者地域生活援助）
　”２００４”
■その他
・第３者機関及び市町村で自由に設定して使用する識別番号
　”９００１”～”９９９９”

検討中
※障害者自立支援法の請求様式等を受けて、入力識別番号を検討後
　 提示する。

10 法区分 【項目名】法区分
【内容】支援費対象の法を識別する区分
【備考】※５．”１”：身体障害、”２”：知的障害、”３”：児童

【項目名】請求区分
【内容】　空白
【備考】　※５． ”１”：身体障害者へのサービス提供、
　　　　　　　　　　　”２”：知的障害者へのサービス提供、
　　　　　　　　　　　”３”：障害児へのサービス提供、
　　　　　　　　　　　”５”：精神障害者へのサービス提供

11 市町村コード 【内容】　支援費を該当受給者に支給する市町村の管理番号
　　　　　　（チェックデジット１桁含む）
　　　　　　福祉事業所の場合は福祉事業所番号

【内容】　該当受給者に支給する市町村の管理番号
　　　　　（チェックデジット１桁含む）
　　　　　福祉事業所の場合は福祉事業所番号

12 本人分階層
コード

【項目名】　本人分階層コード
【内容】　利用者本人の国基準・市基準の階層
【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "△"
・デイサービス "△"
・短期入所　　 "△"
・地域生活援助 "空白"
・全施設共通   "△"

【項目名】　所得区分コード
【内容】　利用者本人の所得区分
【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "△"
・デイサービス "△"
・短期入所　　 "△"
・共同生活援助 "△"
・全施設共通   "△"
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変更点

障害者自立支援法の施行に伴い、インタフェース仕様書解説書（サービス事業所インタフェース編）を変更する。
尚、当該変更内容については、平成１８年４月分から９月分の旧体系にかかる支給（変更）決定と利用者負担（変更）決定等に則して作成したもの
である。

NO 区分 変更内容 平成１８年３月以前の情報 平成１８年４月以降の情報

13 本人分利用者
負担額基準
単価

【項目名】　本人分利用者負担額基準単価
【内容】　支給決定時に決定された本人分利用者負担基準単価
【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "△"
・デイサービス "△"
・短期入所　　 "△"
・地域生活援助 "空白"
・全施設共通   "△"
【備考】
※６．利用者負担額は、本人分・扶養者分が各々発生している
場合は該当する項目群が必須
本人分が発生する場合、項番２２～２６まで必須
（地域生活援助は除く）
扶養者分が発生する場合、項番２９～３３まで必須
（地域生活援助は除く）

【項目名】　月額負担上限額
【内容】　定率負担に対する月額負担上限額
【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "△"
・デイサービス "△"
・短期入所　　 "△"
・共同生活援助 "△"
・全施設共通   "△"
【備考】
※１０．個別減免、または境界層対象者に対する定率負担の軽減措置を
実施している場合は、定率負担に対する月額負担上限額の代わりに減免
後の利用者負担月額上限額を設定する。

14 本人分利用者
負担額

【項目名】　本人分利用者負担額
【内容】　本人分利用者負担額
【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "△"
・デイサービス "△"
・短期入所　　 "△"
・地域生活援助 "空白"
・全施設共通   "△"
【備考】　※６

【項目名】　利用者負担額
【内容】　利用者負担額
【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "◎"
・デイサービス "◎"
・短期入所　　 "◎"
・共同生活援助 "◎"
・全施設共通   "◎"
【備考】　空白

15 本人分摘要 【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "△"
・デイサービス "△"
・短期入所　　 "△"
・地域生活援助 "空白"
・全施設共通   "△"
【備考】　※６

【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "△"
・デイサービス "△"
・短期入所　　 "△"
・共同生活援助 "△"
・全施設共通   "△"
【備考】　空白

16 扶養義務者分
階層コード

【項目名】　扶養義務者分階層コード
【属性】　英数
【バイト数】　４
【内容】　扶養義務者の国基準・市基準の階層
【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "△"
・デイサービス "△"
・短期入所　　 "△"
・地域生活援助 "空白"
・全施設共通   "△"

【項目名】　FILLER
【属性】　－
【バイト数】　－
【内容】　－
【必須入力】　空白

17 扶養義務者分
利用者負担額
基準単価

【項目名】　扶養義務者分利用者負担額基準単価
【属性】　数字
【バイト数】　６
【内容】　支給決定時に決定された扶養義務者分利用者負担基準単価
【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "△"
・デイサービス "△"
・短期入所　　 "△"
・地域生活援助 "空白"
・全施設共通   "△"
【備考】　※６

【項目名】　FILLER
【属性】　－
【バイト数】　－
【内容】　－
【必須入力】　空白
【備考】　空白

18 扶養義務者分
利用者負担額

【項目名】　扶養義務者分利用者負担額
【属性】　数字
【バイト数】　６
【内容】　扶養義務者分利用者負担額
【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "△"
・デイサービス "△"
・短期入所　　 "△"
・地域生活援助 "空白"
・全施設共通   "△"
【備考】　※６

【項目名】　FILLER
【属性】　－
【バイト数】　－
【内容】　－
【必須入力】　空白
【備考】　空白

19 扶養義務者分
摘要

【項目名】　扶養義務者分摘要
【属性】　英数
【バイト数】　４０
【内容】　扶養義務者分摘要の記載事項
【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "△"
・デイサービス "△"
・短期入所　　 "△"
・地域生活援助 "空白"
・全施設共通   "△"
【備考】　※６

【項目名】　FILLER
【属性】　－
【バイト数】　－
【内容】　－
【必須入力】　空白
【備考】　空白
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変更点

障害者自立支援法の施行に伴い、インタフェース仕様書解説書（サービス事業所インタフェース編）を変更する。
尚、当該変更内容については、平成１８年４月分から９月分の旧体系にかかる支給（変更）決定と利用者負担（変更）決定等に則して作成したもの
である。

NO 区分 変更内容 平成１８年３月以前の情報 平成１８年４月以降の情報

20 支援費基準
月額単価

【項目名】　支援費基準月額単価
【属性】　数字
【バイト数】　７
【内容】　支援費基準の月額単価
【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "空白"
・デイサービス "空白"
・短期入所　　 "空白"
・地域生活援助 "○"
・全施設共通   "○"

【項目名】　FILLER
【属性】　－
【バイト数】　－
【内容】　－
【必須入力】　空白

21 支援費金額
合計

【項目名】　支援費金額合計
【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "○"
・デイサービス "○"
・短期入所　　 "○"
・地域生活援助 "空白"
・全施設共通   "○"

【項目名】　金額合計
【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "○"
・デイサービス "○"
・短期入所　　 "○"
・共同生活援助 "○"
・全施設共通   "○"

22 利用者負担額
合計

【内容】　本人分利用者実負担額 ＋扶養義務者分利用者実負担額
【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "○"
・デイサービス "○"
・短期入所　　 "○"
・地域生活援助 "空白"
・全施設共通   "空白"

【内容】　本人分利用者実負担額
【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "○"
・デイサービス "○"
・短期入所　　 "○"
・共同生活援助 "○"
・全施設共通   "○"

23 支援費請求額 【項目名】　支援費請求額
【内容】　支援費金額合計－利用者負担額合計＋明細レコードの
　         調整額の総計

【項目名】　請求額
【内容】　金額合計－利用者負担額合計＋明細レコードの調整額の
　　　　　 総計

24 入院日数
（外泊日数）

【項目名】　入院日数（外泊日数）
【属性】　数字
【バイト数】　２
【内容】　入院した日数（外泊した日数）
【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "空白"
・デイサービス "空白"
・短期入所　　 "空白"
・地域生活援助 "空白"
・全施設共通   "△"
【備考】　※８
※８．入院日、退院日を含まない日数を設定。（月に複数回入退院があっ
た場合でも、まとめて設定する。）
（例）４泊５日の場合は、”３”を設定
また、入所施設の入所者が外泊した場合にも、併用して外泊日数を設定。

【項目名】　FILLER
【属性】　－
【バイト数】　－
【内容】　－
【必須入力】　空白
【備考】　空白

25 法区分 【項目名】法区分
【内容】　支援費対象の法を識別する区分
【備考】　※４　事業者請求基本情報の法区分を参照

【項目名】請求区分
【内容】　空白
【備考】　※４　事業者請求基本情報の請求区分を参照

26 市町村コード 【内容】　支援費を該当受給者に支給する市町村の管理番号
　　　　　　（チェックデジット１桁含む）
　　　　　　福祉事業所の場合は福祉事業所番号

【内容】　該当受給者に支給する市町村の管理番号
　　　　　（チェックデジット１桁含む）
　　　　　福祉事業所の場合は福祉事業所番号

27 サービスコード 【備考】
※６．施設の場合の支援費本体の請求時に関して、入院があるケースの
場合のみ厚労省が示した 算定の方式で計算し、支援費本体のサービス
コードでまとめて１レコードで編集し、設定する。

【備考】　空白

28 サービス単価 【項目名】　サービス単価
【属性】　数字
【内容】　当該サービスの単価

【項目名】　サービス単位
【属性】　Ｓ付数字
【内容】　当該サービスの単位

29 サービス数量 【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "△"
・デイサービス "△"
・短期入所　　 "△"
・地域生活援助 "空白"
・全施設共通   "空白"

【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "△"
・デイサービス "△"
・短期入所　　 "△"
・共同生活援助 "△"
・全施設共通   "△"

30 サービス数量
単位

【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "△"
・デイサービス "△"
・短期入所　　 "△"
・地域生活援助 "空白"
・全施設共通   "空白"

【必須入力　(請求明細書様式別)】
・居宅介護　　 "△"
・デイサービス "△"
・短期入所　　 "△"
・共同生活援助 "△"
・全施設共通   "△"

31 サービス計 【内容】  サービス単価 × サービス数量 【内容】  サービス単位 × サービス数量

事
業
者
明
細
情
報

事
業
者
請
求
情
報
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変更点

障害者自立支援法の施行に伴い、インタフェース仕様書解説書（サービス事業所インタフェース編）を変更する。
尚、当該変更内容については、平成１８年４月分から９月分の旧体系にかかる支給（変更）決定と利用者負担（変更）決定等に則して作成したもの
である。

NO 区分 変更内容 平成１８年３月以前の情報 平成１８年４月以降の情報

32 サービス調整額 【内容】
援護実施者の基準単価と当該事業者の単価に相違があった場合、
その差額を１サービス単位に記載

【内容】
援護実施者の基準単位と当該事業者の単位に相違があった場合、
その差額を１サービス単位に記載

33 データ作成
方法

（１）事業者請求情報について
　①法の区分

（１）事業者請求情報について
　①請求の区分

34 データ作成
方法

請求書の情報は紙で管理するものとし、当情報に設定する必要はないと
考える。例外的に、請求書と請求明細書の情報を結びつけるために請求
書に記載される”請求年月日”・”請求年月”・”法区分”は、事業者請求基
本情報に設定することとする。

請求書の情報は紙で管理するものとし、当情報に設定する必要はないと
考える。例外的に、請求書と請求明細書の情報を結びつけるために請求
書に記載される”請求年月日”・”請求年月”・”請求区分”は、事業者請求
基本情報に設定することとする。

35 データ作成
方法

入所者が病院または診療所への入院した場合、入院の初日及び最終日
に関しては満額請求することが可能であるが、それ以外は８０％の額を請
求する必要がある。そのため、基本情報ファイルレイアウト入院日数には
入院の初日及び最終日を除いた入院日数を設定することとする。
（月の途中に入退院が複数回あった場合は、合算した入院日数を設定す
ること。）

左記の文言は削除する。

36 データ作成
方法

入所施設の入所者が外泊した場合、入院と同様に支援費基準の８０％の
額を請求する必要がある。そのため、入所施設の入所者の外泊日数は、
入院日数と同じ項目を用いて管理することとする。
（入院日数と外泊日数が両方ある場合は、合算した日数を設定するこ
と。）

左記の文言は削除する。

　　　 

事
業
者
明
細
情
報

－　4　－



Ⅰ 項目設定時の留意事項

１　ファイルの形式について

・ ファイル形式はＣＳＶ形式とする。（固定長は考慮しない）

・ 媒体は伝送・ＭＯ・ＦＤが考えられるがその区分は管理しないので情報として必要としない。

・ １つの情報（ファイル）が複数枚にわたる（特にＦＤ）ケースは考慮していない。

その場合、データを矛盾がないよう（請求情報であれば１明細書の途中では分割不可）

複数分割するか、ＭＯ等の大容量媒体を使用されたい。

・ CSVファイルの区切り文字は「,」（半角カンマ）とする。

２　数字項目について

・ 年月日項目は西暦４桁年＋月２桁＋日２桁の計８桁とする。

設定例 ２００２年６月１日を設定する場合、”２００２０６０１”（月・日の前ＺＥＲＯは省略不可）

・ 年月項目は西暦４桁年＋月２桁の計６桁とする。

設定例 ２００２年６月を設定する場合、”２００２０６”（月の前ＺＥＲＯは省略不可）

・ 数量を表す項目でマイナスが発生しうるものは、後述ファイルレイアウトの属性欄に”Ｓ付数字”等表記。

設定例 －５０００を設定する場合、”－５０００”

０（ＺＥＲＯ）を設定する場合、”０”

・ 数量を表す項目で小数部が発生しうるものは、後述ファイルレイアウトのバイト数欄に”6(3.2)”等表記。

設定例 １２．５を設定する場合、”１２．５”

２４．２５を設定する場合、”２４．２５”

３０を設定する場合、”３０．０”

０（ＺＥＲＯ）を設定する場合、”０．０”

・ 数字項目の場合、「”」で項目前後を挟まなくてもよい。

・ 設定が省略された場合、年月（日）項目は未設定、数量項目はＺＥＲＯとみなす。

・ 年月（日）項目にＺＥＲＯが設定された場合、未設定とみなす。

３　英数字項目について

・ 項目データの中に「，」（カンマ）「△」（１バイトスペース）、「”」（ダブルコーテーション）が含まれる

場合は、項目のデータ全体を「”」で挟み、項目のデータ中に「”」が含まれる場合は、項目のデータ

中の「”」を「””」（２つのダブルコーテーション）に置き換えること。

・ 実質、数値しか設定されない項目においても、項目バイト数分前ＺＥＲＯを設定すること。

４　漢字項目について

・ 漢字項目は全て、「”」で前後を挟むこと。漢字項目に１バイト文字を指定することはできない。

５　データの並び順（格納順）について

・ １つの情報の中でデータの並び順序は特定しない。（意識しなくてよい）

ただし、事業者請求情報に関しては、基本レコードに関連する明細レコードはまとめて

格納する必要がある。（事業者請求情報のファイル構成図を参照）

６　データ設定例 市町村コード（英数５桁）、氏名カナ（半角ｶﾅ）、漢字氏名（全角）、数量（数字５桁）

（良）

①　"00005","ﾃｽﾄｶﾅｼﾒｲ","テスト漢字氏名","00010"

②　00005,ﾃｽﾄｶﾅｼﾒｲ,"テスト漢字氏名",00010

③　"00005","ﾃｽﾄｶﾅｼﾒｲ","テスト漢字氏名",10

（悪）

④　5,"ﾃｽﾄｶﾅｼﾒｲ","テスト漢字氏名","00010"　　　　（英数の前ゼロ省略不可）

⑤　"00005","ﾃｽﾄｶﾅｼﾒｲ",テスト漢字氏名,"00010"　（漢字は囲む必要あり）
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１　ファイル構成図

契約内容情報レコード

交換情報識別番号

契約報告区分

市町村コード

福祉事務所コード

事業者番号

報告年月日

Ｎ件（契約件数） 契約終了年月日

Ⅱ　契約内容情報

契約内容情報レコード

契約内容情報レコード

契約内容情報レコード
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２　ファイルレイアウト

前
回
契
約

今
回
契
約

交換情報識別番号 英数 当情報の内容を識別するための番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ※１

契約報告区分 英数 契約報告を行う理由 ◎ ◎ ◎ ◎ ※２

市町村コード 英数 ◎ ◎ ◎ ◎

福祉事務所コード 英数 ◎ ◎ ◎ ◎

事業者番号 英数 契約を締結した事業者番号 ◎ ◎ ◎ ◎

分場番号 英数 ２ 出張所の有無を識別する番号 △ △ △ △

報告年月日 数字 市町村に当該契約を報告した年月日 ◎ ◎ ◎ ◎

受給者証番号 英数 ◎ ◎ ◎ ◎

事業者記入欄番号 数字 ◎ ◎ ◎ ◎

記入欄番号予備区分 英数 △ △ △ △ ※３

法区分  請求区分 英数 支援費対象の法を識別する区分 ◎ ◎ ◎ ◎ ※４

サービス種類 英数 契約支給量を管理する単位 ◎ ◎ ◎ ◎ ※５

サービス区分１ 英数 契約支給量を管理する単位 ◎ ◎ ◎ ◎ ※５

サービス区分２ 英数 契約支給量を管理する単位 ◎ ◎ ◎ ◎ ※５

事業区分 英数 △ △ △ △ ※５

契約支給量 数字 契約時に決定した支給量 ○ ○ ※６

終了日までの既提供量 数字 △ ○ △ ○ ※６

契約開始年月日 数字 当該支給量で契約を開始する年月日 ◎ ◎ ◎ ◎

契約終了年月日 数字 当該支給量で契約を終了した年月日 △ ○ △ ○ ※７

汎用区分１ 英数 第三者機関で自由に使用できる汎用区分 ▲ ▲ ▲ ▲

汎用区分２ 英数 第三者機関で自由に使用できる汎用区分 ▲ ▲ ▲ ▲

汎用区分３ 英数 第三者機関で自由に使用できる汎用区分 ▲ ▲ ▲ ▲

汎用区分４ 英数 第三者機関で自由に使用できる汎用区分 ▲ ▲ ▲ ▲

汎用区分５ 英数 第三者機関で自由に使用できる汎用区分 ▲ ▲ ▲ ▲

受給者氏名カナ 英数 当該契約受給者氏名カナ ▲ ▲ ▲ ▲

利用者氏名カナ 英数 当該契約利用者氏名カナ ▲ ▲ ▲ ▲

エラーフラグ 英数 伝送でのエラーチェック結果 ※８

エラーコード 英数 伝送でのエラーチェック結果コード ※８

必須入力欄　◎：全パターン共通で必須、○：パターン毎に必須、△：必要な場合に設定

▲：標準システムではブランクでよい、取込先が必須としている場合には設定

契約終了時に終了月中の終了日
までに既に提供した支給量

内容

新
規
契
約

契
約
終
了

作成

必須入力
(契約報告
区分別)

送付先（元）が福祉事務所の場合、
福祉事務所の種類を識別するため
のコード
複数福祉事務所が存在しない市町村の
場合はZEROを設定

サービスコードの事業区分
（使用するかしないかは各自治体の判断）

２

備考

契
約
変
更

当該契約を記載した受給者証の
事業者記入欄番号

支援費を該当受給者に支給する
市町村の管理番号
（ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ１桁含む）
福祉事務所の場合は福祉事務所
番号

居宅受給者証に記載されている
受給者の管理番号

２

２

２

１

１４

１６

８

１５

１２

１３

９

１０

１１ １

１

２

３

４

６

５

７

項番 項目名 属性 ﾊﾞｲﾄ数

２３ ２

４

１

６

１

１４

８

１０

８

２５ ３０

２４ ２

２８ ４

２６ ３０

２７ １

２２ ２

２１ ２

２０ ２

８

１７

１８

6(3.2)

6(3.2)

１

１９
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※１． 全レコード”Ｓ００１”（支援費　障害福祉サービス・契約内容情報の意）固定

※２． ”１”：新規契約、”２”：契約変更（前回契約の終了）、”３”：契約変更（今回新規契約）、”４”：契約終了

※３． 当該契約を居宅受給者証に記載する際に、予備欄を使用した場合のみ”＊”を設定する。

※４． ”１”：身体障害者へのサービス提供、”２”：知的障害者へのサービス提供、

　　　　”３”：児童障害児へのサービス提供、”５”：精神障害者へのサービス提供

※５． 契約を行う単位をサービスコードで表す。

※６． 契約支給量は整数部３桁・小数部２桁

※７． 新規契約等で契約終了日を設定するケース有。詳しくは後述のデータ作成方法参照

※８． 受渡しを伝送で行ったときに、エラーチェック結果が設定される項目

（例） エラーフラグの内容は、”０”：正常、”１”：エラー

※伝送で処理する各第三者機関、市町村によってエラーコードは異なることを想定
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３　データ作成方法

（１）契約内容情報について

・ 契約内容情報は、基本的に「契約内容報告書」に記載されている内容を設定するものである。

・ 「契約内容報告書」は、次の項目で一意になると想定している。

① 契約の理由（新規契約、支給量変更 等）

② 法の区分　請求の区分

③ 事業者番号

④ 市町村コード

⑤ 受給者番号

⑥ 契約の支給量を管理するサービス単位（家事援助、基本事業、入浴　等）

⑦ 契約開始日

（２）作成タイミングについて

・ 事業者が受給者と契約を締結した直後、又は遅くともその契約に拘る請求の支給審査が行わ

れる月初までに、作成し提出する必要がある。

（３）設定パターンについて

・ 契約内容報告は、次のパターンがあり、特に支給量の変更を行う場合等においては、他事業者

の契約支給量及びその有効年月に留意する必要がある。（☆付パターンに注意）

① 新規契約

ア 同一のサービスで他事業者が契約していない場合においては、新規契約内容をそのま

ま設定すればよい。

＜データ設定例＞（対象受給者や契約支給量の単位は、全て同一として省略）

Ａ事業者が４月から支給量3０の契約を行った場合

１件

イ 同一のサービスで他事業者が契約（継続中）している場合においては、他事業者の契約

支給量を当該受給者の支給決定支給量から減算した値（これより後”契約支給量残”と呼

ぶ）を上回らない範囲での契約支給量を設定することとなる。

図に示すと

４月 ５月 ６月

決定支給量

Ａ事業者契約支給量

”契約支給量残”

＜データ設定例＞

Ｂ事業者が４月から支給量７０の契約を行った場合

１件

※　契約支給量は、契約支給量残を超えてはならない。

契約終了日

１（新規） Ｂ事業者 70 4月1日

契約報告区分 事業者 契約支給量 契約開始日

30 30 30

70 70 70

100 100 100

契約終了日

１（新規） A事業者 30 4月1日

契約報告区分 事業者 契約支給量 契約開始日
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☆ ウ 同一のサービスで他事業者が契約（当月終了）している場合においては、当月と翌月から

の支給量を分けて考える必要がある。

図に示すと

４月 ５月 ６月

決定支給量

Ａ事業者契約支給量

Ｂ事業者契約支給量

（５月２０日で終了） ”契約支給量残”

この状態でＢ事業者の代わりにＣ事業者が契約する場合、契約可能な支給量上限値は、

５月が２０、６月以降７０である。

上限一杯の契約をする場合、契約及び受給者証への記載は、５月２１日から契約支給量

７０で行われることが予想される。

しかし、Ｃ事業者の５月の請求を審査する場合、サービス提供量の上限チェックにおいて

契約支給量２０の値がないと審査不可能である。

したがって、契約内容情報としては、５月と６月以降の各々２件情報が必要になる。

ただし、６月以降も支給量２０とする場合は１件の情報でよい。

また、契約日が月の初日である場合も１件の情報でよい。

＜データ設定例＞（契約月当月と翌月で支給量が異なる場合）

１件

２件

※　新規で２件作成し、１件目は契約終了日の設定が必要。

② 契約変更

ア 変更分の契約日が月の初日である場合においては、前回契約分の終了情報と変更後の

情報を併せて２件設定すればよい。

＜データ設定例＞

Ａ事業者が４月から支給量５０の契約を６月１日から８０に変更する場合

１件

２件

※　１件目：前回契約分の終了情報、２件目：支給量変更後の情報

契約報告区分の値（コード）が１件目と２件目で異なることに注意。

☆ イ 変更分の契約日が月途中の場合においては、前回契約分の終了情報と契約月の月末迄

の支給量情報及び翌月からの支給量情報の３件の設定が必要となる。

＜データ設定例＞

Ａ事業者が４月から支給量５０の契約を６月２１日から８０に変更する場合

６月１日～２０日迄の既提供量が３０、６月２１日～月末までの予定量２５と仮定

既提供量

505月31日

３（変更） Ａ事業者 80 6月1日

70 6月1日

２（変更） Ａ事業者 設定不要 4月1日

70 50

契約報告区分 事業者 契約支給量 契約開始日 契約終了日

１（新規） Ｃ事業者

契約報告区分 事業者 契約支給量 契約開始日

１（新規） Ｃ事業者 20 5月21日

100 100 100

5月31日

20 70

契約終了日

30 30 30
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１件

２件

３件

※　請求の上限チェックは月単位で行う為、６月の提供量上限値は１件目の既提供量３０と

　　２件目の契約支給量２５を合わせた５５となる。

※　上記の例で契約支給量を２５に変更する場合（２件目と３件目の契約支給量が同値の場合）は２件の設定でよい。

１件

２件

③ 契約終了

終了させる契約情報を、１件設定すればよい。

＜データ設定例＞

Ａ事業者が４月から支給量５０の契約を６月２０日で終了する場合

６月１日～２０日迄の既提供量が３０と仮定

１件

（４）取消データについて

・ 契約内容情報の提出直後に訂正又は削除を行う場合においては、紙媒体又は口頭等によって対応する

こととする。

契約支給量 契約開始日

契約終了日 既提供量

6月20日 30

契約報告区分 事業者 契約終了日 既提供量

２（変更） Ａ事業者

３（変更）

４（終了） Ａ事業者 設定不要 4月1日 6月20日 30

Ａ事業者 25 6月21日

設定不要 4月1日

契約報告区分 事業者 契約支給量 契約開始日

３（変更） Ａ事業者 80 7月1日

6月30日

２（変更） Ａ事業者 設定不要

３（変更） Ａ事業者 25 6月21日

4月1日

契約終了日 既提供量

6月20日 30

契約報告区分 事業者 契約支給量 契約開始日
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１　ファイル構成図

事業者請求情報・基本レコード

交換情報識別番号

レコード区分

入力識別番号

請求年月日

請求明細書

１枚の情報 利用者負担額合計

ｎ件 支援費請求額

（１請求明細書 積算根拠と理由

の明細行数）

事業者請求情報・明細レコード

交換情報識別番号

レコード区分

入力識別番号

請求年月日

サービス計

サービス調整額

サービス摘要

Ｎ件（請求明細書枚数）

上記の構成で１事業者あたりの１回の請求情報となる。

※居宅生活支援費の知的障害者地域生活援助共同生活援助と施設訓練等支援費について

月の途中に入退所が複数回あった場合は、事業者請求情報・基本レコードと請求明細レコードは

分けて作成する。

事業者請求情報・明細レコード

事業者請求情報・基本レコード

事業者請求情報・基本レコード

Ⅲ　事業者請求情報

事業者請求情報・基本レコード

事業者請求情報・明細レコード

事業者請求情報・明細レコード
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２　基本情報ファイルレイアウト

交換情報識別番号 英数 当情報の内容を識別するための番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※１

レコード区分 英数 基本と明細を識別するための番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※２

入力識別番号 英数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※３

請求年月日 数字 請求書を提出した年月日 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※４

請求年月 数字 請求書を提出した年月 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※４

法区分 英数 支援費対象の法を識別する区分 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※５

請求区分

サービス提供年月 数字 サービスを提供した年月 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

事業者番号 英数 サービスを提供した事業者番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

分場番号 英数 ２ 出張所、分場を識別する番号 △ △

市町村コード 英数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

福祉事務所コード 英数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

受給者証番号 英数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

支給決定者氏名カナ 英数 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

支給決定児童氏名カナ 英数 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

入所日 数字 入所（居）した年月日 △ △ ※９

退所日 数字 退所（居）した年月日 △ △ ※９

ＦＩＬＬＥＲ － －

ＦＩＬＬＥＲ － －

ＦＩＬＬＥＲ － －

ＦＩＬＬＥＲ － －

本人分階層コード 英数 利用者本人の国基準・市基準の階層 △ △ △ △

所得区分コード 利用者本人の所得区分 △ △ △ △ △

数字 △ △ △ △ ※６

定率負担に対する月額負担上限額 △ △ △ △ △ ※１０

ＦＩＬＬＥＲ － －

ＦＩＬＬＥＲ － －

ＦＩＬＬＥＲ － －

本人分利用者負担額 数字 △ △ △ △ ※６

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

本人分摘要 英数 本人分摘要の記載事項 △ △ △ △ △ ※６

扶養義務者分階層コード 英数 扶養義務者の国基準・市基準の階層 △ △ △ △

ＦＩＬＬＥＲ － －

数字 △ △ △ △ ※６

ＦＩＬＬＥＲ － －

ＦＩＬＬＥＲ － －

２８
－

－

６

３０

必須入力
(請求明細書様式別)

１ ４

項番 項目名 属性 ﾊﾞｲﾄ数

送付先（元）が福祉事務所の場合、
福祉事務所の種類を識別するため
のコード
複数福祉事務所が存在しない市町村の場
合はZEROを設定

１

８

８

全
施
設
共
通

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

短
期
入
所

４

４

６

－

－

２７

備考内容

居
宅
介
護

地
域
生
活
援
助

共
同
生
活
援
助

支援費を該当受給者に支給する
市町村の管理番号
（ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ１桁含む）
福祉事務所の場合は福祉事務所番号

受給者証に記載されている
受給者の管理番号

代理受領と償還払いの別、
及び請求明細書の様式を表す

支給決定時に決定された本人分利用者負担基
準単価

支給決定者カナ氏名

２５ －

６
２６

８

－

２０

１７

－

本人分利用者負担額

支給決定時に決定された
扶養義務者分利用者負担基準単価

－

－

４

－

４０

２９

１０

１１

１３

１６

１８

２４

１９

２３

２１

５ ６

１

１２

６

６

１０

２

３

７

３０

４

１

６

３０

８

９

支給決定児童カナ氏名

１４

扶養義務者分利用者
負担額基準単価

２２
月額負担上限額

１４

１５

本人分利用者負担額基準単価
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ＦＩＬＬＥＲ － －

ＦＩＬＬＥＲ － －

数字 △ △ △ △ ※６

ＦＩＬＬＥＲ － －

扶養義務者分摘要 英数 扶養義務者分摘要の記載事項 △ △ △ △ ※６

ＦＩＬＬＥＲ － －

支援費基準月額単価 数字 ○ ○

ＦＩＬＬＥＲ － －

支援費金額合計 数字 ○ ○ ○ ○ ○

利用者負担額合計 数字 ○ ○ ○ ○ ○

支援費請求額 数字 ○ ○ ○ ○ ○

ＦＩＬＬＥＲ － －

支払方法区分 英数 口座振替、納付書、不払いの区分を設定 ○ ○ ○ ○ ○

入院日数（外泊日数） 数字 入院した日数（外泊した日数） △ ※８

ＦＩＬＬＥＲ － －

FILLER － －

汎用区分１ 英数 第三者機関で自由に使用できる汎用区分 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

汎用区分２ 英数 第三者機関で自由に使用できる汎用区分 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

汎用区分３ 英数 第三者機関で自由に使用できる汎用区分 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

汎用区分４ 英数 第三者機関で自由に使用できる汎用区分 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

汎用区分５ 英数 第三者機関で自由に使用できる汎用区分 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

エラーフラグ 英数 伝送でのエラーチェック結果 ※７

エラーコード 英数 伝送でのエラーチェック結果コード ※７

明細件数 数字 明細情報の件数 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

必須入力欄　◎：全パターン共通で必須、○：パターン毎に必須、△：必要な場合に設定

▲：標準システムではブランクでよい、取込先が必須としている場合には設定

※１． 全レコード”Ｓ００２”（支援費/障害福祉サービス・事業者請求情報の意）固定

※２． ”１”：基本、”２”：明細　（基本情報では”１”固定）

※３． 次頁表を参照

※４． 請求年月日は、当情報を提出する年月日を設定（全レコード同値）

※５． ”１”：身体障害者へのサービス提供、”２”：知的障害者へのサービス提供、

　　　　”３”：児童障害児へのサービス提供、”５”：精神障害者へのサービス提供

※６．利用者負担額は、本人分・扶養者分が各々発生している場合は該当する項目群が必須 

 　　　 本人分が発生する場合、項番２２～２６まで必須（地域生活援助は除く）

 　　　 扶養者分が発生する場合、項番２９～３３まで必須 （地域生活援助は除く）

※７． 受渡しを伝送で行ったときに、エラーチェック結果が設定される項目

（例）エラーフラグの内容は、”０”：正常、”１”：エラー

※伝送を行う各第三者機関、市町村によってエラーコードは異なることを想定

－

扶養義務者分利用者負担額３３

－

６

－

３９

３５ ７

４０

４１ ２

１

－

２

備考

居
宅
介
護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

短
期
入
所

地
域
生
活
援
助

共
同
生
活
援
助

全
施
設
共
通

必須入力
(請求明細書様式別)

－

１０

４３

３８

３４

３７

３６

４２

２

５０ ５

４９ ４

４８ １

４４ ２

４５ ２

４７ ２

４６

内容

３２

３１

項番 項目名 属性 ﾊﾞｲﾄ数

明細レコードのサービス計の総計

支援費基準の月額単価

－

－

４０

支援費金額合計 － 利用者負担額合計
 ＋明細レコードの調整額の総計

－

１０

１０

本人分利用者実負担額 ＋
扶養義務者分利用者実負担額

扶養義務者分利用者負担額
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※８． 入院日、退院日を含まない日数を設定。

　　　　（月に複数回入退院があった場合でも、まとめて設定する。）

（例） ４泊５日の場合は、”３”を設定

　　　　また、入所施設の入所者が外泊した場合にも、併用して外泊日数を設定。

※９． 入所日、退所日は請求を行うサービス提供年月時に入所した場合や退所した場合のみ設定する。

         （サービス提供年月の月と、入退所日の月は同一となる）

※１０．個別減免、または境界層対象者に対する定率負担の軽減措置を実施している場合は、

　　　　定率負担に対する月額負担上限額の代わりに減免後の利用者負担月額上限額を設定する。

居宅生活支援費明細書（居宅介護）（様式２３） ”１００１”

居宅生活支援費明細書（デイサービス）（様式２４） ”１００２”

居宅生活支援費明細書（短期入所）（様式２５） ”１００３”

居宅生活支援費明細書（知的障害者地域生活援助）（様式２６） ”１００４”

施設訓練等支援費明細書（全施設共通）（様式２７） ”１００５”

居宅生活支援費サービス提供証明書（居宅介護） ”２００１”

居宅生活支援費サービス提供証明書（デイサービス） ”２００２”

居宅生活支援費サービス提供証明書（短期入所） ”２００３”

居宅生活支援費サービス提供証明書（知的障害者地域生活援助） ”２００４”

”９００１”

～

”９９９９”

※ 注１）事業者請求基本情報に償還払いが含まれるわけではない

入力識別番号請　　求　　様　　式

そ
の
他

第３者機関及び市町村で自由に設定して使用する識別番号

代
理
受
領

償
還
払
い

検討中
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３　明細情報ファイルレイアウト（１基本情報につき複数ファイルレイアウト）

交換情報識別番号 英数 当情報の内容を識別するための番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※１

レコード区分 英数 基本と明細を識別するための番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※２

入力識別番号 英数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※３

請求年月日 数字 請求書を提出した年月日 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

請求年月 数字 請求書を提出した年月 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

法区分 英数 支援費対象の法を識別する区分 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※４

請求区分

サービス提供年月 数字 サービスを提供した年月 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

事業者番号 英数 サービスを提供した事業者番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

分場番号 英数 ２ 出張所、分場を識別する番号 △ △

市町村コード 英数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

福祉事務所コード 英数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

受給者証番号 英数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

サービスコード 英数 サービスの最小単位を表すコード ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※６

事業区分 英数 △ △ △ △ △

サービス単価 当該サービスの単価 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

サービス単位 当該サービスの単位

サービス数量 数字 当該サービスの提供量 △ △ △ △ △ ※５

サービス数量単位 英数 当該サービスの単位をコードで記載 △ △ △ △ △

サービス計 数字 サービス単価 × サービス数量 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

サービス単位 × サービス数量

サービス調整額 △ △ △ △ △

サービス摘要 英数 サービス毎の摘要があれば記載 △ △ △ △ △

汎用区分１ 英数 第三者機関で自由に使用できる汎用区分 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

汎用区分２ 英数 第三者機関で自由に使用できる汎用区分 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

汎用区分３ 英数 第三者機関で自由に使用できる汎用区分 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

汎用区分４ 英数 第三者機関で自由に使用できる汎用区分 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

汎用区分５ 英数 第三者機関で自由に使用できる汎用区分 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

必須入力欄　◎：全パターン共通で必須、○：パターン毎に必須、△：必要な場合に設定

９

７ ６

８

援護実施者の基準単価単位と当該事業
者の単価単位に相違があった場合、その
差額を１サービス単位に記載

１７

１５

１８

２

１０

１９ ８
Ｓ付
数字

受給者証に記載されている
受給者の管理番号

6（3.2）

項番

１２

サービスコードの事業区分
（使用するかしないかは各自治体の判断）

代理受領と償還払いの別、
及び請求明細書の様式を表す

１０ ６

４３

ﾊﾞｲﾄ数

４

１４

項目名 属性

１

６

２

５

支援費を該当受給者に支給する
市町村の管理番号
（ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ１桁含む）
福祉事務所の場合は福祉事務所番号

送付先（元）が福祉事務所の場合、
福祉事務所の種類を識別するため
のコード
複数福祉事務所が存在しない市町村の
場合はZEROを設定

１

４

１

８

６

１１ １

備考内容

居
宅
介
護

地
域
生
活
援
助

共
同
生
活
援
助

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

短
期
入
所

必須入力
(請求明細書様式別)

全
施
設
共
通

２０ ４０

１０

１３ ６

１４

１６

１

Ｓ付
数字

６

２

２１ ２

２２

２５ ２

２３ ２

２４ ２
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※１． 全レコード”Ｓ００２”（事業者請求情報の意）固定

※２． ”１”：基本、”２”：明細　（明細情報では”２”固定）

※３． 事業者請求基本情報の入力識別番号を参照

※４． 事業者請求基本情報の法区分請求区分を参照

※５． ”居宅支援に通常要する費用の額計算欄”の数量については、提供回数を記載するため、

サービスの回数を設定。（整数値のみ）

（サービスコードにて、デイサ―ビスや短期入所の算定単位を識別可能としている）

※６． 施設の場合の支援費本体の請求時に関して、入院があるケースの場合のみ厚労省が示した

算定の方式で計算し、支援費本体のサービスコードでまとめて１レコードで編集し、設定する。
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４　データ作成方法

（１）事業者請求情報について

・ 事業者請求情報は、各サービス毎の請求明細書（様式２３～２７）の内容を設定するものである

・ 各サービス毎の請求明細書は、次の項目で一意になると想定している。

① 法の区分 請求の区分

② 請求書の様式

③ 請求年月日

④ 事業者番号

⑤ サービス提供年月

⑥ 市町村コード

⑦ 受給者番号

（２）作成タイミングについて

・ 請求書の提出期限にならい、サービス提供月の翌月１０日までに提出することとする。

（３）設定内容について

・ 基本的には、請求書及び請求明細書に記載されている項目を、それぞれ該当する情報の項目に

設定すればよい。

・ 請求書の情報は紙で管理するものとし、当情報に設定する必要はないと考える。

例外的に、請求書と請求明細書の情報を結びつけるために請求書に記載される”請求年月日”

”請求年月”・”法区分請求区分”は、事業者請求基本情報に設定することとする。

・ 月の途中に入退所が複数回あった場合、事業者請求情報・基本レコードを分けて作成するため、

それぞれに入退日、退所日を設定することとする。

・ 入所者が病院または診療所への入院した場合、入院の初日及び最終日に関しては満額請求

することが可能であるが、それ以外は８０％の額を請求する必要がある。

そのため、基本情報ファイルレイアウト入院日数には入院の初日及び最終日を除いた入院日数を

設定することとする。

（月の途中に入退院が複数回あった場合は、合算した入院日数を設定すること。）

・ 入所施設の入所者が外泊した場合、入院と同様に支援費基準の８０％の額を請求する必要がある。

そのため、入所施設の入所者の外泊日数は、入院日数と同じ項目を用いて管理することとする。

（入院日数と外泊日数が両方ある場合は、合算した日数を設定すること。）

・ ファイルレイアウトの空き項目（＝ＦＩＬＬＥＲ）は、今後必要な管理項目が生じた場合に使用する。

（４）取消データについて

・ 請求情報の提出直後に訂正又は削除を行う場合においては、紙媒体又は口頭等によって対応

することとする。
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この資料は、関係者の準備に資するため、現段階で考えられる
事項を整理したものであり、今後、変更があり得るものである。

平成１７年１２月２６日

申請書、支給管理台帳で使用する各種コード
体系の標準化（各種コードの統一化）について

４月～９月版  (　暫　定　版　）

☆注意☆
　
　今回お示ししたものは、当面活用を急ぐものとして、平成１８年
４月分から９月分までの利用者負担の決定等に使用する様式をもと
に作成している。



変更点

NO 区分 変更内容 平成１８年３月以前の情報 平成１８年４月以降の情報

1 変更 法区分 【コード名称】　法区分
【内容】
10番代　身体障害者福祉法
　　11 身体障害者
20番代　知的障害者福祉法
　　21 知的障害者
30番代　児童福祉法
　　31 身体障害者
　　32 知的障害者

【コード名称】　請求区分
【内容】
10番代　身体障害者へのサービス提供
　　11 身体障害者
20番代　知的障害者へのサービス提供
　　21 知的障害者
30番代　障害児へのサービス提供
　　31 身体障害者
　　32 知的障害者
50番代　精神障害者へのサービス提供
　　51 精神障害者

2 変更 申請種別 【内容】
1 居宅生活支援費
2 施設訓練等支援費

【内容】
2 施設訓練等支援費
3 介護給付
4 訓練等給付

3 削除 居宅生活支援費区分 【コード名称】　居宅生活支援費区分
【桁数】　2
【属性】　数値

4 追加 障害程度区分（介護給付） 【内容】　障害程度区分（介護給付）
【桁数】　2
【属性】　英数
【コード】　検討中
【内容】　検討中

5 追加 障害程度区分（訓練等給付）Ⅰ 【内容】　障害程度区分（訓練等給付）Ⅰ
【桁数】　2
【属性】　英数
【コード】　検討中
【内容】　検討中

6 追加 障害程度区分（訓練等給付）Ⅱ 【内容】　障害程度区分（介護給付）
【桁数】　検討中
【属性】　数値

7 追加 障害者区分 【内容】　障害者区分
【桁数】　2
【属性】　英数
【コード】　検討中
【内容】　検討中

8 変更 サービス単価 【コード名称】　サービス単価 【コード名称】　サービス単位

9 変更 支援費基準月額単価 【コード名称】　支援費基準月額単価 【コード名称】　利用者負担上限月額

10 変更 当月居宅生活支援費請求額(利用者別) 【コード名称】　当月居宅生活支援費請求額(利用者別) 【コード名称】　当月介護給付費請求額（利用者別）

11 変更 当月居宅生活支援費請求額合計 【コード名称】　当月居宅生活支援費請求額合計 【コード名称】　当月介護給付費請求額合計

12 追加 当月訓練等給付費請求額（利用者別） 【内容】　当月訓練等給付費請求額（利用者別）
【桁数】　10
【属性】　数値

13 追加 当月訓練等給付費請求額合計 【内容】　当月訓練等給付費請求額合計
【桁数】　10
【属性】　数値

14 変更 所得階層区分 【コード名称】　所得階層区分 【コード名称】　所得区分コード
【コード/内容】
   01 生活保護
   02 低所得１
   03 低所得２
   04 一般

15 削除 利用者負担額(標準負担月額) 【コード名称】　利用者負担額 (標準負担月額)
【桁数】　6
【属性】　数値

16 追加 特定入所者食費等給付費（日額） 【コード名称】　特定入所者食費等給付費（日額）
【桁数】　6
【属性】　数値

17 追加 減免区分 【コード名称】　減免区分
【桁数】　2
【属性】　英数
【コード/内容】
　01 定率負担の減免
  02 個別減免
  03 生保への移行防止（定率負担に関するもの）
  04 補足給付
  05 生保への移行防止（補足給付）
  06 社会福祉法人の減免
  07 就労継続支援事業の減免措置
  08 通所施設における食費の人件費支給による軽減措置
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変更点

NO 区分 変更内容 平成１８年３月以前の情報 平成１８年４月以降の情報

18 変更 サービス種類コード 【内容】　10番代　居宅支援
11 居宅介護
12 デイサービス
13 短期入所
14 地域生活援助

【内容】　10番代　居宅支援
11 居宅介護
12 デイサービス（障害者デイサービス、児童デイサービス）
13 短期入所
14 共同生活援助
15 行動援護
16 外出介護
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1．全体に共通するコード体系

No. コード名称 桁数 属性 コード 内容 備考

1 性別コード 1 数値 1 男

2 女

2 年号コード 1 数値 1 明治

2 大正

3 昭和

4 平成

3 金融機関コード 4 英数 全銀協が定めたコード体系

4 金融機関支店コード 3 全銀協が定めたコード体系

5 口座種目 1 全銀協が定めたコード体系

6 法区分 2 数値

請求区分 11 身体障害者

21 知的障害者

31 身体障害者

32 知的障害者

51 精神障害者

２．申請に関するコード体系

No. コード名称 桁数 属性 コード 内容 備考

7 申請区分 1 数値 1 新規申請

2 新規申請（継続）

3 変更申請

4 職権申請

8 申請種別 1 数値 1 居宅生活支援費

2 施設訓練等支援費

3 介護給付

4 訓練等給付

9 要介護状態区分コード 2 英数 00 要介護認定無し

01 非該当

11 要支援

21 要介護1

22 要介護2

23 要介護3

24 要介護4

25 要介護5

10 施設入所･通所区分 1 数値 1 入所施設

2 通所施設

10番代　身体障害者福祉法　身体障害者へのサービス提供

20番代　知的障害者福祉法　知的障害者へのサービス提供

30番代　児童福祉法　障害児へのサービス提供

50番代　精神障害者へのサービス提供
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3．支給管理台帳に関するコード体系

【支給決定に関する部分】
No. コード名称 桁数 属性 コード 内容 備考

11 居宅生活支援費区分 2 数値

12 障害程度区分（支援費） 2 数値

13 障害程度区分（介護給付） 2 英数 11 区分Ⅰ

12 区分Ⅱ

･･･

14 障害程度区分（訓練等給付）Ⅰ 2 英数 21 重度区分Ⅰ

22 重度区分Ⅱ

･･･

15
障害程度区分（訓練等給付）Ⅱ

数値

16 支給量 数値 整数部分3桁、小数部分2桁

17 障害者区分　　 2 英数 10番代　身体障害者

※１ 11 身体障害者（肢体不自由者）

12 身体障害者（視覚障害者）

13 身体障害者（聴覚・言語障害者）

14 身体障害者（内部障害者）

･･･

20番代　知的障害者

21 知的障害者（１）

22 知的障害者（２）

･･･

30番代　障害児

31 障害児（１）

32 障害児（２）

･･･

40番代　精神障害者

41 精神障害者（１）

42 精神障害者（２）

･･･

※１ 統計用に受給者の障害者区分を判別する情報として障害者区分を新たに設けることを考えている。

コードの内容については、統計の仕様を考慮して今後検討する。コード作成方法の考え方については上記の通り。

内容については検討中。

障害者認定ソフトの仕様に合わせて
内容を管理することを検討中。
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【サービス利用に関する部分】
No. コード名称 桁数 属性 コード 内容 備考

18 サービス単価 6 数値

サービス単位

19 数量 2 数値

20 単位 4 数値

21 サービス計 8 数値

22 支援費基準月額単価 6 数値

利用者負担上限月額

23 当月居宅生活支援費請求額(利用者別) 10 数値

当月介護給付費請求額（利用者別）

24 当月居宅生活支援費請求額合計 10 数値

当月介護給付費請求額合計

25 当月施設訓練等支援費請求額(利用者別) 10 数値

26 当月施設訓練等支援費請求額合計 10 数値

27 当月訓練等給付費請求額（利用者別） 10 数値

28 当月訓練等給付費請求額合計 10 数値

29 所得階層区分 2 英数

所得区分コード 01 生活保護

02 低所得１

03 低所得２

04 一般

30 利用者負担額(標準負担月額) 6 数値

31 支払方法区分 1 数値 1 口座振替払い

2 納付書払い

3 不払い

32 特定入所者食費等給付費（日額） 6 数値

33 減免区分 2 英数 01 定率負担の減免

02 個別減免

03 生保への移行防止（定率負担に関するもの）

04 補足給付

05 生保への移行防止（補足給付）

06 社会福祉法人の減免

07 就労継続支援事業の減免措置

08 通所施設における食費の人件費支給による軽減措置
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４．サービス種類に関するコード体系

No. コード名称 桁数 属性 コード 内容 備考

34 サービス種類コード 2 数値

(申請種別･障害種別　入所･通所管理有) 11 居宅介護

12 デイサービス（障害者デイサービス、児童デイサービス）

13 短期入所

14 地域生活援助　共同生活援助

15 行動援護

16 外出介護

31 身体障害者肢体不自由者更生施設 法区分「１」：身障

32 身体障害者肢体不自由者更生施設（通所事業） 法区分「１」：身障

33 身体障害者視覚障害者更生施設 法区分「１」：身障

34 身体障害者視覚障害者更生施設（通所事業） 法区分「１」：身障

35 身体障害者聴覚・言語障害者更生施設 法区分「１」：身障

36 身体障害者聴覚・言語障害者更生施設（通所事業） 法区分「１」：身障

37 身体障害者内部障害者更生施設 法区分「１」：身障

38 身体障害者内部障害者更生施設（通所事業） 法区分「１」：身障

41 身体障害者療護施設 法区分「１」：身障

42 身体障害者療護施設（通所事業） 法区分「１」：身障

51 身体障害者入所授産施設 法区分「１」：身障

52 身体障害者入所授産施設（通所事業） 法区分「１」：身障

53 身体障害者通所授産施設 法区分「１」：身障

31 知的障害者入所更生施設 法区分「２」：知障

32 知的障害者入所更生施設（通所事業） 法区分「２」：知障

33 知的障害者通所更生施設 法区分「２」：知障

51 知的障害者入所授産施設 法区分「２」：知障

52 知的障害者入所授産施設（通所事業） 法区分「２」：知障

53 知的障害者通所授産施設 法区分「２」：知障

61 知的障害者通勤寮 法区分「２」：知障

66 のぞみの園が設置する施設 法区分「４」：その他
67 のぞみの園が設置する施設（通所事業） 法区分「４」：その他

10番代　居宅支援

30番代～　施設支援
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障害福祉サービス事務処理システムについて障害福祉サービス事務処理システムについて

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
障害保健福祉改革推進室

平成17年12月26日(月)

※ 今後の検討により、内容等に変更が生じることがありうる。



19年10月稼動の国民健康保険団体連合会の支払システムについて



身体障害者福祉法等身体障害者福祉法等
指定サービス事業所指定サービス事業所

AA市町村市町村

BB市町村市町村身体障害者福祉法等身体障害者福祉法等
指定サービス事業所指定サービス事業所

身体障害者福祉法等身体障害者福祉法等
指定サービス事業所指定サービス事業所

身体障害者福祉法等身体障害者福祉法等
指定サービス事業所指定サービス事業所

CC市町村市町村

DD市町村市町村

障害者自立支援法障害者自立支援法
指定サービス事業所指定サービス事業所 AA市町村市町村

BB市町村市町村障害者自立支援法障害者自立支援法
指定サービス事業所指定サービス事業所

障害者自立支援法障害者自立支援法
指定サービス事業所指定サービス事業所

障害者自立支援法障害者自立支援法
指定サービス事業所指定サービス事業所

CC市町村市町村

DD市町村市町村

国保連合会国保連合会

支援費制度、自立支援制度【１９年９月まで】 自立支援制度【１９年１０月以降】

事業所の請求先

一本化

市町村の支払先

一本化事業所の請求先

複数
市町村の支払先

複数

全国統一の国保連合会支払システム

・ 障害福祉サービス費について、市町村はサービス事業者からの請求に基づき、内容を審査のうえ支払うこととさ
れているが、この審査支払事務の効率化と平準化を図るため、国民健康保険団体連合会（以下「国保連合
会」という。）に支払事務の委託を進めることとしている。
・ 国保連合会の支払事務は、障害福祉サービス費について全国共通の支払システム（以下「支払システム」とい
う。）を導入することにより、サービス事業者からの請求受付から支払まで一連の事務のシステム化を図り、障害
福祉サービス費の請求、審査、支払等の事務の効率化と平準化を図るものである。

市町村により審査水準が異なることがある システム導入により審査水準の平準化を図る



19年10月以降の障害福祉サービス費の事業所の請求から審査・支払までの流れ

障害者自立支援法障害者自立支援法
指定サービス事業所指定サービス事業所

国保連合会国保連合会

市町村市町村

国保連合会国保連合会

障害者自立支援法障害者自立支援法
指定サービス事業所指定サービス事業所

事業所が所在する国保連合会に、障害福祉サービス費の請求書を提出（伝送）する。

サービス事業所からの障害福祉サービス費の請求書を受け付ける。
請求書を市町村別に振り分ける。
市町村審査の事務共助として、請求データの資格確認、内容点検等を行う。
市町村に事務共助の結果データを送信する。

サービス事業所からの請求書及び審査の事務共助の結果データ等を受け取る。
結果データの内容を確認し、国保連合会に障害福祉サービス費を支払を行う。

請求に対する審査結果データ及び報酬を受領する。

19年10月以降、サービス事業所の障害福祉サービス費の請求先は各市町村から事業所の所在する国保連合会に移行する。

各市町村からの審査結果データを受け取る。
各市町村から支払われた障害福祉サービス費を各サービス事業所別に振り分ける。
サービス事業者に市町村の審査結果に基づき、障害福祉サービス費を支払う。



障害福祉サービス費支払システムでの使用回線について障害福祉サービス費支払システムでの使用回線について

障害者自立支援法障害者自立支援法

指定サービス事業所指定サービス事業所

障害者自立支援システム（19年10月以降）

国保連合会国保連合会
都道府県都道府県

市町村市町村

インターネット回線インターネット回線 LGWANLGWAN回線回線

１９年１０月以降の国保連合会の支払システム稼動後は、障害福祉サービス費の請求・審査・支
払事務の迅速化を図るため、都道府県、市町村、サービス事業者、国保連合会の関係機関を回
線で結合させたネットワークシステムを形成する必要があるが、各関係機関との結合回線は下記の
回線の使用の検討を進めている。

参考 介護保険システム

介護保険法

指定サービス事業所
国保連合会

都道府県

保険者（市町村）

ISDN回線 ISDN回線

※ 詳細については、今後順次提示していく。

LGWAN 【Local Government Ｗide Area Network】 ･･･地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワーク回線



障害者自立支援法障害者自立支援法

指定サービス事業所指定サービス事業所

国保連合会国保連合会

市町村市町村

都道府県都道府県

•支給決定者データ
•障害程度区分データ
•支給決定データ
•審査結果データ

•契約締結データ
•サービス提供実績データ
•利用者負担徴収データ

•指定事業所データ

関係機関から国保連合会に提供する必要のある情報

国保連合会の支払システム稼動後は、関係機関より定期的に審査支払に必要なデータの
提供が必要となる。

• 都道府県より 指定事業所に関するデータ
• 市町村より 支給決定に関するデータ
• 事業所より 契約・請求に関するデータ

インターネットインターネット
LGWANLGWAN

※ 詳細内容については、来春提示予定のシステムインタフェース仕様書で提示する。

LGWANLGWAN



都道府県ＮＯＣ

児童相談所児童相談所 児童相談所児童相談所 行政区行政区

LGWANLGWAN

庁内庁内LANLAN

国保連合会と地方自治体との結合イメージ国保連合会と地方自治体との結合イメージ

ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ専用回線ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ専用回線

ＮＯＣとは
国保連合会とＬＧＷＡＮとの接続ポイント

国保連合会国保連合会

都道府県本庁都道府県本庁
政令指定都市政令指定都市

本庁本庁
市町村市町村



現時点で市町村で予測されるランニングコスト

１ 支払手数料

２ 支給決定システム等保守費

国保連合会の審査事務共助事務及び障害福祉サービス費支払事務に対する委託料

国保連合会に支給決定者データ等を定期的に伝送するためのシステム保守料

なお、ＬＧＷＡＮ回線は、全地方自治体に敷設されており、通常、障害保健福祉部局で回線使用の費用
はないものと思われる。



現時点でサービス事業所で予測されるランニングコスト現時点でサービス事業所で予測されるランニングコスト

１ インターネット回線使用料

２ 電子署名（デジタル署名）取得費用

国保連合会への請求の際に、インターネット回線を使用して請求データを伝送するために、
各事業所でインターネットへの接続環境が必須となるため、回線使用料が生じる。
なお、インターネットを使用しての支援費の請求事務は、神奈川県、茨城県で導入済み。

国保連合会への請求データ伝送時に、セキュリティ対策のために、電子署名法で保護さ
れたデジタル署名を付すことを検討している。このため、今後は、デジタル署名の取得費用
が生じる。（取得費用 年間8,000円程度）

※ 詳細については、順次提示していく。



障害者自立支援法施行後の受給者（証）番号の取り扱いについて



受給者（証）番号の取り扱いについて

市町村は、障害者自立支援法の支給決定の際、利用者に受給者証一枚だけを交付し、
サービス種別ごとに受給者証を発行しない。

平成１８年１０月以降は、障害福祉サービスの利用者が所持する受給者証は一枚となり、
結果、支給決定者一人に一つの受給者（証）番号の取り扱いとするものである。

１８年４月から９月までの間は、
① 障害者自立支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法ごとに交付され、一人につき複数の受
給者証を所持する例もあること、

② 従来の支援費制度において、サービス種別ごとに受給者証を交付し、その交付した受給者証ごとに
受給者番号を変えている例もあること等から、

受給者証は、支給決定者につき、一つの受給者証を交付する。

受給者（証）番号は、証一枚につき、一つの番号を使用すること。

この取り扱いは、１８年１０月支給決定分より完全実施として、それまでの間は、対応できる自治体より順次
実施していくこととする。

支援費制度、自立支援制度受給者番号の付番ルール

10９８７６５４３２１

１桁目から９桁目１桁目から９桁目 市町村で任意の番号を使用する。市町村で任意の番号を使用する。 ただし、市町村内で重複した番号は使用しないこと。ただし、市町村内で重複した番号は使用しないこと。

１０桁目１０桁目 検証番号（モジュラｽ１０検証番号（モジュラｽ１０ ウエイト２－１分割ウエイト２－１分割 Ｍ１０Ｗ２１）Ｍ１０Ｗ２１）

受給者番号の付番ルールは支援費制度時と同様とする。



障害福祉サービスにかかる受給者番号の取り扱いについて

１８年４月から９月まで

身体障害者福祉法 「施設訓練等支援費受給者証」
知的障害者福祉法 「施設訓練等支援費受給者証」
障害者自立支援法 「障害福祉サービス受給者証」

【Ｈ１８年９月末まで用】

１８年１０月以降

障害者自立支援法 「障害福祉サービス受給者証」

１８年３月まで

身体障害者福祉法 「居宅生活支援費受給者証」
「施設訓練等支援費受給者証」

知的障害者福祉法 「居宅生活支援費受給者証」
「施設訓練等支援費受給者証」

児童福祉法 「居宅生活支援費受給者証」

５種類の受給者証が存在

３種類の受給者証が存在

１種類の受給者証が存在

⇒ 個人が複数の受給者番号をもつこともある

⇒ 個人が複数の受給者番号をもつこともある

⇒ 個人が複数の受給者番号をもつことはない



身体障害者福祉法
居宅生活支援費 支給決定

知的障害者福祉法
居宅生活支援費 支給決定

児童福祉法
居宅生活支援費 支給決定

身体障害者福祉法
施設訓練等支援費 支給決定

知的障害者福祉法
施設訓練等支援費 支給決定

障害者自立支援法
介護給付費 みなし支給決定

平成18年9月末

障害者自立支援法
介護給付費 みなし支給決定

平成18年9月末

障害者自立支援法
介護給付費 みなし支給決定

平成18年9月末

障害者自立支援法
介護給付費等 支給決定

障害者自立支援法
旧法指定施設入所者

みなし支給決定

障害者自立支援法
旧法指定施設入所者

みなし支給決定

平成１８年４月 平成１８年１０月

居
宅
系
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ー
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系
サ
ー
ビ
ス

施
設
系
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ー
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系
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ー
ビ
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支給決定の移行図



障害者自立支援法
障害福祉サービス 受給者証

【平成18年10月以降】

障害者自立支援法
障害福祉サービス 受給者証

【平成18年9月末まで】

身体障害者福祉法
施設訓練等支援費 受給者証

知的障害者福祉法
施設訓練等支援費 受給者証

児童福祉法
居宅生活支援費 受給者証

知的障害者福祉法
居宅生活支援費 受給者証

身体障害者福祉法
居宅生活支援費 受給者証

平成１８年４月 平成１８年１０月

５種類の受給者証が存在 ３種類の受給者証が存在 １種類の受給者証が存在

居
宅
系
サ
ー
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ス
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宅
系
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ー
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ス

施
設
系
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ー
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施
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系
サ
ー
ビ
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受給者証の移行図

この時点で受給者証が一枚になる
ため、受給者番号もこのタイミングで、
個人に一つの番号を使用する。



障害者自立支援法施行後のサービス事業所番号の取り扱いについて障害者自立支援法施行後のサービス事業所番号の取り扱いについて



・指定権者 都道府県 ・事業者コード 10桁

障害者自立支援法（18年10月以降）【案】

10９８７６５４３２１

都道府県コード 郡市区コード 事業所番号 ＣＤ

事業所区分コード

１・２桁目１・２桁目

都道府県コード都道府県コード

総務省が定めるコードとする。

３桁目３桁目

事業所区分コード事業所区分コード

１ 自立支援法 （指定事業所）
２ 児童福祉法 （指定施設）
３ 自立支援法 （旧法指定施設）
４ 自立支援法 （基準該当事業所）
５ 地域生活支援事業

４・５桁目４・５桁目

郡市区コード郡市区コード

都道府県下の社会保険事務局が設定するコードを使用する。

６・７・８・９桁目６・７・８・９桁目

事業所番号事業所番号

郡市区コード内の連番で設定する。

１０桁目１０桁目

検証番号（チェックデジット）検証番号（チェックデジット）

障害者自立支援法及び児童福祉法の指定事業所等の設定について（案）



サービス事業所の事業所番号の移行図

平成１８年４月 平成１８年１０月

身体障害者福祉法
指定サービス事業所

知的障害者福祉法
指定サービス事業所

児童福祉法
指定サービス事業所

知的障害者福祉法 指定施設

身体障害者福祉法 指定施設

障害者自立支援法
指定サービス事業所【旧体系】

障害者自立支援法
指定サービス事業所【新体系】

障害者自立支援法
旧法指定施設

平成１８年４月 平成１８年１０月
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１４桁の事業所番号体系 １０桁の事業所番号体系



1818年年44月から月から99月までの自立支援制度の事業所番号について月までの自立支援制度の事業所番号について

・「法区分コード」を「請求区分コード」へ定義変更する。・「法区分コード」を「請求区分コード」へ定義変更する。

自立支援法の事業所番号体系は１8年10月に大きな変更を予定しているため、18年9月まで

の間は、現在の支援費制度の事業所番号体系を原則踏襲したものとする。

変更点

サービス事業者に、指定申請時に当該事業者がサービスを提供する「主たる障害種別の対象者」を明記させる予定である。
（みなし指定の場合、事業者の意向確認は、2月中に完了）

指定事業所番号は、「サービス種別」単位に付番されるが、指定申請時に確認された
「主たる障害種別」をもとに請求区分コード分の事業所番号を付番する。

・サービス種別「１５ 行動援護」、「１６ 外出介護」を新設

障害者自立支援法上の指定サービス事業者であるが、事業所番号は複数付番される。

サービス種別： 「居宅介護」

主たる障害種別： 「身体、知的、児童、精神」

身体用 １３ ０００ １ ００００１ １１ CD 

精神用 １３ ０００ ５ ００００１ １１ CD 
児童用 １３ ０００ ３ ００００１ １１ CD 
知的用 １３ ０００ ２ ００００１ １１ CD 

NPO法人○○事業者▲▲営業所

⇒ 事業者番号は4つ付番（用意）される。

サービス事業者は障害福祉サービス費を請求する際に、受給者証に記載された各サービス種別ごとの障害種別を基に
請求を行うが、請求の際には、その障害種別にあわせてた請求区分コードの事業所番号を請求書等に記載する。



1413121110９８７６５４３２１

都道府県コード 市町村コード 請求区分コード 連番 サービス種別 ＣＤ

１８年４月から９月までの自立支援制度における指定事業所番号１８年４月から９月までの自立支援制度における指定事業所番号

サービス種別コード

１１ 居宅介護
１２ デイサービス （障害者デイサービス、児童デイサービス）
１３ 短期入所
１４ 共同生活援助
１５ 行動援護
１６ 外出介護

障害者自立支援制度事業所番号付番ルール（18年4月から９月まで）

請求区分コード

指定事業者
１ 身体障害者へのサービス提供
２ 知的障害者へのサービス提供
３ 障害児へのサービス提供
５ 精神障害者へのサービス提供

サービス種別： 「居宅介護」
障害種別：「身体、知的、児童、精神」

事業所番号は、「サービス種別」を単位として、主たる障害種別「請求区分コード」分の番号を付番する。
⇒ 障害者自立支援法上の指定事業者であるが、事業所番号は最大4番号を所有する。

身体用 １３ ０００ １ ００００１ １１ CD 

精神用 １３ ０００ ５ ００００１ １１ CD 

児童用 １３ ０００ ３ ００００１ １１ CD 

知的用 １３ ０００ ２ ００００１ １１ CD 

サービス種別： 「障害者デイサービス」
障害種別： 「身体、知的」

サービス種別： 「行動援護」
障害種別： 「知的、児童」

児童用 １３ ０００ ３ ００００１ １５ CD 

知的用 １３ ０００ ２ ００００１ １５ CD 

サービス種別： 「児童デイサービス」
障害種別： 「児童」

サービス種別： 「外出介護」
障害種別： 「身体、精神」

例示は、いずれも、ひとつの事業者で申請時に確認した障害種別で事業所番号を付番した場合

精神用 １３ ０００ ５ ００００１ １６ CD 

身体用 １３ ０００ １ ００００１ １６ CD 

知的用 １３ ０００ ２ ００００１ １２ CD 

身体用 １３ ０００ １ ００００１ １２ CD 

児童用 １３ ０００ ３ ００００ １２ CD 



支援費制度事業所番号付番ルール
・法別番号 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法、のぞみ園、基準該当事業者等

1413121110９８７６５４３２１

都道府県コード 市町村コード 法区分 連番 サービス種別 ＣＤ

２１

分場コード

身体指定 知的指定 児童指定 身体基準該当 知的基準該当 等

法区分内での連番
総務省が定めるコード

都道府県は”000”

サービスコード

指定事業者台帳 21種別支援費制度（18年４月から９月まで）

＊法区分コードは、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法の各法で指定された障害者施設を区別するものである。

１８年４月から９月までの支援費制度における指定事業所番号１８年４月から９月までの支援費制度における指定事業所番号

法区分コード

１ 身体障害者福祉法

２ 知的障害者福祉法

４ のぞみの園

サービス種別コード【現行のまま】

（法区分+サービス種別）

１ ３１ 身障肢体
１ ３２ 身障肢体（通所）
１ ３３ 身障視覚
１ ３４ 身障視覚（通所）
１ ３５ 身障聴覚
１ ３６ 身障聴覚（通所）
１ ３７ 身障内部
１ ３８ 身障内部（通所）

１ ４１ 身障療護
１ ４２ 身障療護（通所）

１ ５１ 身障入所授産
１ ５２ 身障入所授産（通所）
１ ５３ 身障通所授産

４ ６６ のぞみの園

２ ３１ 知障入所更生
２ ３２ 知障入所更生（通所）
２ ３３ 知障通所更生

２ ５１ 知障入所授産
２ ５２ 知障入所授産（通所）
２ ５３ 知障通所授産

２ ６１ 知障通勤寮



独立行政法人福祉医療機構〈ＷＡＭＮＥＴ〉への情報提供について

都道府県、指定都市、中核市においては、従来同様に引き続き、事業所を指定した際には、
定期的にWAMNETに情報を提供していただきたい。

みなし指定事業所【平成１８年３月までの指定事業所】

都道府県等は、該当する事業所に１８年４月以降のサービス提供意向を確認した後に、「支援費
制度」の事業所データを「自立支援制度」の事業所データに移行させた後に、ＷＡＭＮＥＴにみなし
事業所として、事業所データを提供することとなるが、新データ等の情報提供時期については、別
途WAMNETより提示を予定。

なお、WAMNETの指定事業所の台帳機能を使用している都道府県等については、みなし指定に伴うデータ移行のうち定型的な部分
についてはWAMNET側で行うことで調整中である。 後日、WAMNETよりこの作業等についての説明を予定している。

（データ移行の例） 13 000 2 00001 11 CD → 13 000 2 00001 11 CD （居宅介護）

13 000 2 00001 15 CD （行動援護）

13 000 2 00001 16 CD （外出介護）

（ただし、精神のみなし事業所については新規入力が必要）

詳細内容等はインタフェース等を含めて､後日、福祉医療機構より、別途提示を予定。



利用者負担の上限額管理方法について利用者負担の上限額管理方法について

平成17年12月26日（月）

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
障害保健福祉改革推進室

※ 今後の検討により、内容等に変更が生じることがありうる。



18年4月以降の利用者負担の上限額管理方法について

１ 施設入所者

入所施設のサービス管理責任者が利用者負担の上限額管理を行う。
（管理責任者の業務として位置づける。）

※９月までは日中活動サービスの外部利用を併せて受けることはないため、基本的には対応は不要。

２ グループホーム、ケアホーム入居者

３ 在宅生活者

利用者※は、上限額管理を行う事業者を選定して市町村に届け出る。
なお、上限額管理は、市町村が行うことも可能。
（事業者に受諾義務を課すとともに必要に応じ報酬上の評価を行う方向で検討中）
※支給決定時に利用者負担上限月額を超える見込みがあるとして市町村が認定した者に限る。

新たに利用者負担の上限額管理を行う「上限額管理者」を位置づける。新たに利用者負担の上限額管理を行う「上限額管理者」を位置づける。

グループホーム、ケアホームのサービス管理責任者が利用者負担の上限額管理を行う。
（管理責任者の業務として位置づける。）

※９月までは世話人の業務として位置づける。

上限額管理者は以下のとおりとする。



上限額管理の基本的な仕組み

１ 上限額管理者は、あらかじめ、対象者の利用する個別給付（日中活動サービスや居宅
サービス）の利用予定状況を把握する。

２ 上限額管理者は、月末段階で、各サービス提供事業者から利用実績及び定率負担相当
額を把握し、整理する。

※ サービス提供日順による整理を原則とするが、事業者及び対象者の同意があれば、入所施設やグルー
プホーム分を先に支払う方法や、月の利用実績額に応じて按分する方法も可能。
（国保連の支払システムにおいては、提供日順による整理により構築する方向で検討）

３ 上限額管理者は、対象者に確認を取ったうえで市町村に結果を集約して送付する。

４ 市町村は、上限額管理者の集約結果を前提として審査支払を行う。

1818年年44月から月から99月まで月まで上限額管理者になれる者上限額管理者になれる者

ホームヘルプサービス事業者、通所施設、障害者デイサービス事業者、児童デイサービス事業者

在宅生活者の場合



18年4月から9月までの【在宅生活者】

利用者負担の上限額管理事務標準処理及び様式例

今後、事務内容については、詳細を再度提示する予定。

あわせて、グループホーム世話人の事務、１8年10月以降の事務についても提示する。



利用者負担上限管理事務【支給決定から管理者の設定まで】

１ 市町村は支給決定時又は支給量変更決定時に、決定支給量を金額換算して、利用者負担について上限額を超えると
見込まれるものについては、上限額管理を行う必要があると判断して、受給者証予備欄に「利用者負担上限額到達見込
者」と印字した受給者証と「上限額管理依頼届出書」を交付する。

２ 「上限額到達見込者」と認定された者（以下「認定者」という。）は、２以上のサービス事業所と利用契約を締結したときに、
いずれかのサービス事業所に上限額管理の依頼を行うことができる。

３ 認定者より依頼を受けた事業所は、「上限額管理依頼届出書」の事業者記入欄に必要事項を記載して、認定者に交
付し、受給者証より、認定者にサービス提供を実施している事業所を把握する。

４ 認定者は、市町村に「上限額管理依頼届出書」、「受給者証」を提出する。

５ 市町村は、提出された書類を確認して、受給者証に上限額管理者名を追記して、受給証を再交付する。

６ 再交付を受けた認定者は、受給者証に上限額管理者名を確認する。

７ 認定者は、上限額管理者に受給者証に上限額管理者名が記載されたことを報告する。

８ 上限額管理者は、他の事業者に認定者の上限額管理者となったことを連絡する。

支給決定月又は支給量変更決定月

認定者が、事業者に上限額管理を依頼を行うのは、利用者負担分の償還給付分を現物給付とすることが目的である。
従って、認定者が、管理依頼を行わず利用者負担額が上限を超えた際には、高額障害福祉サービスと同様に、市町村

に利用者負担額の償還給付の申請を行い、市町村から金銭給付が行われることとなる。



利用者負担上限管理事務フロー【支給決定から上限額管理者の設定まで】

市町村

受給者証
【上限額到達者】

「上限額到達者」の印字を確認
受給者証【上限額到達者】
上限額管理依頼届出書

を交付

事業所と２カ所以上
サービス利用契約を締結

上限額管理を事業所に依頼が可能

上限額管理を依頼

受給者証の
管理者名を確認

上限額管理者届出書
受給者証　を提出

上限額管理者届出書
受理

利用者
【上限額到達者】

サービス事業所
【上限額管理者】

サービス事業所

支給決定時に支給量を金額換算し、上限月額への到達が見込まれる場合【平成１８年４月から９月まで「GH利用者を除く」】

受給者証に
管理者名を記載

上限額管理
依頼届出書

上限額管理
依頼届出書

【署名入り】

受給者証
【上限額到達者】

【上限額管理者】 他事業所へ
上限管理者となった旨を連絡

依頼を受託

受給者証より
サービス提供を行っている

事業所を把握

上限管理者を把握

受給者証の
管理者名を確認

上限額管理者届出書
事業者記入欄に
必要事項を記入



管理者が決まった後に、新たにサービス事業者と契約を締結した場合

１ 認定者は、新たにサービス契約を締結を行う場合、受給者証を提示して、上限額管理を依頼していることを伝える。

２ サービス契約を締結した事業者は、受給者証に記載されている上限額管理者を確認して、当該上限額管理者に連絡す
る。

月の途中で上限額管理を依頼する事業所を変更する場合

１ 認定者は、上限額管理を依頼する事業者を変更する時は、事前に現に管理を行っている事業者に変更する旨を伝える。

２ 認定者は、新たに上限額管理を依頼する事業者に、受給者証を提示して上限額管理を依頼する。

３ 新たに依頼を受けた事業者は、 「上限額管理依頼変更届出書」の事業者記入欄に必要事項を記載して、認定者に

交付し、受給者証より、認定者にサービス提供を実施している事業所を把握する。

４ 認定者は、市町村に「上限額管理依頼変更届出書」、「受給者証」を提出する。

５ 市町村は、提出された書類を確認して、受給者証に上限額管理者名を訂正して、受給者証を再交付する。

６ 再交付を受けた認定者は、受給者証に新たな上限額管理者名が記載されたことを確認する。

７ 認定者は、新たに依頼した上限額管理者に受給者証に上限額管理者名が記載されたことを報告する。

８ 新たな上限額管理者は、他の事業者に認定者の上限額管理者となったことを連絡する。

利用者負担上限管理事務【上限額管理者の変更時等】



利用者負担上限管理事務【サービス提供報告から支払まで】

１ サービス事業者は、サービス提供月末に「サービス提供報告書」を作成して、上限額管理者に提供する。

サービス提供翌月

サービス提供月末

１ 上限額管理者は、サービス事業者が提出した「サービス提供報告書」を集計し、「利用者負担上限月額管理票」を作成
する。

２ 上限額管理者は、認定者に「利用者負担上限月額管理票」の内容確認を求める。

３ 認定者は、上限額管理者より提示された「利用者負担上限月額管理票」の内容を確認し、署名を行う。

４ 上限額管理者は、「利用者負担上限月額管理票【署名入】」をサービス事業者に提供する。

５ 上限額管理者及びサービス事業者は、「利用者負担上限月額管理票【署名入】」に基づいて、請求書を作成する。

６ 上限額管理者は、「利用者負担上限月額管理票【署名入】」と請求書等を市町村に提出する。

７ サービス事業者は、請求書等を市町村に提出する。

８ 市町村は、利用者負担額の審査には、上限額管理者より提出された「利用者負担上限月額管理票【署名入】」と請求
書との内容を確認して、障害福祉サービス費の支払いを行う。

サービス事業所からの請求書等をすべて磁気媒体により提供を受けている自治体等の場合、市町村等に提出される「利用者負担上限額管理票」
データも磁気化されることが予測される。
その場合は、「管理票」の原本【署名入】を管理者が保管することとし、後日、市町村が監査等で原本確認が可能な状態としておく。



利用者負担上限管理事務フロー【サービス提供報告から支払まで】

本人確認を求める

市町村

管理者に利用者負担額
データを提供

各事業所より提供された
データを集計

利用者負担上限月額管理票
を作成

内容確認

サービス提供内容を確認後、署名する

利用者負担額確定

利用者負担上限月額管理票
を提供

市町村に請求書を提出

確定した利用者額で請求書
を作成

請求書
利用者負担上限月額管理票

を提出

サービス提供翌月

利用者
【上限管理対象者】

サービス事業所
【上限管理者】

サービス事業所

サービス提供
報告書サービス報告書を受理

利用者負担
上限管理票

利用者負担
上限管理票
【本人署名】

写

利用者負担
上限管理票
【本人署名】

利用者負担
上限管理票
【本人署名】

利用者負担
上限管理票
【本人署名】

請求書
【管理者】

請求書

支給決定時に支給量を金額換算し、上限月額への到達が見込まれる場合【平成１８年４月から９月まで「GH利用者を除く」】

確定した利用者額で請求書
を作成

審査事務



市町村あて 支援費請求書 送付

サービス提供翌月

10日

10日～25日

25日～翌15日 利用者より利用者より 利用者負担受領利用者負担受領

サービス提供翌々月末 市町村より市町村より 居宅生活支援費受領居宅生活支援費受領

現行現行 支援費及び利用者負担額の請求・徴収の標準的時期支援費及び利用者負担額の請求・徴収の標準的時期

利用者あて 利用者負担請求書・口座振替依頼書 送付

月末 市町村より市町村より 施設訓練等支援費受領施設訓練等支援費受領

１８年４月以降１８年４月以降 介護給付費等及び利用者負担額の請求・徴収の標準的時期介護給付費等及び利用者負担額の請求・徴収の標準的時期

サービス提供翌月

サービス提供月末

10日～25日

25日～翌15日

サービス提供翌々月末

月末

10日 市町村あて 介護給付費等請求書 作成

利用者より利用者より 利用者負担利用者負担 受領受領

市町村より市町村より 介護給付費等介護給付費等 受領受領

利用者あて 利用者負担請求書・口座振替依頼書 作成

市町村より市町村より 施設訓練等支援費施設訓練等支援費 受領受領

管理者あて 利用者負担上限月額到達者サービス提供報告書 送付

管理者より 利用者負担上限月額管理票 受領５日前後

サービス事業所の介護給付費等請求事務スケジュール



利用者負担上限月額管理事務において使用する様式例

１ 利用者負担上限額管理依頼(変更)届出書 (利用者 ⇒ 市町村)

管理事業所所在地及び連絡先

管理事業者及びその事業所の名称

印

○○市長　

平成　　年　　　月　　　日

住所

利用者 電話　　　（　　　　）

氏名

変更年月日

３　この届出書の届出がない場合、利用者負担額を一旦全額負担していただくことがあります。

変更前の事業所への連絡（□済　□　未）

平成　　年　　　月　　　日

２　上限額管理を依頼する事業所を変更するときは、変更年月日を記入のうえ、○○市へ届出ください。

　上記の指定サービス事業所に利用者負担の上限額管理を依頼することを届出します。

　また、上限額管理のために、私にサービスを提供した事業所が上記届出事業所にサービス利用状況等を
情報提供することに同意します。

市町村
確認欄

１　この届出書は、上限額管理を依頼する事業所が決まり次第、受給者証を添えて、○○市へ提出してください。

事業所を変更する場合の事由等

※事業所を変更する場合は必ず記入してください。

上限額管理を依頼（変更）した事業者

　上記の者より、平成　　年　　月　　日にあった上限額管理の依頼の件につきましては、責任を持って上限
額管理を行うことを承諾します。

受給者番号

　　　明・大・昭

　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

生年月日

利用者負担上限額管理依頼（変更）届出書

利用者氏名

フリガナ

利用者（認定者）が記入します

届出書の提出により、下記のことを確認する。

① 市町村は、上限額管理者を確認する

② 上限額管理者の承諾を確認する。

③ 利用者よりサービス事業者が上限額管理者へ自
己のサービス提供に関する情報を提供することの同意
を確認する。

上限管理の依頼を受けた事業者が記入します

市町村に提出する際には、必ず受給者証を添付します。
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フリガナ

利用者氏名

受給者番号

：

利用者負担上限月額

：

：

：

：

：

提供日
終了時間

： ：

提供時間
サービス内容

サービス費用
総額　(Ａ )

生年月日
障害程度区分

区分１　２　３　４　５　６

利用者負担
(Ａ )×１/１０開始時間

市町村番号

サービス事業所　→　管理者

利用者負担上限月額到達者サービス提供報告書　(平成　　年　　月分)

事業所番号 事業所名

２ 利用者負担上限月額到達者サービス提供報告書 (サービス事業者 ⇒ 上限額管理者)

\0

合計 合計 合計 合計

\0 \0 \0

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\0 \0

サービス提供時間
サービス内容

サービス費用
総額　(Ａ)

日付 曜日 事業者名

サービス提供データ処理シート

利用者負担
(Ａ)×１/１０

利用者負担
確定額　(Ｂ)

市町村請求額
(Ａ)－(Ｂ)開始時間 終了時間

サービス事業者は、サービス提供月末に左記報告書を作成して、
上限額管理者に情報を提供する。

この報告書の提出は、「利用者負担上限管理依頼届出書」に
より、利用者より事前に同意を得ているものである。

上限額管理者は、サービス提供報告書の情報を、

下記のデータ処理シート等を使用して、提供情報を集計していく。

サービス事業者は、サービス提供順に提供データを作成していく



\192,500

合計 合計 合計 合計

\207,500 \16,200 \15,000

\4,000２５日 金 \400 \0 \4,00011:00 12:00 家事援助▲▲センター（株）

\15,000 \0 \0 \15,0009:00 16:00 生活介護２５日 金 （社福）○○介護サービス

\8,500 \850 \50 \8,45018:30 20:30 身体介護２２日 火 ▲▲センター（株）

\13,000 \1,300 \1,300 \11,70013:00 17:00 自立訓練（生活訓練）１７日 木 （社福法人）■■園

\10,000 \0 \0 \10,0009:00 12:00 生活介護１７日 木 （社福）○○介護サービス

\15,000 \1,500 \1,500 \13,50013:00 17:00 自立訓練（生活訓練）１６日 水 （社福法人）■■園

\4,000 \400 \400 \3,60017:30 18:30 家事援助１５日 火 ▲▲センター（株）

\13,000 \1,300 \1,300 \11,70013:00 17:00 自立訓練（生活訓練）１５日 火 （社福法人）■■園

\10,000 \0 \0 \10,0009:00 12:00 生活介護１５日 火 （社福）○○介護サービス

\15,000 \450 \450 \14,5509:00 16:00 生活介護１１日 金 （社福）○○介護サービス

\8,500 \850 \850 \7,65018:30 20:30 身体介護９日 水 ▲▲センター（株）

\4,000 \400 \400 \3,60017:30 18:30 家事援助９日 水 ▲▲センター（株）

\13,000 \1,300 \1,300 \11,70013:00 17:00 自立訓練（生活訓練）９日 水 （社福法人）■■園

\10,500 \1,050 \1,050 \9,4509:00 12:00 生活介護９日 水 （社福）○○介護サービス

\15,000 \1,500 \1,500 \13,5009:00 16:00 生活介護８日 火 （社福）○○介護サービス

\4,000 \400 \400 \3,60017:30 18:30 家事援助４日 金 ▲▲センター（株）

\15,000 \1,500 \1,500 \13,5009:00 16:00 生活介護４日 金 （社福）○○介護サービス

２日 水 （社福）○○介護サービス \15,000

\1,500 \1,500 \13,500

9:00 16:00 生活介護 \1,500 \1,500 \13,500

１日 火 （社福）○○介護サービス \15,000

サービス提供時間
サービス内容

サービス費用
総額　(Ａ)

9:00 16:00 生活介護

日付 曜日 事業者名

サービス提供データ処理方法

利用者負担
(Ａ)×１/１０

利用者負担
確定額　(Ｂ)

市町村請求額
(Ａ)－(Ｂ)開始時間 終了時間

①各サービス事業所より提出された
　「サービス提供報告書」より、
　サービス提供日順
　サービス提供時間順に内容を転記していく。

②サービス提供順に額を確定させて、
　上限額に到達した時点で、
　それ以降の利用者負担額を0円にさせる。

上限額管理者の利用者負担一覧表の作成について

１ 他事業者より提出されるサービス提供報告書を、①サービス提供日順、②サービス提供時間順に、提供データを並び替える。

２ 並び替えを行った後に、サービス提供順に利用者負担額を確定させて、上限額に到達した以降は、利用者負担額を０円で確定させる。

３ この処理で確定させた額を「利用者負担上限管理票」に転記する。

※ 説明資料は、１０円単位だが、実際は１円単位の処理となる。



上記内容について確認しました。

利用者氏名 印

\0 \0 \0 \0

合計 合計 合計 合計

利用者負担
(Ａ )×１/１０

利用者負担
確定額　(Ｂ)

市町村請求額
(Ａ )－ (Ｂ)日付 曜日 サービス事業者名

サービス費用
総額　(Ａ )

管理事業所所在
地及び連絡先

生年月日

上限月額

市町村名
管理事業所番号

管理事業所及び
その事業所の名称

受給者番号

利用者氏名

利用者負担上限月額管理票　(平成　　年　　　月分)

市町村番号

３ 利用者負担上限月額管理票 (上限管理者 → 利用者)

(上限管理者 → サービス事業所)

(上限管理者 → 市町村)

利用者（認定者）より内容確認後署名を求めます

上限額管理者は「月額管理票」を作成した後、

① 利用者に、サービス内容の確認を求め、
確認後利用者より署名をもらう。

③ 市町村に請求書と共に「月額管理票【署名入】」を
提出する。

② 「サービス提供報告書」を提供した事業者に、
「月額管理票【署名入】」を送付する。



利用者負担上限額到達見込者の選定方法

市町村は、利用者負担額が、決定支給量の金額換算を行い、利用者負担額が上限額に到
達する見込みのあるものについては、上限月額の管理が必要と判断して、受給者証備考欄に
「上限額到達見込者」「上限額到達見込者」である旨を記載するが、対象者の選定は下記のとおりである。

低所得１ １５，０００円 ＜ 支給決定量（金額換算） × １／１０

低所得２ ２４，６００円 ＜ 支給決定量（金額換算） × １／１０

一 般 ３７，２００円 ＜ 支給決定量（金額換算） × １／１０

上限額到達者

支給量を金額換算する際は、概算額を算出する必要があるが、算出は支給量決定を行う際
に、市町村が利用者よりサービス利用意向を確認した時間をもとに、換算を行う。

例： 支給申請時に下記の時間の利用希望を受けて、支給決定を行った場合
身体介護 １日 午前１時間 午後１時間 ⇒ 1日（２Ｈ）×３１日 ＝ ６２ｈ 身体介護 ６２時間

単純に支給量に時間単価を掛けたものではなく、支給決定の基礎となった時間をもとに、金額換算を行う。
身体介護 （１時間：5,025円）×２×３１日＝ 311,550円
参考： 身体介護 （2時間8,338円）×３１日＝ 258,478円

※ 上限額到達見込みではないのに、上限額を超えた者については、高額障害福祉サービスと同様の方法で
償還払で対応する。（事実が発覚次第、「上限額到達見込者」とする。）



金銭換算ルール【平成18年4月から9月まで】

１ 居宅介護〔行動援護含む〕

居宅介護の報酬設定は、おもに、日中、夜間早朝、深夜の三段階で設定されている。
居宅介護の利用時間は早朝（6時から8時まで）、夜間（18時から22時まで）の時間帯利

用を多いことが予測されるため、夜間早朝に提供される基準額をもとに利用額を算出する。

２ 外出介護

移動介護の利用時間は通常日中の時間に想定されるため、日中に提供される基準額
をもとに利用額を算出する。

３ 障害者デイサービス

施設規模により、基準額が大きく異なるため、支給決定時に把握している利用先の基準
額をもとに利用額を算出する。

５ 通所施設

支給決定時の把握している通所先の基準額をもとに利用額を算出する。

その他、サービス利用実態を市町村で把握して、上記算出方法と利用実態が明らかに異なる場合、
実態に合わせて適宜算出することとする。

４ 短期入所

支給決定時の障害種別基準額をもとに利用額を算出する。

※ 支給決定時に加算等を計上した際には、加算も含む。



例１：支給決定量例１：支給決定量 低所得２低所得２ （（２４，６００２４，６００円）円）

居宅介護居宅介護 （身体介護１０時間、家事援助１２時間）（身体介護１０時間、家事援助１２時間）

外出介護外出介護 （身体介護を伴う：２０時間）（身体介護を伴う：２０時間）

障害者デイサービス障害者デイサービス （身体障害：区分１：１２日間）（身体障害：区分１：１２日間）

短期入所短期入所 （知的障害：区分１：５日間）（知的障害：区分１：５日間）

居宅介護 （69,190円）

身体介護 週1回×2時間×5週＝10時間
8,338円（2時間未満、夜間早朝）×５＝ 41,690円

家事援助 週2回×1.5時間×5週＝12時間
2,750円（1．5時間未満、夜間早朝）×２×５＝27,500円

障害者デイサービス（90,720円）

（身体単独（Ⅰ）６時間以上：区分１）×12日
7,560円×12日 ＝ 90,720円

外出介護 （54,100円）

週1回×4時間×5週＝20時間
9,990円（４時間未満、日中）×５＝54,100円

居宅介護 69,190円

外出介護 54,100円

障害者デイサービス 90,270円

短期入所 39,250円

合計 252,810円

短期入所 （39,250円）

（知障１日：区分１）×５日

7,850円×５日 ＝ 39,250円

利用者負担上限 ＜ 支給量概算額×1/10

「利用者負担上限額到達者」と認定する



例２：支給決定量例２：支給決定量 低所得２低所得２ （２４，６００円）（２４，６００円）

居宅介護居宅介護 （身体介護１０時間、家事援助１２時間）（身体介護１０時間、家事援助１２時間）

外出介護外出介護 （身体介護を伴う：２０時間）（身体介護を伴う：２０時間）

障害者デイサービス障害者デイサービス （身体障害：区分１：１２日間）（身体障害：区分１：１２日間）

短期入所短期入所 （知的障害：区分１：５日間）（知的障害：区分１：５日間）

居宅介護 （69,190円）

身体介護 週1回×2時間×5週＝10時間
8,338円（2時間未満、夜間早朝）×５＝ 41,690円

家事援助 週2回×1.5時間×5週＝12時間
2,750円（1．5時間未満、夜間早朝）×２×５＝27,500円

障害者デイサービス（40,440円）

（身障単独（Ⅱ）６時間以上：区分１）×12日
3,370円×12日 ＝ 40,440円

外出介護 （54,100円）

週1回×4時間×5週＝20時間
9,990円（４時間未満、日中）×５＝54,100円

短期入所 （39,250円）

（知障１日：区分１）×５日

7,850円×５日 ＝ 39,250円

居宅介護 69,190円

外出介護 54,100円

障害者デイサービス 40,440円

短期入所 39,250円

合計 202,980円

利用者負担上限 ＞ 支給量概算額×1/10

「利用者負担上限額到達者」とならない



例３：支給決定量例３：支給決定量 低所得１低所得１ （１５，０００円）（１５，０００円）

居宅介護居宅介護 （身体介護１０時間、家事援助１２時間）（身体介護１０時間、家事援助１２時間）

障害者デイサービス（身体障害：区分１：１２日間）障害者デイサービス（身体障害：区分１：１２日間）

短期入所短期入所 （知的障害：区分１：５日間）（知的障害：区分１：５日間）

居宅介護 （69,190円）

身体介護 週1回×2時間×5週＝10時間
8,338円（2時間未満、夜間早朝）×５＝ 41,690円

家事援助 週2回×1.5時間×5週＝12時間
2,750円（1．5時間未満、夜間早朝）×２×５＝27,500円

障害者デイサービス（56,040円）

（身体併設（Ⅰ）６時間未満：区分１）×12日
4,670円×12日 ＝ 56,040円

居宅介護 69,190円

障害者デイサービス 56,040円

短期入所 39,250円

合計 164,480円

短期入所 （39,250円）

（知障１日：区分１）×５日

7,850円×５日 ＝ 39,250円
利用者負担上限 ＜ 支給量概算額×1/10

「利用者負担上限額到達者」と認定する



例４：支給決定量例４：支給決定量 低所得２低所得２ （２４，６００円）（２４，６００円）

居宅介護居宅介護 （身体介護３０時間、家事援助１５時間）（身体介護３０時間、家事援助１５時間）

短期入所短期入所 （知的障害：区分１：５日間）（知的障害：区分１：５日間）

居宅介護 （153,765円）

身体介護 （2時間×3回）×5週＝30時間
8,338円（2時間未満、夜間早朝）×3×５＝125,070円

家事援助 （１時間×3回）×5週＝15時間
1,913円（1時間未満、夜間早朝）×3×５＝28,695円

居宅介護 153,765円

短期入所 39,250円

合計 193,265円

短期入所 （39,250円）

（身体1日：区分１）×５日

7,900円×５日 ＝ 39,250円

利用者負担上限 ＞ 支給量概算額×1/10

「利用者負担上限額到達者」とならない

例において、基準額は告示
額を使用しているが、実際
の事務では



例５：支給決定量例５：支給決定量 低所得２低所得２ （２４，６００円）（２４，６００円）

居宅介護居宅介護 （身体介護１０時間、家事援助１２時間）（身体介護１０時間、家事援助１２時間）

外出介護外出介護 （身体介護を伴う：２０時間）（身体介護を伴う：２０時間）

短期入所短期入所 （知的障害：区分２：５日間）（知的障害：区分２：５日間）

身障通所授産身障通所授産 （区分（区分BB））

居宅介護 （69,190円）

身体介護 週1回×2時間×5週＝10時間
8,338円（2時間未満、夜間早朝）×５＝ 41,690円

家事援助 週2回×1.5時間×5週＝12時間
2,750円（1．5時間未満、夜間早朝）×２×５＝27,500円

外出介護 （54,100円）

週1回×4時間×5週＝20時間
9,990円（４時間未満、日中）×５＝54,100円

短期入所 （39,250円）

（知障１日：区分１）×５日

7,850円×５日 ＝ 39,250円

居宅介護 69,190円

外出介護 54,100円

短期入所 39,250円

身障通所授産 88,500円

合計 251,040円

身障通所授産 （88,500円）

（身障入所施設での通所：区分B）×○○日

○,○○○円×○○日 ＝ 88,500円

利用者負担上限 ＜ 支給量概算額×1/10

「利用者負担上限額到達者」と認定する
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